
 

 

「障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

」（平 成
へいせい

23年
ねん

8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

） 

に対
たい

する追加
ついか

・修 正
しゅうせい

・削 除
さくじょ

等
とう

意見
いけん

 

 

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】前 文
ぜんぶん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の名 称
めいしょう

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の目 的
もくてき

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の理念
りねん

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む基本的
きほんてき

権利
けんり

・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

【表 題
ひょうだい

】国
くに

の義務
ぎ む

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

【表 題
ひょうだい

】都道府県
とどうふけん

の義務
ぎ む

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

【表 題
ひょうだい

】市 町 村
しちょうそん

の義務
ぎ む

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

【表 題
ひょうだい

】基盤
きばん

整備
せいび

義務
ぎ む

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

【表 題
ひょうだい

】所 管
しょかん

省 庁
しょうちょう

を横 断
おうだん

した総 合 的
そうごうてき

支援
しえん

・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

【表 題
ひょうだい

】国 民
こくみん

の責務
せきむ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について・・・・・・２７ 

 

Ⅱ 新 法
しんぽう

制 定
せいてい

と実 現
じつげん

への道 程
どうてい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

Ⅱ－1．旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について 

【表 題
ひょうだい

】旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について・・・・・・・・・・３４ 

 

Ⅱ－２．障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

と基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

【表 題
ひょうだい

】①障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

を補完
ほかん

する基金
ききん

事 業
じぎょう

について・・・・・・・・・３５ 

【表 題
ひょうだい

】②障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の体 系
たいけい

への移行
いこう

を支援
しえん

するための 

基金
ききん

事 業
じぎょう

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

 

Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「障
さわ

がい 者
もの

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課題
かだい

の整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

総 合
そうごう

福 祉
ふくし

部 会
ぶかい

 第
だい

17 回
かい

 

H23.8.9 資 料
しりょう

２ 



 

 

【表 題
ひょうだい

】①利用者
りようしゃ

負担
ふたん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

【表 題
ひょうだい

】②地域
ちいき

での自立
じりつ

した暮
く

らしのための支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

・・・・・・・・・・・・３８ 

【表 題
ひょうだい

】③報 酬
ほうしゅう

構 造
こうぞう

の見直
みなお

し、加算
かさん

の整理
せいり

と報 酬
ほうしゅう

改 訂
かいてい

・・・・・・・・・・・３９ 

【表 題
ひょうだい

】④介護
かいご

職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

に関
かん

して・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

【表 題
ひょうだい

】⑤通 所
つうしょ

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

の交付
こうふ

金
きん

に関
かん

して・・・・・・・・・４１ 

【表 題
ひょうだい

】⑥総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の策 定
さくてい

及
およ

び実施
じっし

のための調 査
ちょうさ

等
とう

について・・・・・・・４２ 

その他
た

意見
いけん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

 

Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に・・・・・・・・・・４６ 

 

Ⅱ-4-(3)長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

【表 題
ひょうだい

】長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

・・・・・・・・・・５０ 

 

Ⅲ 関 連
かんれん

する他
ほか

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

 

Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】「地域
ちいき

における障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

を支
ささ

える医 療
いりょう

」の実 現
じつげん

に向
む

けた理念
りねん

と 

制度
せいど

基盤
きばん

の構 築
こうちく

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

の医療費
いりょうひ

公費
こうひ

負担
ふたん

制度
せいど

の見直
みなお

し・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

【表 題
ひょうだい

】医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

のにない手
て

の確保
かくほ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

【表 題
ひょうだい

】重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 ・・６１ 

【表 題
ひょうだい

】難 病
なんびょう

等
とう

のある障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

・・・・・・・・・・・・・・６２ 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３ 

【表 題
ひょうだい

】発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

に係
かかわ

る非自発的
ひじはつてき

入 院
にゅういん

や入 院 中
にゅういんちゅう

の行 動
こうどう

制 限
せいげん

・・・・・・６６ 

【表 題
ひょうだい

】保護者
ほごしゃ

制度
せいど

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の入 院
にゅういん

に係
かかわ

る病 室
びょうしつ

の規定
きてい

の見直
みなお

し・・・・・・・・・・・７１ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する歯科
し か

保健
ほけん

・歯科
し か

医 療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 ・・・・・・・・・・・・７２ 

 

Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 



 

 

【表 題
ひょうだい

】権利
けんり

擁護
ようご

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

【表 題
ひょうだい

】早期
そうき

支援
しえん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６ 

【表 題
ひょうだい

】一 般
いっぱん

児童
じどう

施策
しさく

の利用
りよう

が障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に制 限
せいげん

されないこと・・・・・・・・７９ 

【表 題
ひょうだい

】療 育
りょういく

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１ 

【表 題
ひょうだい

】通 所
つうしょ

支援
しえん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４ 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

での相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

【表 題
ひょうだい

】ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

と「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」・・・・・・・・・・・・・・・・・８７ 

【表 題
ひょうだい

】要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の連 携
れんけい

・・・・・・９０ 

【表 題
ひょうだい

】家族
かぞく

支援
しえん

ときょうだい支援
しえん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９２ 

 

２．学 校
がっこう

教 育 法
きょういくほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】寄 宿 舎
きしゅくしゃ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３ 

 

Ⅲ-3．労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】雇用
こよう

の質
しつ

を確保
かくほ

するための法
ほう

改 正
かいせい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４ 

【表 題
ひょうだい

】雇用
こよう

施策
しさく

の対 象
たいしょう

とする障 害 者
しょうがいしゃ

に就 業 上
しゅうぎょうじょう

必 要
ひつよう

な支援
しえん

を 

認 定
にんてい

する仕組
し く

み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

および納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

の見直
みなお

し ・・・・・・・・・・・・９８ 

【表 題
ひょうだい

】職 場
しょくば

における合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

提 供
ていきょう

の確保
かくほ

・・・・・・・・・・・・・・・１０１ 

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

に関
かん

する試行
しこう

事 業
じぎょう

（パイロット
ぱ い ろ っ と

・スタディ
す た で ぃ

）の実施
じっし

・・１０２ 

【表 題
ひょうだい

】賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の調 整
ちょうせい

・・・・・・１０４ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

・就 労
しゅうろう

にかかる労 働
ろうどう

施策
しさく

と福祉
ふくし

施策
しさく

を一 体 的
いったいてき

に展 開
てんかい

するため

の体 制
たいせい

の整備
せいび

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の検 討
けんとう

課題
かだい

についてフォロ
ふ ぉ ろ

ーし、実現化
じつげんか

をめざすため

の検 討
けんとう

体 制
たいせい

の整備
せいび

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

【表 題
ひょうだい

】全 国 民
ぜんこくみん

のなかでの障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

実 態
じったい

等
とう

を明
あき

らかにする基礎
き そ

資 料
しりょう

 

の整備
せいび

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ 



 

 

その他
た

意見
いけん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

 

Ⅲ 関 連
かんれん

する他
ほか

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

 

Ⅲ－４．その他
た

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１ 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

目 的
もくてき

より 

【「能 力
のうりょく

に応
おう

じ」という表 記
ひょうき

について】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

（社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

）について】 ・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ 

【オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せいど

と虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

について】  ・・・・・・・・・・・・・・・１１５ 

【モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

について】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６ 

【権利
けんり

擁護
ようご

と差別
さべつ

禁止
きんし

の普 及
ふきゅう

啓 発
けいはつ

について】・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ 

その他
た

意見
いけん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８ 

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

より 

【公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

や民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

について】・・・・・・・・・・・・・・１２０ 

【一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

に住
す

む障 害 者
しょうがいしゃ

への家賃
やちん

補助
ほじょ

、住 宅
じゅうたく

手当
てあて

などについて】・・・・・・１２１ 

 

Ⅰ-10 地域
ちいき

移行
いこう

より 

【地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

に欠
か

かせない住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

の施策
しさく

 

について】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２ 

その他
た

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４ 

おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５ 
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全 般
ぜんぱん

に対
たい

しての意見
いけん

 

 

【河
かわ

﨑
さき

（達
たつ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

」全 般
ぜんぱん

に対
たい

する意見
いけん

 

≪内 容
ないよう

≫ 

難 解
なんかい

な専門用語
せんもんようご

を分
わ

かりやすい文 言
もんごん

に修 正
しゅうせい

。 

≪理由
りゆう

≫ 

骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

全 般
ぜんぱん

において、難 解
なんかい

な用語
ようご

が頻
ひん

出
しゅつ

している。広
ひろ

く障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

を含
ふく

め た 国 民
こくみん

全 般
ぜんぱん

に 理解
りかい

を 求
もと

め る に は 「 デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ー ・

パーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

・ドロップインセンタ
ど ろ っ ぷ い ん せ ん た

ー・レスパイト
れ す ぱ い と

等
とう

」の難 解
なんかい

な専門用語
せんもんようご

を

用
もち

いず、分
わ

かりやすい文 言
もんごん

に改
あらた

めるべきである。 

 

はじめに 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３ページ
ぺ ー じ

 【２谷間
たにま

や空 白
くうはく

の解 消
かいしょう

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

場面
ばめん

のなかに「家庭
かてい

での子
こ

育
そだ

てや親
おや

の介護
かいご

、消 費
しょうひ

生 活
せいかつ

等
とう

」の文 言
もんごん

を追加
ついか

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

手 帳
てちょう

をもたない軽度
けいど

障 害
しょうがい

の人
ひと

たちは、社 会
しゃかい

の今 日 的
こんにちてき

状 況
じょうきょう

のなかで生 活
せいかつ

困 難
こんなん

が

深刻化
しんこくか

している。地域
ちいき

住 民
じゅうみん

に対
たい

するすべての施策
しさく

において軽度
けいど

障 害
しょうがい

の人
ひと

たちの存 在
そんざい

を

念 頭
ねんとう

に置
おき

いた取
と

り組
く

みが求
もと

められている。 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

(1)障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

 

  ２ページ
ぺ ー じ

 

  ３行
ぎょう
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≪内 容
ないよう

≫ 

（意見
いけん

） 

本 提 言
ほんていげん

で使用
しよう

する障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

訳 文
やくぶん

を統
とう

一
いつ

すべき。 

≪理由
りゆう

≫ 

 権利
けんり

条 約
じょうやく

については、Ｐ７、Ｐ22でも取
と

り上
あ

げているが、同
おな

じ 19条
じょう

でありながら、訳 文
やくぶん

がそれぞれの部分
ぶぶん

で異
こと

なっている。 

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

４ページ
ぺ ー じ

下
した

から３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「社 会
しゃかい

へ一歩
いっぽ

」→「社 会
しゃかい

への一歩
いっぽ

」 

 

【
（

氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

2ページ
ぺ ー じ

 

（１）障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

 

7行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

赤字
あかじ

部分
ぶぶん

の挿 入
そうにゅう

 

とくに、第
だい

5条
じょう

の、平 等
びょうどう

及
およ

び差別
さべつ

されないこと、において合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の確保
かくほ

を求
もと

めて

おり、第
だい

19条
じょう

では･････ 

≪理由
りゆう

≫ 

平 等
びょうどう

概 念
がいねん

のなかに、「合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

」が入
はい

っている事
こと

が、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の

根 幹
こんかん

。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

3ページ
ぺ ー じ

 

2行 目
ぎょうめ

 そこには大
おお

きな隔
へだ

たりがあります。障 害
しょうがい

があっても・・ 

≪内 容
ないよう

≫ 

赤字
あかじ

部分
ぶぶん

の挿 入
そうにゅう
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大
おお

きな隔
へだ

たりがあります。障 害
しょうがい

は誰
だれ

にでも起
お

こりうるという前 提
ぜんてい

に立
た

ち、障 害
しょうがい

があっ

ても市民
しみん

として尊 重
そんちょう

され・・ 

≪理由
りゆう

≫ 

誰
だれ

もが障 害 者
しょうがいしゃ

になりうるのだという前 提
ぜんてい

で記載
きさい

すべき。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ３【４】１行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

ノーマライゼイション
の ー ま ら い ぜ い し ょ ん

 

↓ 

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

 

≪理由
りゆう

≫ 

より一 般 的
いっぱんてき

な表 記
ひょうき

へ。 

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ４ 下
した

から５行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

字
じ

下
さ

げを０．５字
じ

から１字
じ

へ 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

改 革
かいかく

の一歩
いっぽ

として 

４ページ
ぺ ー じ

 

18行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「政治
せいじ

を突
つ

き動
うご

かす」前
まえ

に、国 民
こくみん

や世論
よろん

を突
つ

き動
うご

かすことが重 要
じゅうよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

広
ひろ

く国 民
こくみん

の理解
りかい

が得
え

られる提 言
ていげん

とすることは重 要
じゅうよう

である。 
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【清水
しみず

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

はじめに 

３ページ
ぺ ー じ

 ４ぺージ
じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【１】障 害
しょうがい

のない市民
しみん

との平 等
びょうどう

と公 平
こうへい

 

  障 害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

の生 活
せいかつ

水 準
すいじゅん

や暮
く

らしぶりを比
くら

べるとき、そこには大
おお

きな

隔
へだ

たりがあります。障 害
しょうがい

があっても市民
しみん

として尊 重
そんちょう

され、誇
ほこ

りを持
も

って社 会
しゃかい

に参加
さんか

するためには、平 等 性
びょうどうせい

と公 平 性
こうへいせい

の確保
かくほ

が何
なに

よりの条 件
じょうけん

となります。新 法
しんぽう

がこれを

裏打
うらう

ちし、障 害 者
しょうがいしゃ

にとって(そして障 害
しょうがい

のない市民
しみん

にとっても)新
あら

たな社 会
しゃかい

の到 来
とうらい

を実 感
じっかん

（もしくは予感
よかん

）できるものとします。 

【４】放置
ほうち

できない社 会
しゃかい

問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

 

 世界
せかい

でノーマライゼイション
の ー ま ら い ぜ い し ょ ん

が 進
すす

むなか、わが 国
くに

では依然
いぜん

として 多
おお

くの 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が「社 会 的
しゃかいてき

入 院
にゅういん

」を続
つづ

け、知的
ちてき

や重 複
じゅうふく

の障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

が地域
ちいき

での支援
しえん

不足
ふそく

に

よる長 期
ちょうき

施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

を余儀
よ ぎ

なくされています。また、公 的
こうてき

サービス
さ ー び す

の一 定
いってい

の広
ひろ

がりに

もかかわらず障 害 者
しょうがいしゃ

への介護
かいご

の大部分
だいぶぶん

を家族
かぞく

に依
やすし

存
そん

している状 況
じょうきょう

が続
つづ

いています。

これらを解 決
かいけつ

するために地域
ちいき

での支援
しえん

体 制
たいせい

を確 立
かくりつ

するとともに、効果的
こうかてき

な地域
ちいき

移行
いこう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を実施
じっし

します。 

  ここに示
しめ

された改 革
かいかく

の完 成
かんせい

には時間
じかん

を要
よう

するかも知
し

れません。協 議
きょうぎ

・調 整
ちょうせい

によ

る支 給
しきゅう

決 定
けってい

や就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

など、試行
しこう

事 業
じぎょう

の必 要
ひつよう

な事項
じこう

もあります。 

しかし、私
わたし

たちのこうした思
おも

いが、政治
せいじ

を突
つ

き動
うご

かし、障 害 者
しょうがいしゃ

一人
ひとり

ひとりが自身
じしん

の

存 在
そんざい

の価値
か ち

を実 感
じっかん

し、様 々
さまざま

な人
ひと

と共
とも

に支
ささ

えあいながら生
い

きていくことの喜
よろこ

びを分
わ

かち合
あ

える本 当
ほんとう

にゆたかな社 会
しゃかい

のづくりへの一歩
いっぽ

になることを信
しん

じて、ここに骨 格
こっかく

提 言
ていげん

をまとめました。 

今
いま

、新 法
しんぽう

への一歩
いっぽ

を踏
ふ

み出
だ

すことが必 要
ひつよう

です。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３ページ
ぺ ー じ

 

【格差
かくさ

の是正
ぜせい

】 
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≪内 容
ないよう

≫ 

変 更
へんこう

 

地方
ちほう

自治体
じちたい

の財 政
ざいせい

事 情
じじょう

などによって、障 害 者
しょうがいしゃ

のための住
す

まいや働
はたら

く場
ば

、人
ひと

による支
ささ

え

の条 件
じょうけん

環 境
かんきょう

は、質 量
しつりょう

ともに大
おお

きく異
こと

なっています。どこに暮
く

らしを築
きず

いても一 定
いってい

の

水 準
すいじゅん

の支援
しえん

が受
う

けられなければなりません。また、障 害
しょうがい

種
しゅ

別 間
べつかん

の制度
せいど

水 準
すいじゅん

についても

大
おお

きな隔
へだ

たりがあります。どこに暮
く

らしを築
きず

いても一 定
いってい

の水 準
すいじゅん

の支援
しえん

を受
う

けられるよ

う、地方
ちほう

自治体間
じちたいかん

の限度
げんど

を超
こ

えるような、合理性
ごうりせい

を欠
か

くような格差
かくさ

のない制度
せいど

とします。 

≪理由
りゆう

≫ 

環 境
かんきょう

の方
かた

が適 当
てきとう

と考
かんが

える。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

４ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

変 更
へんこう

 

……障 害
しょうがい

福祉
ふくし

予算
よさん

の水 準
すいじゅん

を考
かんが

えていくうえでの重 要
じゅうよう

な指 標
しひょう

となるのが、国 際 的
こくさいてき

な

比較
ひかく

です。当 面
とうめん

の目 標
もくひょう

課題
かだい

としては、ＯＥＣＤ加盟
かめい

国
くに

（工 業
こうぎょう

先 進 国
せんしんこく

のグループ
ぐ る ー ぷ

）に

おける平 均
へいきん

以 上
いじょう

を確保
かくほ

することです。これによって現 状
げんじょう

と比
くら

べてよりはるかに安 定
あんてい

し

た財 政
ざいせい

基盤
きばん

の確 立
かくりつ

が見込
み こ

まれますを図
はか

ります。 

 

変 更
へんこう

 

■ 改 革
かいかく

への新
あたら

しい一歩
いっぽ

として 

以下
い か

、「一歩
いっぽ

」の前
まえ

に「新
あたら

しい」を追加
ついか

 

≪理由
りゆう

≫ 

文 書
ぶんしょ

の簡素化
かんそか

を図
はか

り、結 論
けつろん

部分
ぶぶん

を明 確
めいかく

にしました。 

「一歩
いっぽ

」だけだと非 常
ひじょう

に弱
よわ

い印 象
いんしょう

を受
う

けるため 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

※本意見書
ほんいけんしょ

では「難 病
なんびょう

等
とう

」「難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

」という文 言
もんごん

を使
つか

います。この文 言
もんごん

は、

従 来
じゅうらい

の社 会 的
しゃかいてき

通 念
つうねん

として使
つか

われている「難 病
なんびょう

」という概 念
がいねん

や「難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

」

で研 究
けんきゅう

されてきた「難 病
なんびょう

」という概 念
がいねん

が、現 段 階
げんだんかい

で、共 通
きょうつう

した統 一
とういつ

認 識
にんしき

に到 達
とうたつ

していないことから「難 病
なんびょう

（難治性
なんじせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

を含
ふく

む）及
およ

び長 期
ちょうき

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

の患 者
かんじゃ
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で障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

や社 会 的
しゃかいてき

な支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする者
もの

」という意味合
い み あ

いで使
つか

います。これは、

先
さき

に 提 出
ていしゅつ

した 7月
がつ

26日
にち

（第
だい

16回
かい

部会
ぶかい

）の意見書
いけんしょ

にも共
とも

通
つう

するものとして、先
さき

の

意見書
いけんしょ

を読
よ

み替
か

えていただくようお願
ねが

いします。 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

以下
い か

の何
いず

れかの項 目
こうもく

か、右
みぎ

の内 容
ないよう

を整 合 性
せいごうせい

のとれる適 切
てきせつ

な個所
かしょ

に挿 入
そうにゅう

、又
また

は項 目
こうもく

を新
あら

たに設
もう

ける 

（1）はじめに…１ページ
ぺ ー じ

～ 

■4総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

の背 景
はいけい

と経過
けいか

 

（2）新 法
しんぽう

制 定
せいてい

と実 現
じつげん

への道 程
どうてい

…15ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

以下
い か

の内 容
ないよう

を、整 合 性
せいごうせい

がとれる適 切
てきせつ

な個所
かしょ

に挿 入
そうにゅう

する 

1. 難 病
なんびょう

の概 念
がいねん

や施策
しさく

のあり方
かた

などは、新
あら

たな審議会
しんぎかい

または検 討 会
けんとうかい

を発 足
ほっそく

させて、

本 法
ほんほう

の理念
りねん

にもとづく具体的
ぐたいてき

な結 論
けつろん

をでききるだけ早
はや

く得
え

るようにする 

2. 不公平
ふこうへい

・不 平 等
ふびょうどう

が障 害 間
しょうがいかん

でも拡 大
かくだい

している現 状
げんじょう

を尐
すこ

しでも改 善
かいぜん

するために、前
ぜん

１項
こう

の審議
しんぎ

・検 討
けんとう

を経
た

て新
あら

たな施策
しさく

に移行
いこう

するまでの期間
きかん

、特
とく

に難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の

医療費
いりょうひ

当事者
とうじしゃ

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

、その財 政
ざいせい

措置
そ ち

など本 総 合
ほんそうごう

福祉
ふくし

法 制
ほうせい

定時
ていじ

に応 急 的
おうきゅうてき

施策
しさく

を行
おこな

う。 

3. 新 法
しんぽう

への移行
いこう

には、一 定
いってい

の時間
じかん

が必 要
ひつよう

であり、前
まえ

２項
こう

と同 様
どうよう

に、移行
いこう

期間
きかん

中
ちゅう

で

も緊 急
きんきゅう

に解 決
かいけつ

を求
もと

められている問 題
もんだい

については臨時的
りんじてき

緊 急 的
きんきゅうてき

な施策
しさく

を行
おこな

う 

≪理由
りゆう

≫ 

私
わたし

たちは、本部会
ほんぶかい

の初
はじ

めから、「難 病
なんびょう

等
とう

」について、集 中
しゅうちゅう

審議
しんぎ

やヒヤリング
ひ や り ん ぐ

、難 病
なんびょう

当事者
とうじしゃ

の委員
いいん

の増 員
ぞういん

など提起
ていき

してきましたが、基本的
きほんてき

には実 現
じつげん

しませんでした。経過
けいか

の变 述
じょじゅつ

な

どに、以下
い か

の内 容
ないよう

を挿 入
そうにゅう

するなど適 切
てきせつ

な扱
あつか

いをされるようしてください。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

■ 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

がめざすべき６つのポイント
ぽ い ん と

 

４【４】放置
ほうち

できない社 会
しゃかい

問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

 

の最後
さいご

 

効果的
こうかてき

な地域
ちいき

移行
いこう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を実施
じっし

します。 
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≪内 容
ないよう

≫ 

効果的
こうかてき

な地域
ちいき

移行
いこう

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

を実施
じっし

します 

≪理由
りゆう

≫ 

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

というのが、対 象 者
たいしょうしゃ

の訓 練
くんれん

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

と誤
ご

解
かい

されやすいので、プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

にすべき 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】前 文
ぜんぶん

 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ５ 下
した

から１２行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

帰
き

せされる 

↓ 

帰
き

せられる 

≪理由
りゆう

≫ 

サ
さ

変
へん

動詞
どうし

の未
み

然 形
ぜんがた

＋られる 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の名 称
めいしょう

 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の名 称
めいしょう

 

6ページ
ぺ ー じ

 

【説 明
せつめい

】の 5行 目
ぎょうめ

から 10行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

 法
ほう

の名 称
めいしょう

として障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

と称
しょう

するとしておきながら、作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

報 告
ほうこく

の中
なか

の「障 害 者
しょうがいしゃ

の社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

の支援
しえん

を権利
けんり

として総 合 的
そうごうてき

に保 障
ほしょう

する法 律
ほうりつ

」という案
あん

も含
ふく

めて検 討
けんとう

してよいと考
かんが

えるとなっているのは明
あき

らかに結 論
けつろん

と説 明
せつめい

が矛 盾
むじゅん

して

いる。この結 論
けつろん

でよいと思
おも

うが、ならば 5行 目
ぎょうめ

以降
いこう

の記載
きさい

は必 要
ひつよう

ないし、この説 明
せつめい

を

つけるのならば結 論
けつろん

を変
か

えなければならないことになる。 

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

６ページ目
ぺ ー じ め

 法
ほう

の名 称
めいしょう

 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「障 害 者
しょうがいしゃ

の社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

の支援
しえん

を権利
けんり

とし総 合 的
そうごうてき

に保 障
ほしょう

する法 律
ほうりつ

」 

≪理由
りゆう

≫ 

権利性
けんりせい

を打
う

ち出
だ

すためにはチーム
ち ー む

の提 案
ていあん

を支持
し じ

する 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の目 的
もくてき

 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

６ページ目
ぺ ー じ め

 

法
ほう

の目 的
もくてき

 

・ この法 律
ほうりつ

が、障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の行使
こうし

やその自立
じりつ

及
およ

び社 会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

のため

の施策
しさく

に関
かん

し、どこで誰
だれ

と生 活
せいかつ

するかについての選 択
せんたく

の機会
きかい

が保 障
ほしょう

され、あらゆ

る分野
ぶんや

の 活 動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

が 保 障
ほしょう

されるために 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う

けることを

障 害 者
しょうがいしゃ

の基本的
きほんてき

権利
けんり

として、障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

、軽 重
けいちょう

、年 齢
ねんれい

等
とう

に関
かか

わりなく必 要
ひつよう

な

支援
しえん

を保 障
ほしょう

するものであること。 

≪内 容
ないよう

≫ 

最後
さいご

の文 章
ぶんしょう

として、障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

、軽 重
けいちょう

、年 齢
ねんれい

等
とう

に可
か

かありなく、を 

「障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

、軽 重
けいちょう

、年 齢
ねんれい

、国 籍
こくせき

、入 院 中
にゅういんちゅう

、入 所 中
にゅうしょちゅう

、刑事
けいじ

施設
しせつ

、入 管
にゅうかん

施設
しせつ

とう

にいるか否
いな

かを問
と

わず」 

≪理由
りゆう

≫ 

あらゆる分野
ぶんや

の活 動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

保 障
ほしょう

のための必 要
ひつよう

な支援
しえん

は、今
いま

現 在
げんざい

入 院 中
にゅういんちゅう

であ

っても入 所 中
にゅうしょちゅう

であっても刑事
けいじ

施設
しせつ

等
とう

に拘 禁
こうきん

されていても保 障
ほしょう

されるべきであるから 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の理念
りねん

 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の理念
りねん

 

【説 明
せつめい

】 

９ページ
ぺ ー じ

 

15行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

・「障 害 者
しょうがいしゃ

対 策
たいさく

実施
じっし

」→「障 害
しょうがい

福祉
ふくし

施策
しさく

実施
じっし

」 

≪理由
りゆう

≫ 

 表 現
ひょうげん

が不適切
ふてきせつ

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

９ページ
ぺ ー じ

 

【説 明
せつめい

】の 15行 目
ぎょうめ

 

医学
いがく

モデル
も で る

の視点
してん

から言
い

えば・・旧 態
きゅうたい

依然
いぜん

として変
か

わらない。 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

・・旧 態
きゅうたい

依然
いぜん

として変
か

わらない。 

障 害
しょうがい

があっても、持
も

てる力
ちから

を充 分
じゅうぶん

に発揮
はっき

し、市民
しみん

として社 会
しゃかい

の中
なか

で生
い

き生
い

きと生 活
せいかつ

す

べきである。そのためには、成 長 期
せいちょうき

の発 達
はったつ

支援
しえん

が特
とく

に重 要
じゅうよう

である。 

身 体
しんたい

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

・・・ 

≪理由
りゆう

≫ 

障 壁
しょうへき

の除 去
じょきょ

とともに、「本 人
ほんにん

へのエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

」も忘
わす

れてはならない。 

特
とく

に、乳幼児期
にゅうようじき

、児童期
じどうき

、思春期
ししゅんき

など成 長 期
せいちょうき

には、発 達
はったつ

支援
しえん

は大 切
たいせつ

な支援
しえん

である。 

医学
いがく

モデル
も で る

から社 会
しゃかい

モデル
も で る

への意識
いしき

転 換
てんかん

は必 要
ひつよう

だが、ＩＣＦが示
しめ

しているように医学
いがく

モデル
も で る

と社 会
しゃかい

モデル
も で る

を統 合
とうごう

した統 合
とうごう

モデル
も で る

を提 唱
ていしょう

すべきではないか。 
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【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

 以下
い か

の基本的
きほんてき

視点
してん

を理念
りねん

規定
きてい

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

・医学
いがく

モデル
も で る

から社 会
しゃかい

モデル
も で る

への転 換
てんかん

を確 認
かくにん

する旨
むね

の規定
きてい

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

・医学
いがく

モデル
も で る

から社 会
しゃかい

モデル
も で る

への転 換
てんかん

を確 認
かくにん

する旨
むね

の規定
きてい

 

↓ 

・「社 会
しゃかい

モデル
も で る

」の考
かんが

え方
かた

を重 視
じゅうし

し、「制度
せいど

の谷間
たにま

」を生
う

まないことを確 認
かくにん

する旨
むね

の規定
きてい

 

≪理由
りゆう

≫ 

社 会
しゃかい

モデル
も で る

の考
かんが

え方
かた

を重 視
じゅうし

することについて異議
い ぎ

を唱
とな

えるところではないが、「医学
いがく

モデル
も で る

」を全否定
ぜんひてい

するような規定
きてい

が現 実 的
げんじつてき

に可能
かのう

かという点
てん

については疑問
ぎもん

を覚
おぼ

える。 

社 会
しゃかい

モデル
も で る

の視点
してん

が必 要
ひつよう

とされる背 景
はいけい

の一
ひと

つとして、障 害 者
しょうがいしゃ

が主 体 的
しゅたいてき

に生
い

きてい

く 上
うえ

で 必 要
ひつよう

な 環 境
かんきょう

条 件
じょうけん

が整備
せいび

されていない 現 状
げんじょう

があると 考
かんが

えるが、 治 療
ちりょう

や

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

（トレーニング
と れ ー に ん ぐ

）が「障 害
しょうがい

」の軽 減
けいげん

に寄与
き よ

していることにも留 意
りゅうい

す

る必 要
ひつよう

がある。また、現 実
げんじつ

に 提 供
ていきょう

すべきサービス
さ ー び す

の中
なか

には医学
いがく

モデル
も で る

に依拠
いきょ

するもの

も含
ふく

まれる。社 会
しゃかい

モデル
も で る

の考
かんが

え方
かた

を重 視
じゅうし

するという規定
きてい

のほうが適 当
てきとう

と考
かんが

える。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「社 会
しゃかい

モデル
も で る

」についての機会的
きかいてき

な活 用
かつよう

に懸念
けねん

 

9ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「医学
いがく

モデル
も で る

」から「社 会
しゃかい

モデル
も で る

」を基本
きほん

に」障 害
しょうがい

の概 念
がいねん

を転 換
てんかん

する 

上 記
じょうき

  部分
ぶぶん

を補足
ほそく

する 

≪理由
りゆう

≫ 

全 体
ぜんたい

の流
なが

れとして「医学
いがく

モデル
も で る

」から「社 会
しゃかい

モデル
も で る

」への転 換
てんかん

は、福祉
ふくし

の進歩的
しんぽてき

な方 向
ほうこう

への前 進
ぜんしん

として評 価
ひょうか

する。しかし、「社 会
しゃかい

モデル
も で る

」だからすべての障 害
しょうがい

は社 会 的
しゃかいてき

な

障 壁
しょうへき

によるものとだけ断 定
だんてい

して良
よ

いものか？ 
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…特
とく

に難 病
なんびょう

等
とう

の患 者
かんじゃ

は、多
おお

くの社 会 的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

をもつが、病 気
びょうき

を治
なお

すことが第 一
だいいち

義的
ぎてき

な関心事
かんしんじ

である。これは、自然
しぜん

科学
かがく

の範 疇
はんちゅう

である。 

「社 会
しゃかい

モデル
も で る

だ」「社 会 的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

だ」としてこれを機械的
きかいてき

に用
もち

いると、難 病
なんびょう

等
とう

をもっ

て生
い

きる患 者
かんじゃ

（障 害 者
しょうがいしゃ

）の医 療
いりょう

をも障 害
しょうがい

の概 念
がいねん

から除 外
じょがい

することにならないか…

懸念
けねん

される。尐
すく

なくとも「社 会
しゃかい

モデル
も で る

の機械的
きかいてき

運 用
うんよう

」という誤解
ごかい

は避
さ

けられる。 

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

 以下
い か

の基本的
きほんてき

視点
してん

を理念
りねん

規定
きてい

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

 ・保護
ほ ご

の対 象
たいしょう

から権利
けんり

の主 体
しゅたい

への転 換
てんかん

を確 認
かくにん

する旨
むね

の規定
きてい

 

≪内 容
ないよう

≫ 

保護
ほ ご

の対 象
たいしょう

から権利
けんり

の主 体
しゅたい

への転 換
てんかん

を確 認
かくにん

する旨
むね

の規定
きてい

に際
さい

しては、この法
ほう

による

支援
しえん

はあくまで本 人
ほんにん

の希望
きぼう

と選 択
せんたく

による旨
むね

の規定
きてい

が明記
めいき

されるべきである 

 

また申 請 権
しんせいけん

妨 害
ぼうがい

の禁止
きんし

が明記
めいき

されるべき 

≪理由
りゆう

≫ 

現 在
げんざい

予算化
よさんか

されている自立
じりつ

支援法
しえんほう

のいわゆるつなぎ法 案
ほうあん

の中
なか

で、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

し

て地域
ちいき

定 着
ていちゃく

センタ
せ ん た

ー等
とう

の議論
ぎろん

がなされており、実 質 的
じっしつてき

に退 院
たいいん

条 件
じょうけん

として支援
しえん

や相 談
そうだん

支援
しえん

が 強 制
きょうせい

されている実 態
じったい

がある。ヘルパ
へ る ぱ

ーの押
お

し付
つ

けや相 談
そうだん

支援
しえん

関 係
かんけい

機関
きかん

の連 携
れんけい

の押
お

し付
つ

けで追
お

い詰
つ

められている精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が出
で

ているので、ここであくまで本 人
ほんにん

の

希望
きぼう

とセンタク
せ ん た く

による旨
むね

が明記
めいき

されるべきである 

一 方
いっぽう

で希望
きぼう

しても、申 請 書
しんせいしょ

も渡
わた

され内 心
ないしん

声 望
せいぼう

はあってはならないので何
なん

らかの規定
きてい

が必 要
ひつよう
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む基本的
きほんてき

権利
けんり

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

10ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む権利
けんり

として、以下
い か

の権利
けんり

を本 法
ほんほう

において確 認
かくにん

し、国 民
こくみん

に対
たい

して積 極 的
せっきょくてき

な周 知
しゅうち

を行
おこな

うべきである。 

 

４、５の間
あいだ

に赤字
あかじ

部分
ぶぶん

の挿 入
そうにゅう

 

５．知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

・発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

には、必 要
ひつよう

に応
おう

じ、意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を保 障
ほしょう

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

権利
けんり

についての情 報
じょうほう

が、予
あらかじ

め障 害 者
しょうがいしゃ

やその家族
かぞく

、支援者
しえんしゃ

および国 民
こくみん

全 体
ぜんたい

に 提 供
ていきょう

さ

れていなければ、主 体 的
しゅたいてき

に行使
こうし

することはできない。 

【結 論
けつろん

】は障 害 者
しょうがいしゃ

が自
みずか

ら意思
い し

表 示
ひょうじ

できることを前 提
ぜんてい

としていますが、知的
ちてき

・発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

には、この中 核 的
ちゅうかくてき

権利
けんり

を行使
こうし

する場合
ばあい

に、支援
しえん

を得
え

ての意思
い し

決 定
けってい

が必 要
ひつよう

です。

このことは、重 要
じゅうよう

なことです。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

10ページ
ぺ ー じ

 

7行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】○ 地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む権利
けんり

として、以下
い か

の諸権利
しょけんり

を本 法
ほんほう

において

確 認
かくにん

すべきである。 

→これを下記
か き

に修 正
しゅうせい

する 

○ 地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む権利
けんり

として、以下
い か

の諸権利
しょけんり

を本 法
ほんほう

において裁 判 上
さいばんじょう

の

請 求 権
せいきゅうけん

として確 認
かくにん

すべきである。 

※「裁 判 上
さいばんじょう

の請 求 権
せいきゅうけん

として」を付加
ふ か
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≪理由
りゆう

≫ 

単
たん

に「権利
けんり

」と書
か

き込
こ

むだけではなく、民 法 上
みんぽうじょう

の不法
ふほう

行為
こうい

請 求 権
せいきゅうけん

を明示
めいじ

するため及
およ

び

コンプライアンス
こ ん ぷ ら い あ ん す

義務
ぎ む

を持
も

つ公 的
こうてき

機関
きかん

の懈怠
けたい

を防止
ぼうし

するため。 

※他
ほか

の箇所
かしょ

の「権利
けんり

」も同 様
どうよう

の縛
しば

りをかけることが望
のぞ

ましい。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

10ページ
ぺ ー じ

  

12行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】 

２ …そのための支援
しえん

を受
う

ける権利
けんり

が保 障
ほしょう

される。 

         ↓ 

（修 正
しゅうせい

）そのために必 要
ひつよう

な諸 条 件
しょじょうけん

が保 障
ほしょう

される権利
けんり

を有
ゆう

する 

≪理由
りゆう

≫ 

２は個々
こ こ

具体的
ぐたいてき

な支援
しえん

を意味
い み

するものではなく概 括 的
がいかつてき

な内 容
ないよう

であるので支援
しえん

という

表 現
ひょうげん

は不適切
ふてきせつ

と考
かんが

えた。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

10ページ
ぺ ー じ

 

 18行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

５ 以 上
いじょう

の支援
しえん

を受
う

ける権利
けんり

は… 

         ↓ 

（修 正
しゅうせい

）以 上
いじょう

の地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

むために保 障
ほしょう

される諸権利
しょけんり

は、 

≪理由
りゆう

≫ 

○総 体 的
そうたいてき

には支援
しえん

という手
て

を貸
か

したりするといイメージ
い め ー じ

ではなく、権利
けんり

の規定
きてい

として

表 現
ひょうげん

するには不適切
ふてきせつ

。移動
いどう

場面
ばめん

等
とう

個々
こ こ

の場面
ばめん

に際
さい

し使用
しよう

することは容 認
ようにん

できる 

以降
いこう

支援
しえん

の使
つか

い方
かた

について整理
せいり

が必 要
ひつよう
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【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「手話
しゅわ

」の表 記
ひょうき

について 

10ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「手話
しゅわ

」という表 記
ひょうき

はすべて「手話
しゅわ

など非音声的
ひおんせいてき

言語
げんご

」に統 一
とういつ

する 

≪理由
りゆう

≫ 

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

能 力
のうりょく

の廃 失
はいしつ

は、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

や難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

にもある。人 工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

装 着 者
そうちゃくしゃ

は発話
はつわ

機能
きのう

を奪
うば

われ、それに代
か

わるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手 段
しゅだん

として、口
くち

パク
ぱ く

や

文字盤
もじばん

、IT機器
き き

を利用
りよう

している。 

【結 論
けつろん

】部分
ぶぶん

に表 記
ひょうき

されているように、説
せつ

明 文
めいぶん

でも「手話
しゅわ

など非音声的
ひおんせいてき

言語
げんご

」に統 一
とういつ

すれば、言
い

わんとする概 念
がいねん

を広
ひろ

く表 現
ひょうげん

することができる 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】国
くに

の義務
ぎ む

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

１国
くに

は・・・権利
けんり

を国 民
こくみん

に広
ひろ

く周 知
しゅうち

し、その権利
けんり

を保 障
ほしょう

する義務
ぎ む

を有
ゆう

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

権利
けんり

についての情 報
じょうほう

が、予
あらかじ

め障 害 者
しょうがいしゃ

やその家族
かぞく

、支援者
しえんしゃ

および国 民
こくみん

全 体
ぜんたい

に 提 供
ていきょう

さ

れていなければ、主 体 的
しゅたいてき

に行使
こうし

することはできない。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

11ページ
ぺ ー じ

 

 ５行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

２ 障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

 

      ↓ 

障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

や程度
ていど

等
とう

へ修 正
しゅうせい

 

≪理由
りゆう

≫ 

これまで種 別
しゅべつ

だけでなく程度
ていど

・所 得
しょとく

・家族
かぞく

構 成
こうせい

等
とう

により様 々
さまざま

な制 約
せいやく

があったことを

考
かんが

えると種 別
しゅべつ

だけの記載
きさい

では不 十 分
ふじゅうぶん

 

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

国
くに

は、障 害
しょうがい

の有無
う む

・種 別
しゅべつ

・軽 重
けいちょう

に関
かか

わらず障 害 者
しょうがいしゃ

がどの地域
ちいき

に居 住
きょじゅう

しても等
ひと

しく

安 心
あんしん

して生 活
せいかつ

することができる権利
けんり

を保 障
ほしょう

する義務
ぎ む

を有
ゆう

すること。 

≪内 容
ないよう

≫ 

「障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

、軽 重
けいちょう

、年 齢
ねんれい

、国 籍
こくせき

、入 院 中
にゅういんちゅう

、入 所 中
にゅうしょちゅう

、刑事
けいじ

施設
しせつ

、入 管
にゅうかん

施設
しせつ

とう

にいるか否
いな

かを問
と

わず」とすべき 
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国
くに

の義務
ぎ む

としてこの法
ほう

の周 知
しゅうち

徹 底
てってい

、を入
い

れるべき具体的
ぐたいてき

には市 町 村
しちょうそん

の行
おこな

うべき

申 請 書
しんせいしょ

の配布
はいふ

および分
わ

かりやすいリーフレット
り ー ふ れ っ と

の窓 口
まどぐち

に置
お

くこと、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

、病 院
びょういん

、

あるいは刑事
けいじ

施設
しせつ

等
とう

におくことを義務
ぎ む

として追加
ついか

すべき 

≪理由
りゆう

≫ 

あらゆる分野
ぶんや

の活 動
かつどう

に参加
さんか

する機会
きかい

保 障
ほしょう

のための必 要
ひつよう

な支援
しえん

は、今
いま

現 在
げんざい

入 院 中
にゅういんちゅう

であ

っても入 所 中
にゅうしょちゅう

であっても刑事
けいじ

施設
しせつ

等
とう

に拘 禁
こうきん

されていても保 障
ほしょう

されるべきであるから 

 

制度
せいど

そのものを知
し

らされていない、あるいはあってはらない内 心
ないしん

せい妨 害
ぼうがい

が多発
たはつ

してい

るので、それを防
ふせ

ぐため 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】都道府県
とどうふけん

の義務
ぎ む

 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

11ページ
ぺ ー じ

 

下
した

から９行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

・「勘 案
かんあん

して、財 政 的
ざいせいてき

調 整
ちょうせい

権 能
けんのう

を行使
こうし

すること。」→「勘 案
かんあん

すること。」 

≪理由
りゆう

≫ 

・調 整
ちょうせい

の仕組
し く

みが示
しめ

されていないので、権 能
けんのう

の理解
りかい

が図
はか

られない。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

 同
どう

 

下
した

から４行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（削 除
さくじょ

） 

・「と財 政 的
ざいせいてき

調 整
ちょうせい

機能
きのう

」を削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

に係
かかわ

る財 源
ざいげん

の調 整
ちょうせい

であれば、都道府県
とどうふけん

の義務
ぎ む

として記載
きさい

するのではな

く、国
くに

の義務
ぎ む

として記載
きさい

するべき。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

同
どう

 

下
した

から７行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（削 除
さくじょ

） 

３を削 除
さくじょ

する。 

≪理由
りゆう

≫ 
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・市 町 村
しちょうそん

の自治
じ ち

事務
じ む

に対
たい

する不服
ふふく

申 立
もうしたて

を都道府県
とどうふけん

が受
う

けるのは、法 律
ほうりつ

により例 外 的
れいがいてき

に認
みと

められること。一 般 的
いっぱんてき

な総 則
そうそく

規定
きてい

において都道府県
とどうふけん

が「必 要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じる」と

するのは、自治体間
じちたいかん

に上 下
じょうげ

関 係
かんけい

があるとの誤解
ごかい

を招
まね

き、望
のぞ

ましくない。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】２ 

≪内 容
ないよう

≫ 

２ 市 町 村
しちょうそん

の支援
しえん

施策
しさく

に対
たい

して、必 要
ひつよう

な財 政 的
ざいせいてき

補助
ほじょ

を行
おこな

うと共
とも

に、特 定
とくてい

の市 町 村
しちょうそん

に集 中
しゅうちゅう

する実 態
じったい

等
とう

があればそのことを勘 案
かんあん

して、財 政
ざいせい

調 整
ちょうせい

権 能
けんのう

を行使
こうし

すること。 

↓ 

２ 市 町 村
しちょうそん

の支援
しえん

施策
しさく

に対
たい

して、必 要
ひつよう

な財 政 的
ざいせいてき

補助
ほじょ

を行
おこな

うこと。その際
さい

、特
とく

に特 定
とくてい

の市 町 村
しちょうそん

に集 中
しゅうちゅう

する実 態
じったい

等
とう

があればそのことを勘 案
かんあん

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

都道府県
とどうふけん

から市 町 村
しちょうそん

への財 政 的
ざいせいてき

補助
ほじょ

を「財 政
ざいせい

調 整
ちょうせい

権 能
けんのう

」として課題
かだい

設 定
せってい

してしま

うと、地方
ちほう

交付税
こうふぜい

交付
こうふ

金
きん

との兼
か

ね合
あ

いで、総 務 省
そうむしょう

からの反 発
はんぱつ

に遭
あ

う恐
おそ

れがある。よっ

て、あくまで負担率
ふたんりつ

や補助
ほじょ

金
きん

として課題
かだい

設 定
せってい

すべきである。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】１行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

財 政
ざいせい

調 整
ちょうせい

権 能
けんのう

 

↓ 

財 政 的
ざいせいてき

補助
ほじょ

 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

11ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】（追加
ついか

） 

○都道府県
とどうふけん

は市 町 村
しちょうそん

事 業
じぎょう

ではカバ
か ば

ーできない部分
ぶぶん

があることを把握
はあく

し、それを都道府県
とどうふけん
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が担
にな

うべく、必 要
ひつよう

な施策
しさく

を総 合 的
そうごうてき

にかつ計 画 的
けいかくてき

に実施
じっし

する義務
ぎ む

があることを規定
きてい

すべ

きである。 

≪理由
りゆう

≫ 

 出
だ

されている規定
きてい

は、すべて市 町 村
しちょうそん

の行
おこな

う支援
しえん

施策
しさく

に関
かん

するものとなっている。 

 これでは、都道府県
とどうふけん

の役 割
やくわり

が矮
わい

小
しょう

されていることにならないか。 

 市 町 村
しちょうそん

単位
たんい

では尐 数
しょうすう

の障 害 者
しょうがいしゃ

にとって、ときには都道府県
とどうふけん

の施策
しさく

として実施
じっし

すべき

ことがある。例
たと

えば、手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

と要 約
ようやく

筆
ふで

記者
きしゃ

の都道府県
とどうふけん

派遣
はけん

事 業
じぎょう

、また養 成
ようせい

･研 修
けんしゅう

事 業
じぎょう

を必須
ひっす

事 業
じぎょう

と位置
い ち

づけて実施
じっし

して欲
ほ

しいとしている。盲
もう

ろう者向
ものむ

け通 訳
つうやく

･介 助 員
かいじょいん

の養 成
ようせい

と派遣
はけん

事 業
じぎょう

も、都道府県
とどうふけん

事 業
じぎょう

である。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

11ページ
ぺ ー じ

 

22行 目
ぎょうめ

・25行 目
ぎょうめ

・28行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

１、２、３ 

支援
しえん

施策
しさく

 

  ↓ 

施策
しさく
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】市 町 村
しちょうそん

の義務
ぎ む

 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】追加
ついか

 

≪内 容
ないよう

≫ 

３ 障 害 者
しょうがいしゃ

が自立
じりつ

した日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、必 要
ひつよう

な

自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

を支 給
しきゅう

決 定
けってい

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

２条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

１号
ごう

の規定
きてい

を残
のこ

すことを明記
めいき

すべきであ

るため。その際
さい

、「個々人
ここじん

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて」や「可能
かのう

な限
かぎ

り」などの修 飾 語
しゅうしょくご

を付
ふ

すべき

ではない。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

12ページ
ぺ ー じ

  ６行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

１ 

支援
しえん

施策
しさく

 

↓ 

施策
しさく

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

12ページ
ぺ ー じ

  ７行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

２ 

…の支援
しえん

施策
しさく

 

↓ 

に対
たい

する施策
しさく
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≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

12ページ
ぺ ー じ

  ９行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

２ 

支援
しえん

施策
しさく

 

↓ 

支援
しえん

策
さく

 

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

２ この法
ほう

の基本的
きほんてき

権利
けんり

に基
もと

づいて、障 害 児
しょうがいじ

・者
しゃ

の支援
しえん

施策
しさく

の提 供
ていきょう

に関
かん

し、必 要
ひつよう

な

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

及
およ

び適 切
てきせつ

な説 明
せつめい

を尽
つ

くし、並
なら

びに相 談
そうだん

に応
おう

じ、必 要
ひつよう

な調 査
ちょうさ

及
およ

び 

指導
しどう

を行
おこな

うと共
とも

に、そのサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

等
とう

を勘 案
かんあん

して必 要
ひつよう

な支援
しえん

施策
しさく

を提
つつみ

供
きょう

する

こと。 

≪内 容
ないよう

≫ 

最後
さいご

の文 章
ぶんしょう

は 

「サービス
さ ー び す

利用
りよう

希望書
きぼうしょ

等
とう

を勘 案
かんあん

して」と訂 正
ていせい

されるべき 

３ として、利用
りよう

申
しん

請 書
せいしょ

を役 所
やくしょ

の誰
だれ

でも入 手
にゅうしゅ

できるところにおくこと、および入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

、病 院
びょういん

、診 療 所
しんりょうじょ

に配布
はいふ

することを義務
ぎ む

とすべき 

≪理由
りゆう

≫ 

サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

がたてられるのであれば精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

ではない、計 画 的
けいかくてき

に暮
く

らせな

いからこそ精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

である 

あくまで本 人
ほんにん

のサービス
さ ー び す

利用
りよう

希望
きぼう

に基
もと

づくべき 

 

あってはならない 申 請
しんせい

拒否
きょひ

があまたあり、 申 請 書
しんせいしょ

そのものを渡
わた

さないという 申 請
しんせい

妨 害
ぼうがい

を防
ふせ

ぐため 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】基盤
きばん

整備
せいび

義務
ぎ む

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】所 管
しょかん

省 庁
しょうちょう

を横 断
おうだん

した総 合 的
そうごうてき

支援
しえん

 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】所 管
しょかん

省 庁
しょうちょう

を横 断
おうだん

した総 合 的
そうごうてき

支援
しえん

を 

≪内 容
ないよう

≫ 

（削 除
さくじょ

） 

「【表 題
ひょうだい

】所 管
しょかん

省 庁
しょうちょう

を横 断
おうだん

した総 合 的
そうごうてき

支援
しえん

」そのものを全 体
ぜんたい

削 除
さくじょ

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の支援
しえん

について、いわゆる「縦割
たてわ

り」を排
はい

する方 向 性
ほうこうせい

に異論
いろん

はない。 

しかし、複 数
ふくすう

分野
ぶんや

に関 連
かんれん

する法 律
ほうりつ

においては「この法 律
ほうりつ

は、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭 和
しょうわ

四 十 五 年
よんじゅうごねん

法 律
ほうりつ

第 八 十 四 号
だいはちじゅうよんごう

）の基本的
きほんてき

理念
りねん

にのっとり、身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（昭 和
しょうわ

二 十 四 年
にじゅうよんねん

法 律
ほうりつ

第 二 百 八 十 三 号
だいにひゃくはちじゅうさんごう

）、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（昭 和
しょうわ

三 十 五 年
さんじゅうごねん

法 律
ほうりつ

第 三 十 七 号
だいさんじゅうしちごう

）、精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

（ 昭 和
しょうわ

二十五年
にじゅうごねん

法 律
ほうりつ

第 百 二 十 三 号
だいひゃくにじゅうさんごう

）、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

（昭 和
しょうわ

二十二年
にじゅうにねん

法 律
ほうりつ

第 百 六 十 四 号
だいひゃくろくじゅうよんごう

）その他
た

障 害 者
しょうがいしゃ

及
およ

び障 害 児
しょうがいじ

の福祉
ふくし

に関
かん

する法 律
ほうりつ

と相
あい

まって……」（障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

１

条
じょう

より）など、所 管
しょかん

省 庁
しょうちょう

を横 断
おうだん

した総 合 的
そうごうてき

支援
しえん

を想
そう

起
き

させる規定
きてい

が置
お

かれることか

ら、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

においてのみ特 別
とくべつ

にこのような規定
きてい

を置
お

く積 極 的
せっきょくてき

な理由
りゆう

に

乏
とぼ

しいと考
かんが

える。 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】国 民
こくみん

の責務
せきむ

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

13ページ
ぺ ー じ

 

22行
ぎょう

～23行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正 後
しゅうせいご

） 

介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５歳
さい

、一部
いちぶ

４０歳
さい

）になった後
あと

は介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

とするが、

行動援護
こうどうえんご

など介護保険
かいごほけん

に相 当
そうとう

するサ
さ

ービス
び す

がないものや介護
かいご

保険
ほけん

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

では

支 給 量
しきゅうりょう

が十 分
じゅうぶん

でないものなどについては障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

を利用
りよう

できる

よう、国庫
こっこ

補助
ほじょ

基本
きほん

額
がく

の廃止
はいし

を含
ふく

めて仕組
し く

みを確 立
かくりつ

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

は高 齢 者
こうれいしゃ

を国 民
こくみん

みんなで支
ささ

える仕組
し く

みであり、現 行
げんこう

の社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

制度
せいど

においては、介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

の原 則
げんそく

は今後
こんご

も必 要
ひつよう

。 

また、本 法
ほんほう

の障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

から言
い

えば、障 害
しょうがい

の発 生
はっせい

年 齢
ねんれい

により６５歳
さい

以 上
いじょう

の給 付
きゅうふ

の内 容
ないよう

や負担
ふたん

額
がく

が異
こと

なるのは不合理
ふごうり

であり、障 害
しょうがい

を持
も

つ高 齢 者
こうれいしゃ

の誰
だれ

もが、平 等
びょうどう

に

給 付
きゅうふ

が受
う

けられる仕組
し く

みとすべき。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について 

 介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５歳
さい

、一部
いちぶ

４０歳
さい

）になった後
あと

は、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の

サービス
さ ー び す

と介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を選 択
せんたく

・併 用
へいよう

できるようにする。 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５歳
さい

、一部
いちぶ

４０歳
さい

）になった後
あと

は、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の

サービス
さ ー び す

と介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を選 択
せんたく

・併 用
へいよう

できるようにする。 

↓ 

介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５歳
さい

、一部
いちぶ

４０歳
さい

）の者
もの

については、介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を優
ゆう
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先 適 用
さきてきよう

し、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応
おう

じた支援
しえん

（サービス
さ ー び す

の種 類
しゅるい

と支 給 量
しきゅうりょう

）については障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

を利用
りよう

可能
かのう

とする。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）が介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

を前 提
ぜんてい

としない制度
せいど

を目指
め ざ

す方 向
ほうこう

で議論
ぎろん

が進
すす

んできたことは理解
りかい

するが、現
げん

に介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

が存 在
そんざい

する以 上
いじょう

、同制度
どうせいど

との連 携
れんけい

や整 合 性
せいごうせい

に留 意
りゅうい

し、法 律
ほうりつ

体 系
たいけい

の中
なか

で位置
い ち

づける必 要
ひつよう

がある。 

実 質 的
じっしつてき

に要介護
ようかいご

状 態
じょうたい

にある人
ひと

は、社 会
しゃかい

モデル
も で る

の観 点
かんてん

で見
み

ればすべて「障 害
しょうがい

」の状 態
じょうたい

であり、仮
かり

に今 回
こんかい

提 案
ていあん

されたとおりの制度
せいど

となるならば、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

などの比較
ひかく

から

介護
かいご

保険
ほけん

利用者
りようしゃ

のほとんどが総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の利用
りよう

を希望
きぼう

することは明 白
めいはく

である。 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び 65歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

 

13ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】の 2行 目
ぎょうめ

○の 2つ目
め

 介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

となった後
あと

は、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

と介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を選 択
せんたく

・併 用
へいよう

できるようにする 

≪内 容
ないよう

≫ 

 この表 題
ひょうだい

については担 当 室
たんとうしつ

からのコメント
こ め ん と

にもあるようにⅢの部分
ぶぶん

で書
か

けばよいと

思
おも

う。 

 この結 論
けつろん

は実 際
じっさい

選 択
せんたく

というものの、介護
かいご

保険
ほけん

にしかないサービス
さ ー び す

を除
のぞ

けば無 料
むりょう

であ

る障 害 者
しょうがいしゃ

のサービス
さ ー び す

が活 用
かつよう

されることになるであろう。また説 明
せつめい

にも書
か

かれているよ

うに 65歳
さい

以 上
いじょう

で要介護
ようかいご

状 態
じょうたい

になった高 齢 者
こうれいしゃ

にも 平 等
びょうどう

な選 択 権
せんたくけん

が保 障
ほしょう

されるべ

きであるとの意見
いけん

も見
み

られたとある。これらの人
ひと

にも選 択 権
せんたくけん

が与
あた

えられれば同 様
どうよう

に

介護
かいご

保険
ほけん

にしかないサービス
さ ー び す

以外
いがい

は障 害 者
しょうがいしゃ

のサービス
さ ー び す

を活 用
かつよう

することになるだろう。確
たし

かに生 活
せいかつ

の継 続 性
けいぞくせい

の確保
かくほ

は大 切
たいせつ

なことであり、65歳 前
さいまえ

からの障 害 者
しょうがいしゃ

に限 定
げんてい

すると

ならば、障 害 者
しょうがいしゃ

で高 齢 者
こうれいしゃ

になった者
もの

と高 齢 者
こうれいしゃ

で障 害 者
しょうがいしゃ

になった者
もの

とでは明
あき

らかに

不公平
ふこうへい

が存
そん

することになる。さりとて全
すべ

て同 様
どうよう

の扱
あつか

いとすれば、介護
かいご

保険
ほけん

の利用
りよう

は

大 幅
おおはば

に減 尐
げんしょう

してしまう。 

 はたしてここでの結 論
けつろん

のままでよいのだろうか。 
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【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１３ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

変 更
へんこう

 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は介護
かいご

保険法
ほけんほう

に組
く

み込
こ

まれるのではなく、共 存
きょうぞん

していくことをから

の決 別
けつべつ

を基本的
きほんてき

な視点
してん

とする。 

≪理由
りゆう

≫ 

最 初
さいしょ

に、「障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は介護
かいご

保険
ほけん

からの決 別
けつべつ

を基本的
きほんてき

な視点
してん

とする。」としな

がら、次項
じこう

以降
いこう

においては介護
かいご

保険
ほけん

の良
よ

いところは利用
りよう

できるようにするという良
りょう

いとこ

取
と

りの結 論
けつろん

になっている。どちらを生
い

かすのかは議論
ぎろん

の必 要
ひつよう

があるが、実利
じつり

を考
かんが

えた

場合
ばあい

の修 正
しゅうせい

とした。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

13ページ
ぺ ー じ

 23行
ぎょう

～30行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（担 当 室
たんとうしつ

からのコメント
こ め ん と

）に、このところに入
い

れるのは如何
いかが

なものかとありますが、

高齢化
こうれいか

社 会
しゃかい

に向
む

けて、非 常
ひじょう

に重 要
じゅうよう

なことなので、この部分
ぶぶん

は、しっかりと位置付
い ち づ

ける

べきだと考
かんが

えます。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

が 65歳
さい

以 上
いじょう

になって、介護
かいご

保険
ほけん

が優
ゆう

先 適 用
さきてきよう

されたら、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

に

再
ふたた

び応
おう

益
えき

負担
ふたん

が課
か

されるという矛 盾
むじゅん

が生
しょう

じるのです。他 法
ほかほう

との関 係
かんけい

ではありますが、

重 要
じゅうよう

な柱
はしら

です。 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

13ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

介護
かいご

保険
ほけん

からの「決 別
けつべつ

」ではなく、「介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との統 合
とうごう

との決 別
けつべつ

」という表 現
ひょうげん

に
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修 正
しゅうせい

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

素案
そあん

では、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

が介護
かいご

保険
ほけん

と同
おな

じような仕組
し く

みであったことを問 題
もんだい

視
し

し、「介護
かいご

保険
ほけん

との決 別
けつべつ

」と表 現
ひょうげん

を用
もち

いていると思
おも

われるが、これは、より正 確
せいかく

には、

「介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との統 合
とうごう

との決 別
けつべつ

」を意味
い み

していると思
おも

われる。他
ほか

のところでは、介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

の選 択
せんたく

・併 用
へいよう

をできるようにする」としているので、「介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との

統 合
とうごう

との決 別
けつべつ

」の方
かた

が適 切
てきせつ

ではないかと思
おも

われる。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

14ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「第
だい

３に、現 行
げんこう

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の下
した

では～」の最後
さいご

の例示
れいじ

部分
ぶぶん

に関
かん

して、原 則
げんそく

と運 用
うんよう

実 態
じったい

の違
ちが

いがあるので確 認
かくにん

が必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

介護
かいご

保険
ほけん

の適 用
てきよう

除 外
じょがい

とされる施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

が、例
たと

えば特 別
とくべつ

養護
ようご

老 人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

への

入 所
にゅうしょ

を希望
きぼう

する場合
ばあい

、要介護
ようかいご

認 定
にんてい

を受
う

けている現 状
げんじょう

がある。退 所
たいしょ

を予定
よてい

する場合
ばあい

には、

要介護
ようかいご

認 定
にんてい

が受
う

けられるよう運 用
うんよう

されている実 態
じったい

の把握
はあく

を行
おこな

うべきである。 

（制 度 上
せいどじょう

、介護
かいご

保険
ほけん

の適 用
てきよう

除 外
じょがい

施設
しせつ

に入 所
にゅうしょ

する者
もの

であっても、３ヶ月
かげつ

以内
いない

に退 所
たいしょ

す

る予定
よてい

であれば、当 該
とうがい

適 用
てきよう

除 外
じょがい

施設
しせつ

所在地
しょざいち

の市 町 村
しちょうそん

（保険者
ほけんしゃ

）による要介護
ようかいご

認 定
にんてい

を受
う

けることが出来
で き

ること、とされている） 

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は介護
かいご

保険
ほけん

からの決 別
けつべつ

を基本的
きほんてき

な視点
してん

とする。 

○ 介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５歳
さい

、一部
いちぶ

４０歳
さい

）になった後
あと

は、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

と介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を選 択
せんたく

・併 用
へいよう

できるようにする。 

○ 介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

の障 害 者
しょうがいしゃ

の国庫
こっこ

負担基
ふたんもと

準 額
じゅんがく

を下
さ

げる現 行
げんこう

制度
せいど

を廃止
はいし

する。 

○ 現 行
げんこう

の施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

＋生 活
せいかつ

介護
かいご

の利用者
りようしゃ

が希望
きぼう

する場合
ばあい

には、地域
ちいき

移行
いこう

等
とう

に際
さい

しての介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

を選 択
せんたく

・併 用
へいよう

できるようにする。 
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≪内 容
ないよう

≫ 

年 齢
ねんれい

にかかわりなく、かつ入 所 中
にゅうしょちゅう

であれ、入 院 中
にゅういんちゅう

であれ、この法
ほう

の対 象
たいしょう

となるとい

う規定
きてい

があれば、むしろ介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

については、単
たん

に、本 人
ほんにん

の選 択
せんたく

による旨
むね

を

明記
めいき

しておくことでいいのではないかと考
かんが

える 

≪理由
りゆう

≫ 

法
ほう

の目 的
もくてき

を￥を実体化
じったいか

するための項 目
こうもく

をどこかに書
か

くべきだが、目 的
もくてき

条 項
じょうこう

に沿
そ

って

た方
ほう

との関 係
かんけい

で選 択 権
せんたくけん

を明記
めいき

しておけばいいと考
かんが

える 
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Ⅱ 新 法
しんぽう

制 定
せいてい

と実 現
じつげん

への道 程
どうてい

 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

以下
い か

の何
いず

れかの項 目
こうもく

か、右
みぎ

の内 容
ないよう

を整 合 性
せいごうせい

のとれる適 切
てきせつ

な個所
かしょ

に挿 入
そうにゅう

、又
また

は項 目
こうもく

を新
あら

たに設
もう

ける 

（1）はじめに…１ページ
ぺ ー じ

～ 

■4総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

の背 景
はいけい

と経過
けいか

 

（2）新 法
しんぽう

制 定
せいてい

と実 現
じつげん

への道 程
どうてい

…15ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

以下
い か

の内 容
ないよう

を、整 合 性
せいごうせい

がとれる適 切
てきせつ

な個所
かしょ

に挿 入
そうにゅう

する 

4. 難 病
なんびょう

の概 念
がいねん

や施策
しさく

のあり方
かた

などは、新
あら

たな審議会
しんぎかい

または検 討 会
けんとうかい

を発 足
ほっそく

させて、

本 法
ほんほう

の理念
りねん

にもとづく具体的
ぐたいてき

な結 論
けつろん

をでききるだけ早
はや

く得
え

るようにする 

5. 不公平
ふこうへい

・不 平 等
ふびょうどう

が障 害 間
しょうがいかん

でも拡 大
かくだい

している現 状
げんじょう

を尐
すこ

しでも改 善
かいぜん

するために、前
ぜん

１項
こう

の審議
しんぎ

・検 討
けんとう

を経
た

て新
あら

たな施策
しさく

に移行
いこう

するまでの期間
きかん

、特
とく

に難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の

医療費
いりょうひ

当事者
とうじしゃ

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

、その財 政
ざいせい

措置
そ ち

など本 総 合
ほんそうごう

福祉
ふくし

法 制
ほうせい

定時
ていじ

に応 急 的
おうきゅうてき

施策
しさく

を行
おこな

う。 

6. 新 法
しんぽう

への移行
いこう

には、一 定
いってい

の時間
じかん

が必 要
ひつよう

であり、前
まえ

２項
こう

と同 様
どうよう

に、移行
いこう

期間
きかん

中
なか

で

も緊 急
きんきゅう

に解 決
かいけつ

を求
もと

められている問 題
もんだい

については臨時的
りんじてき

緊 急 的
きんきゅうてき

な施策
しさく

を行
おこな

う 

≪理由
りゆう

≫ 

私
わたし

たちは、本部会
ほんぶかい

の初
はじ

めから、「難 病
なんびょう

等
とう

」について、集 中
しゅうちゅう

審議
しんぎ

やヒヤリング
ひ や り ん ぐ

、難 病
なんびょう

当事者
とうじしゃ

の委員
いいん

の増 員
ぞういん

など提起
ていき

してきましたが、基本的
きほんてき

には実 現
じつげん

しませんでした。経過
けいか

の变 述
じょじゅつ

な

どに、以下
い か

の内 容
ないよう

を挿 入
そうにゅう

するなど適 切
てきせつ

な扱
あつか

いをされるようしてください。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

見直
みなお

し条 項
じょうこう

 

15ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

制定後
せいていご

、3年
ねん

ごとの見直
みなお

しを行
おこな

う…を挿 入
そうにゅう

 

≪理由
りゆう

≫ 

戦後
せんご

初
はじ

めての大規模
だいきぼ

な福祉
ふくし

法 制
ほうせい

の検 討
けんとう

が行
おこな

われ、重 要
じゅうよう

な前 進 的
ぜんしんてき

方向付
ほうこうづ

けや規定
きてい

を
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行
おこな

ったが、同時
どうじ

に不 十 分
ふじゅうぶん

な検 討
けんとう

に終
お

わった課題
かだい

や分野
ぶんや

もあった。社 会
しゃかい

が初
はじ

めて取
と

り組
く

む課題
かだい

も尐
すく

なくない。障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

も 3年後
ねんご

見直
みなお

し規定
きてい

を附則
ふそく

で規定
きてい

した。 
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Ⅱ－1．旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について 

【表 題
ひょうだい

】旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

15ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

新
あら

たに「新 法
しんぽう

から総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の体 系
たいけい

への移行
いこう

について」の表 題
ひょうだい

を追加
ついか

し、移行
いこう

にあ

たっては、利用者
りようしゃ

、家族
かぞく

、事
こと

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

に過度
か ど

な負担
ふたん

がかからないように十 分
じゅうぶん

に移行
いこう

期間
きかん

を

設
もう

けることを追加
ついか

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

この数 年 間
すうねんかん

、度 重
たびかさ

なる制度
せいど

改 正
かいせい

により、利用者
りようしゃ

、家族
かぞく

、事
こと

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

には過度
か ど

な負担
ふたん

が

かかっている。サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

の不安
ふあん

と、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の現場
げんば

において混 乱
こんらん

が生
しょう

じない

ように、また、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
きばん

（サービス
さ ー び す

・人 材
じんざい

養 成
ようせい

など）の未 充 足
みじゅうそく

な現 状
げんじょう

を直 視
ちょくし

して、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の体 系
たいけい

への移行
いこう

については、十 分
じゅうぶん

な経過
けいか

措置
そ ち

期間
きかん

を

設
もう

けるべきである。 
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Ⅱ－２．障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

と基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

【表 題
ひょうだい

】①障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

を補完
ほかん

する基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

 6ページ
ぺ ー じ

 

５行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

） 

「基金
ききん

事 業
じぎょう

として実施
じっし

する。」 

→「新
あら

たに基金
ききん

を創 設
そうせつ

し、基金
ききん

事 業
じぎょう

として実施
じっし

する。」 

≪理由
りゆう

≫ 

 現 行
げんこう

の基金
ききん

条 例
じょうれい

は、自立
じりつ

支援法
しえんほう

の円 滑
えんかつ

施行
しこう

を設置
せっち

目 的
もくてき

とし、有期
ゆうき

となっている

自治体
じちたい

も多
おお

く、説 明
せつめい

にある永 続 的
えいぞくてき

に必 要
ひつよう

な事 業
じぎょう

に馴染
な じ

まないので、新
あら

たに基金
ききん

を

設置
せっち

すべき。 
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Ⅱ－２．障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

と基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

【表 題
ひょうだい

】②障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の体 系
たいけい

への移行
いこう

を支援
しえん

するための基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課題
かだい

の整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】①利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

18ページ
ぺ ー じ

 

８行 目
ぎょうめ

～９行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

合 算
がっさん

する利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の中
なか

に日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

用具
ようぐ

サービス
さ ー び す

を加
くわ

える必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

第
だい

16回
かい

部会
ぶかい

で提 案
ていあん

された骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

において、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

用具
ようぐ

サービス
さ ー び す

は舗
ほ

装具
そうぐ

と同 様
どうよう

に個別
こべつ

給 付
きゅうふ

とすることが結 論
けつろん

づけられている。 

日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

用具
ようぐ

サービス
さ ー び す

を舗
ほ

装具
そうぐ

とは別
べつ

に位置
い ち

づけるのであれば、合 算
がっさん

する利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の中
なか

に加
くわ

える必 要
ひつよう

がある。 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課題
かだい

の整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】②地域
ちいき

での自立
じりつ

した暮
く

らしのための支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

 8ページ
ぺ ー じ

  

下
した

から 12行
ぎょう

及
およ

び 13行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

・「地域
ちいき

格差
かくさ

の解 消
かいしょう

に為
ため

に」 

 →「地域
ちいき

格差
かくさ

の解 消
かいしょう

の為
ため

に」 

「移送
いそう

支援
しえん

」→「移動
いどう

支援
しえん

」 

≪理由
りゆう

≫ 

 誤 植
ごしょく

と思
おも

われる。 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課題
かだい

の整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】③報 酬
ほうしゅう

構 造
こうぞう

の見直
みなお

し、加算
かさん

の整理
せいり

と報 酬
ほうしゅう

改 訂
かいてい

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課題
かだい

の整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】④介護
かいご

職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

に関
かん

して 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

19ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「介護
かいご

職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

」の 表 記
ひょうき

を「福祉
ふくし

・介護
かいご

人 材
じんざい

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

事 業
じぎょう

助 成 金
じょせいきん

」と修 正
しゅうせい

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

「介護
かいご

職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

」は介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

における名 称
めいしょう

であるため。 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課題
かだい

の整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】⑤通 所
つうじょ

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

の交付
こうふ

金
きん

に関
かん

して 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】１行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

を利用
りよう

するには送 迎
そうげい

は必 要
ひつよう

である。… 

↓ 

日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

を利用
りよう

するうえで送 迎
そうげい

は必 要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

である。… 

≪理由
りゆう

≫ 

権利
けんり

条 約
じょうやく

を意識
いしき

した書
か

きぶりにするため。 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課題
かだい

の整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】⑥総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の策 定
さくてい

及
およ

び実施
じっし

のための調 査
ちょうさ

等
とう

について 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

19～20ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「当事者向
とうじしゃむ

けのわかりやすい資 料
しりょう

」の作 成
さくせい

は、きわめて重 要
じゅうよう

。調 査
ちょうさ

等
とう

の項 目
こうもく

からは

独 立
どくりつ

させて広 報
こうほう

啓 発
けいはつ

等
とう

の項 目
こうもく

を設
もう

けて記 述
きじゅつ

するべき。 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の廃止
はいし

（追加
ついか

） 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】障 害
しょうがい

に伴
ともな

う必 要
ひつよう

な支援
しえん

を無 料
むりょう

とするのは１０年
ねん

かけて最 終
さいしゅう

のゴール
ご ー る

とすべ

きである。 

≪理由
りゆう

≫ 

即時
そくじ

の無 料
むりょう

措置
そ ち

は国 会
こっかい

予算
よさん

の状 況
じょうきょう

から現 実 的
げんじつてき

ではなく、サービス
さ ー び す

の低下
ていか

を招
まね

きかね

ない。１０年
ねん

かけて段 階 的
だんかいてき

に廃止
はいし

とすべきである。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】福祉
ふくし

従 事 者
じゅうじしゃ

の賃 金
ちんぎん

における基本的
きほんてき

方 針
ほうしん

と水 準
すいじゅん

（追加
ついか

） 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】今
こん

後
ご

１０年
ねん

をかけて国家
こっか

公務員
こうむいん

の「福祉
ふくし

職
しょく

俸 給 表
ほうきゅうひょう

」と同 等
どうとう

の年 収
ねんしゅう

水 準
すいじゅん

の確保
かくほ

を目指
め ざ

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 行
げんこう

の水 準
すいじゅん

を「 俸 給 表
ほうきゅうひょう

」水 準
すいじゅん

にまで引
ひ

き上
あ

げるには、国家
こっか

予算
よさん

の状 況
じょうきょう

から１０年
ねん

をかけ段 階 的
だんかいてき

に行
おこな

うべきである。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅱ－3 新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

 …18ページ
ぺ ー じ

～ 

 又
また

は、Ⅲ 関 連
かんれん

する他
ほか

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

  Ⅲ－1 医 療
いりょう

…25ページ
ぺ ー じ

～関 連
かんれん

 

上 記
じょうき

項 目
こうもく

の適 当
てきとう

な個所
かしょ

に整 合 性
せいごうせい

を考 慮
こうりょ

して下記
か き

の（1）（2）の内 容
ないよう

を挿 入
そうにゅう

・補足
ほそく

する 

（1）難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

への医療費
いりょうひ

等
とう

の緊 急 的
きんきゅうてき

措置
そ ち

 

（2）難 病
なんびょう

等
とう

総 合
そうごう

施策
しさく

ための審議会
しんぎかい
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≪内 容
ないよう

≫ 

次
つぎ

の内 容
ないよう

について挿 入
そうにゅう

または項 目
こうもく

を立
た

てる 

（1）難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

への医療費
いりょうひ

等
とう

の緊 急 的
きんきゅうてき

措置
そ ち

 

難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の医療費
いりょうひ

の公 的
こうてき

支援
しえん

については、設置
せっち

される審
しん

議会
ぎかい

での結 論
けつろん

が出
で

るまで、

緊 急 的
きんきゅうてき

な措置
そ ち

として次
つぎ

の施策
しさく

を行
おこな

う。 

1.特 定
とくてい

疾 患
しっかん

の指定
してい

を現 在
げんざい

厚 労 省
こうろうしょう

が研 究
けんきゅう

している疾 患
しっかん

すべてに拡 大
かくだい

する 

2.上 記
じょうき

以外
いがい

の疾 患
しっかん

で特 別
とくべつ

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする疾 患
しっかん

の特 定
とくてい

疾 患
しっかん

指定
してい

を行
おこな

う 

3.小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

のキャリーオーバ
き ゃ り ー お ー ば

ー問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

 

4.高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

限度
げんど

額
がく

の大 幅
おおはば

切
き

り下
さ

げ 

5.上 記
じょうき

施策
しさく

については、従 来
じゅうらい

の制度
せいど

・財 源
ざいげん

にとらわれない臨時的
りんじてき

な緊
みしと

急 特 別
きゅうとくべつ

措置
そ ち

を

行
おこな

う 

 

（2）難 病
なんびょう

等
とう

総 合
そうごう

施策
しさく

ための審議会
しんぎかい

 

難 病
なんびょう

等
とう

の総 合 的
そうごうてき

施策
しさく

のための審
しん

議会
ぎかい

を設置
せっち

する。 

本 審
ほんしん

議会
ぎかい

は、新 障 害 者
しんしょうがいしゃ

基本法
きほんほう

、新 総 合
しんそうごう

福祉法
ふくしほう

の理念
りねん

や目 標
もくひょう

に沿
そ

って、難 病
なんびょう

等
とう

に

ついて「難 病
なんびょう

の概 念
がいねん

」、その総 合 的
そうごうてき

福祉
ふくし

施策
しさく

のあり方
かた

、医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の混 在
こんざい

する独自
どくじ

の

体 系 的
たいけいてき

領 域
りょういき

の構 築
こうちく

を含
ふく

めて、集 中 的
しゅうちゅうてき

に検 討
けんとう

し、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

制 定
せいてい

後
ご

3年
ねん

以内
いない

を

目途
め ど

にできるだけ早
はや

い時期
じ き

に結 論
けつろん

を得
え

るようにする。 

本 審
ほんしん

議会
ぎかい

は、難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

を推 進
すいしん

し担
にな

ってきた専門家
せんもんか

と関 係
かんけい

行 政
ぎょうせい

機関
きかん

、障 害 者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

の福祉
ふくし

専門家
せんもんか

、当事者
とうじしゃ

などの参 画
さんかく

を得
え

て構 成
こうせい

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

難 病
なんびょう

等
とう

をはじめ医 療
いりょう

依存度
いぞんど

の高
たか

い障 害 者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

のフィールド
ふ ぃ ー る ど

での本 格 的
ほんかくてき

検 討
けんとう

は、

この数 十 年 来
すうじゅっねんらい

、今 回
こんかい

の推
すい

進
すすむ

会議
かいぎ

や福祉
ふくし

部会
ぶかい

での審議
しんぎ

が初
はじ

めてであった。「難 病
なんびょう

」につ

いては難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

によって、制度的
せいどてき

に自立
じりつ

した領 域
りょういき

ができ、事 実 上
じじつじょう

「福祉
ふくし

」施策
しさく

から疎外
そがい

されてきた経過
けいか

もあり、特
とく

に医 療
いりょう

と福祉
ふくし

が混 在
こんざい

する領 域
りょういき

には、大
おお

きな制度的
せいどてき

な「谷間
たにま

」が存 在
そんざい

している。 

難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の制度
せいど

の「谷間
たにま

」は、医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の混 在
こんざい

する領 域
りょういき

に多
おお

くあり、独自
どくじ

の

体 系 的
たいけいてき

な課題
かだい

を抱
かか

えているが、欧 米
おうべい

に比
くら

べて日本
にほん

では、この「独自
どくじ

の体 系
たいけい

と施策
しさく

」は

あまり注 目
ちゅうもく

されていない。 

稀 尐
きしょう

難 病
なんびょう

は 5,000～7,000ある（厚 労 省
こうろうしょう

）と言
い

われているが、医 療 面
いりょうめん

で公 的
こうてき

な支援
しえん

を

受
う

けているのは特 定
とくてい

疾 患
しっかん

の 56疾 患
しっかん

のみであり、手 帳
てちょう

をもっている一部
いちぶ

の障 害 者
しょうがいしゃ

であ
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る。多
おお

くの患 者
かんじゃ

（調 査
ちょうさ

がされていない）は、一 般
いっぱん

の 3割
わり

負担
ふたん

（高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

制度
せいど

はあ

るが）、保険外
ほけんがい

診 療
しんりょう

などによる高 額
こうがく

の医療費
いりょうひ

を生 涯
しょうがい

払
はら

い続
つづ

けなければならない状 況
じょうきょう

に置
おき

かれている。 

一 般
いっぱん

の社 会 人
しゃかいじん

と比
くら

べて、また既存
きそん

の「障 害 者
しょうがいしゃ

」や特 定
とくてい

疾 患
しっかん

に比
くら

べてみても不公平
ふこうへい

と不 平 等
ふびょうどう

は著
いちじる

しく拡 大
かくだい

し、差別
さべつ

が公 認
こうにん

されているといっても過言
かごん

ではない。 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

がこのような事態
じたい

を放置
ほうち

することは、法
ほう

の掲
かか

げる目
め

理念
りねん

・目 標
もくひょう

、「谷間
たにま

の

解 決
かいけつ

」を画餅
がべい

に帰
かえ

すことになる。 

歴史的
れきしてき

経過
けいか

から複 雑
ふくざつ

な制度的
せいどてき

課題
かだい

を抱
かか

えているし、それらに関
かか

わる人 材
じんざい

や組織
そしき

は

複 雑
ふくざつ

に絡
から

み合
あ

っている。これらを整理
せいり

して障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

・総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の理念
りねん

や目 標
もくひょう

、

枠組
わくぐ

みに入
い

れるには一 定
いってい

時間
じかん

の専 門 的
せんもんてき

検 討
けんとう

を必 要
ひつよう

としている。審
しん

議会
ぎかい

設置
せっち

が必 要
ひつよう

と

いう根 拠
こんきょ

である。しかし、その間
あいだ

にも埋
う

めなければならない「谷間
たにま

」や差別
さべつ

の解 消
かいしょう

は切 迫
せっぱく

しており、これを臨時的
りんじてき

にしても財 政 的
ざいせいてき

措置
そ ち

を含
ふく

めて緊
きん

急
きゅう

に解
かい

決
けっ

すべきである。

応 急 的
おうきゅうてき

な施策
しさく

を必 要
ひつよう

とする理由
りゆう

である。 

 



- 46 - 

 

Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】 

21ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（意見
いけん

） 

・必 要
ひつよう

な国 内
こくない

事業費
じぎょうひ

の算
さん

出
しゅつ

を明示
めいじ

する必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

 裏付
うらづ

けされたスローガン
す ろ ー が ん

でないと、単
たん

に要 求
ようきゅう

しているだけと誤解
ごかい

される可能性
かのうせい

がある

ため。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

障 害 者
しょうがいしゃ

への現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

の水 準
すいじゅん

を OECDの平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に引
ひ

き上
あ

げる。 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【結 論
けつろん

】 

○障 害 者
しょうがいしゃ

への現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

の水 準
すいじゅん

を OECDの平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に引
ひ

き上
あ

げる。 

↓ 

Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

 

【結 論
けつろん

】 

○障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

が必 要
ひつよう

である。 

○なお、予算
よさん

の引
ひ

き上
あ

げに際
さい

しては、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の施行
しこう

に伴
ともな

うサービス
さ ー び す

利用
りよう

対 象 者
たいしょうしゃ

の増加
ぞうか

状 況
じょうきょう

も踏
ふ

まえ、目 標
もくひょう

達 成
たっせい

年次
ねんじ

を定
さだ

めて漸次的に
ぜんじてき 

推 進
すいしん

する。 
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（追加
ついか

） 

【説 明
せつめい

】 

（以下
い か

の文 章
ぶんしょう

を付
つ

け加
くわ

える。） 

我
わ

が国
くに

は世界的
せかいてき

にも突 出
とっしゅつ

した財 政
ざいせい

赤字
あかじ

を抱
かか

え、世界
せかい

でも類
たぐい

を見
み

ない尐 子
しょうし

高齢化
こうれいか

社 会
しゃかい

を迎
むか

えている。当 然
とうぜん

、それを支
ささ

える年 金
ねんきん

、医 療
いりょう

、福祉
ふくし

などの社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

制度
せいど

の

あり方
かた

とその財 源
ざいげん

確保
かくほ

は、我
わ

が国
く

にとって大
おお

きな課題
かだい

となっている。障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に係
かかわ

る

制度
せいど

並
なら

びに予算
よさん

の問 題
もんだい

は、これらと切
き

り離
はな

して検 討
けんとう

することは困 難
こんなん

である。 

したがって、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

への予算
よさん

配 分
はいぶん

の強 化
きょうか

については、国 民
こくみん

の理解
りかい

を得
え

る取
と

り組
く

みが重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。特
とく

に、現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

における質 的
しつてき

充 実
じゅうじつ

に係
かかわ

る大 幅
おおはば

な予算
よさん

の増 額
ぞうがく

を求
もと

める場合
ばあい

は、医 療
いりょう

や年 金
ねんきん

、福祉
ふくし

等
とう

を含
ふく

めた社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 般
ぜんぱん

との関 連
かんれん

の

なかでの取組
とりく

みによって、漸 進 的
ぜんしんてき

に進
すす

めていくことが適 当
てきとう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

我
わ

が国
くに

の障 害 者
しょうがいしゃ

関 係
かんけい

の公 的
こうてき

支 出
ししゅつ

（対
たい

GDP比
ひ

）が OECD諸 国
しょこく

に比
くら

べ低
ひく

い傾 向
けいこう

である

ことは確
たし

かであろうが、これだけをもって我
わ

が国
くに

の障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

関 係
かんけい

の予算
よさん

の大 幅
おおはば

な

拡 大
かくだい

を求
もと

めることには無理
む り

があると考
かんが

える。 

 また、「障 害 者
しょうがいしゃ

への現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

の水 準
すいじゅん

引
ひ

き上
あ

げ」という、利用者
りようしゃ

個々
こ こ

への支 給 量
しきゅうりょう

の

拡
かく

大
だい

のみを強 調
きょうちょう

することは妥当
だとう

とは思
おも

われない。まず、我
わ

が国
く

における障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

関 係
かんけい

予算
よさん

が低 水 準
ていすいじゅん

である背 景
はいけい

として、障 害 者 率
しょうがいしゃりつ

が OECD諸 国
しょこく

（平 均
へいきん

14％）に比
くら

べ

て、4.4％と目立
め だ

って尐
すく

ないということに注 目
ちゅうもく

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。つまり、障 害
しょうがい

の定義
ていぎ

が OECD諸 国
しょこく

に比
くら

べ狭
せま

く限 定
げんてい

されたものになっており、言
い

い換
か

えれば、支援
しえん

が

必 要
ひつよう

な「障 害 者
しょうがいしゃ

」に対
たい

して、その支援
しえん

が行
おこな

われていないという見方
みかた

もできるからであ

る。つまり、それら障 害 者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

の拡 大
かくだい

が先
ま

ず重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。 

また、【説 明
せつめい

】において、我
わ

が国
くに

の財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

等
とう

と現 実 的
げんじつてき

な対 応
たいおう

について全
まった

く触
ふ

れ

ないことは、説 得 力
せっとくりょく

を欠
か

く。なお、例
れい

として OECD諸 国
しょこく

との比較
ひかく

について言 及
げんきゅう

すること

は差
さ

し支
つか

えないと考
かんが

える。 

なお、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

への基本的
きほんてき

な視点
してん

として以下
い か

のとおり付言
ふげん

する。 

○社会的意義
い ぎ

や経 済 的
けいざいてき

効果
こうか

の視点
してん

からは、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を含
ふく

めた社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

の推 進
すいしん

が、

安 心
あんしん

できる生 活
せいかつ

基盤
きばん

を確保
かくほ

することにより、安 定
あんてい

した社 会
しゃかい

や経 済
けいざい

を形 成
けいせい

するととも

に、それらに関 係
かんけい

する新
あら

たな産 業
さんぎょう

と雇用
こよう

の創 出
そうしゅつ

という効果
こうか

も期待
きたい

できる。 

○障 害 者
しょうがいしゃ

関 係
かんけい

の公 的
こうてき

支 出
ししゅつ

（対
たい

GDP比
ひ

）が上 位
じょうい

の国
くに

においては、「障 害 者
しょうがいしゃ

」を特 別
とくべつ

なものとして、その障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の費用
ひよう

をネガティブ
ね が て ぃ ぶ

な社 会 的
しゃかいてき

コスト
こ す と

として考
かんが

えるので
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はなく、「 障 害 者
しょうがいしゃ

」は 社 会
しゃかい

を 構 成
こうせい

する市民
しみん

として位置
い ち

づけ、その 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

は

ポジティブ
ぽ じ て ぃ ぶ

な費用対
ひようつい

効果
こうか

を期待
きたい

するものとなっているのではないかと考
かんが

える。それは、

障 害 者
しょうがいしゃ

が救 貧
きゅうひん

や保護
ほ ご

の対 象
たいしょう

ではなく、市民
しみん

としての消 費 者
しょうひしゃ

さらには納 税 者
のうぜいしゃ

となっ

て、経 済
けいざい

社 会
しゃかい

への貢 献
こうけん

をも期待
きたい

していると考
かんが

えられる。我
わ

が国
く

においても、これら

社 会 的
しゃかいてき

意義
い ぎ

や費用対
ひようつい

効果
こうか

について積 極 的
せっきょくてき

に検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

をOECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

≪内 容
ないよう

≫ 

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

予算
よさん

をＯＥＣＤ 諸 国
しょこく

の平均値
へいきんち

まで増
ふ

やす方 法
ほうほう

として、 仮
かり

に消 費 税
しょうひぜい

を

財 源
ざいげん

に充
あ

てるとすると、０．５ポイント
ぽ い ん と

程度
ていど

の増 税
ぞうぜい

が必 要
ひつよう

になる。現 在
げんざい

、政府
せいふ

の

消 費 税
しょうひぜい

の引
ひ

き上
あ

げの計 画
けいかく

には介護
かいご

保険
ほけん

、健 康
けんこう

保険
ほけん

、年 金
ねんきん

、子育
こそだ

て支援
しえん

の４つしか入
はい

っ

ていないが、これに障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

も加
くわ

えて５本 柱
ほんはしら

とし、国 民
こくみん

に福祉
ふくし

のための増 税
ぞうぜい

を

提 案
ていあん

し、国 民 的
こくみんてき

議論
ぎろん

を経
へ

て決 定
けってい

すべきと考
かんが

える。 

なお、ＯＥＣＤ諸国並
しょこくな

みの財 源
ざいげん

確保
かくほ

が達 成
たっせい

された暁
あかつき

に、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の完 全
かんぜん

無料化
むりょうか

など、直 接
ちょくせつ

命
いのち

にかかわらない課題
かだい

に取
と

り組
く

むべきである。 

整理
せいり

すると以下
い か

のようになる。現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の予算
よさん

は７０００億 円
おくえん

程度
ていど

だが毎 年
まいとし

１割
わり

の７００億 円
おくえん

は自然増
しぜんぞう

として増
ふ

えている。これは、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

や、十 分
じゅうぶん

なサービス
さ ー び す

が受
う

けられていなかった障 害 者
しょうがいしゃ

の支 給 量
しきゅうりょう

が徐 々
じょじょ

に改 善
かいぜん

され

ることによるものである。震 災
しんさい

対 応
たいおう

で今後
こんご

５年
ねん

は財 政
ざいせい

が厳
きび

しくなる中
なか

、この自然増
しぜんぞう

７

００億 円
おくえん

程度
ていど

を今後
こんご

も毎 年
まいとし

確 実
かくじつ

に確保
かくほ

することが命
いのち

に関
かか

わる最
もっと

も重 要
じゅうよう

な項 目
こうもく

であ

る。 

優 先
ゆうせん

順 位
じゅんい

の２番目
ばんめ

に、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

が支 給
しきゅう

決 定
けってい

を受
う

けても、ベテランヘルパ
べ て ら ん へ る ぱ

ーの

不足
ふそく

によりサービス
さ ー び す

が提
てい

供
きょう

されないなどの問 題
もんだい

がある。この問 題
もんだい

の根 幹
こんかん

には賃 金
ちんぎん

な

どにおける低 処 遇
ていしょぐう

があり、これを解 決
かいけつ

するために処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

が創 設
そうせつ

された。こ

の年 額
ねんがく

２５０億 円
おくえん

を一 般
いっぱん

会 計
かいけい

のなかで報 酬
ほうしゅう

に織
お

り込
こ

む予算
よさん

確保
かくほ

が重 要
じゅうよう

である。 

優 先
ゆうせん

順 位
じゅんい

の３番目
ばんめ

に、命
いのち

にかかわらないが文化的
ぶんかてき

な事項
じこう

として利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の問 題
もんだい

を

考
かんが

えるべきで、これは増 税
ぞうぜい

が実 現
じつげん

し、命
いのち

に関
かか

わる他
ほか

の改 善
かいぜん

を満
み

たした後
あと

に実施
じっし

すべ

きである。 
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≪理由
りゆう

≫ 

財 源
ざいげん

がなければ、絵
え

に描
か

いた餅
もち

であるので、消 費 税
しょうひぜい

で財 源
ざいげん

確保
かくほ

をすることを正 式
せいしき

に

報 告 書
ほうこくしょ

で記載
きさい

したほうが良
よ

い。 

また、財 源
ざいげん

が確保
かくほ

できるまでは改 革
かいかく

の優
ゆう

先 順 位
さきじゅんい

を示
しめ

すべきであり、まずは医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

や命
いのち

に関
かか

わる２４時間
じかん

介護
かいご

などの制度
せいど

改 革
かいかく

から優 先
ゆうせん

し、所 得
しょとく

が多
おお

い障 害 者
しょうがいしゃ

まで

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を無料化
むりょうか

する「完 全
かんぜん

無料化
むりょうか

」は、十 分
じゅうぶん

な財 源
ざいげん

が確保
かくほ

された後
あと

であること

を明記
めいき

すべき（現 行
げんこう

制度
せいど

では、低 所 得 者
ていしょとくしゃ

は十 分
じゅうぶん

な軽 減
けいげん

措置
そ ち

が講
こう

じられており、

高 所 得 者
こうしょとくしゃ

でも３万 円 台
まんえんだい

までの負担
ふたん

上 限
じょうげん

月 額
げつがく

があるので、完 全
かんぜん

無料化
むりょうか

の優 先 順 位
ゆうせんじゅんい

は低
ひく

い）。 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

21ページ
ぺ ー じ

 

（説 明
せつめい

）1行 目
ぎょうめ

〜12行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

 説 明
せつめい

では OECD諸 国
しょこく

の対
たい

GDP比
ひ

の平均値
へいきんち

に引上
ひきあ

げるには 1兆
ちょう

857億 円
おくえん

の増 額
ぞうがく

が必 要
ひつよう

であり、それで 2兆
ちょう

2051億 円
おくえん

となるとされている。つまり平均並
へいきんな

みにすれば障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

サービス
さ ー び す

予算
よさん

は倍 額
ばいがく

になるので充 分
じゅうぶん

財 政
ざいせい

の裏 付
うらづけ

けができているということか。 

 まずこの骨 格
こっかく

提 言
ていげん

で一 体
いったい

どれくらいの予算増
よさんぞう

が必 要
ひつよう

になるのかは全
まった

くふれられて

いない。そしてOECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

並
なみ

に引上
ひきあ

げられるのは大
おお

いに結 構
けっこう

だが一 体
いったい

その財 源
ざいげん

はどこから持
も

ってくるというのだろうか。大 震 災
だいしんさい

復 興
ふっこう

財 源
ざいげん

のための増 税
ぞうぜい

がさし迫
せま

っ

ており、一 方
いっぽう

消 費
しょうひ

増 税
ぞうぜい

は先 送
さきおく

りされている状 況
じょうきょう

の中
なか

でどのような財 源
ざいげん

見直
みなお

しがあ

るのだろうか。来年度
らいねんど

国 会
こっかい

で新 法
しんぽう

が成 立
せいりつ

するなら来 年
らいねん

に始
はじ

まる予算
よさん

編 成
へんせい

でもう

歳 出
さいしゅつ

に見合
み あ

う歳 入
さいにゅう

の見直
みなお

しが必 要
ひつよう

となってくる。Ⅱ—3 にある新 法 準 備
しんぽうじゅんび

に当
あ

たっての

その他
ほか

の課題
かだい

にあるように提 案
ていあん

も含
ふく

めれば 24年度
ねんど

予算
よさん

から毎 年
まいとし

どれぐらいのお金
かね

が

必 要
ひつよう

かの見通
みとお

しを立
た

てねば折 角
せっかく

の新 法
しんぽう

提 案
ていあん

は総 空 手
そうくうしゅ

になってしまう。それとも財
ざい

政 権
せいけん

は必
かなら

ずこの提 言
ていげん

に確 実
かくじつ

な予算
よさん

をつけてくれるというのだろうか。既
すで

に予算
よさん

もない

中
なか

でマニフェスト
ま に ふ ぇ す と

の撤 回
てっかい

が次 々
つぎつぎ

と起
お

きているが。 
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Ⅱ-4-(3)長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

【表 題
ひょうだい

】長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

22 ﾍﾟｰｼﾞ【結 論
けつろん

】9行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

）  

 担保
たんぽ

するとともに地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

の財 源
ざいげん

負担
ふたん

に対
たい

する十 分
じゅうぶん

な地方
ちほう

財 政
ざいせい

措置
そ ち

を講
こう

じ

る。 

≪理由
りゆう

≫ 

 極
きわ

めて厳
きび

しい都道府県
とどうふけん

や市 町 村
しちょうそん

の財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

に鑑
かんが

み、十 分
じゅうぶん

な地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

を実施
じっし

するためには、その裏
うら

づけとなる財 源
ざいげん

の確保
かくほ

が不可欠
ふかけつ

であるため。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２２ 下
した

から１５行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「地域
ちいき

移行者
いこうしゃ

の中
なか

には、」の前
まえ

で改 行
かいぎょう

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２２ 下
した

から５行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「現 状
げんじょう

では」の前
まえ

に「また、」 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２２ 下
した

から５行 目
ぎょうめ

 から 

ｐ２３ 上
うえ

から１行 目
ぎょうめ

 まで 

≪内 容
ないよう

≫ 

ひと段 落
だんらく

にまとめる 
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≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２２ 下
した

から７行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

…出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

が一 定
いってい

年度
ねんど

の財 政
ざいせい

負担
ふたん

（恒 久 的
こうきゅうてき

かどうかは検 討
けんとう

）をした上
うえ

で、居 住
きょじゅう

自治体
じちたい

での支 給
しきゅう

決 定
けってい

をすることも検 討
けんとう

してはどうか。 

↓ 

…出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

（施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

をしていた市 町 村
しちょうそん

や出 身
しゅっしん

世帯
せたい

のある市 町 村
しちょうそん

）

が市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

（２５％）のうち１２．５ポイント分
ぽ い ん とぶ ん

を負担
ふたん

した上
うえ

で、居 住
きょじゅう

自治体
じちたい

が支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行
おこな

い、市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

の残
のこ

りの１２．５ポイント分
ぽ い ん とぶ ん

を負担
ふたん

すべきである。なお、現 行
げんこう

制度
せいど

では、訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

を使
つか

う障 害 者
しょうがいしゃ

の大 学 生
だいがくせい

で、親 元
おやもと

から仕送
しおく

りを受
う

けている

場合
ばあい

は、卒 業
そつぎょう

したら親 元
おやもと

に戻
もど

るだろうという考
かんが

え方
かた

で、在 学 中
ざいがくちゅう

、親 元
おやもと

の市 町 村
しちょうそん

が

訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

を全 額
ぜんがく

支弁
しべん

する運 用
うんよう

となっている。これを対 象
たいしょう

拡 大
かくだい

し、たとえば

当事者
とうじしゃ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

を地元
じもと

に作
つく

るため、一時的
いちじてき

に他県
たけん

の先 進
せんしん

団 体
だんたい

の近 所
きんじょ

に転
てん

居
きょ

し勉 強
べんきょう

をする場合
ばあい

なども、元
もと

の自治体
じちたい

に戻
もど

る前 提
ぜんてい

であり、親 元
おやもと

から仕送
しおく

りを受
う

けて

いる場合
ばあい

は、親 元
おやもと

の自治体
じちたい

が全 額
ぜんがく

負担
ふたん

する仕組
し く

みとすべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

恒 久 的
こうきゅうてき

な財 政
ざいせい

負担
ふたん

としなければ、居 住 地
きょじゅうち

市 町 村
しちょうそん

は、後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

を考 慮
こうりょ

して支 給
しきゅう

抑 制
よくせい

してしまうので、意味
い み

がない。 

また、出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

が２５％の半 分
はんぶん

を負担
ふたん

すると記載
きさい

しないと具体的
ぐたいてき

ではない。 

さらに、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

では、各地域
かくちいき

に最 低
さいてい

１ヵ所
かしょ

ずつ、当事者
とうじしゃ

による地域
ちいき

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーを作
つく

ることになっている。それ以外
いがい

にも、ピアカウンセリング
ぴ あ か う ん せ り ん ぐ

やピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

など、

当事者
とうじしゃ

自身
じしん

が相 談
そうだん

支援
しえん

の担
にな

い手
て

になっていくことが必 要
ひつよう

である。しかしながら、これら

の教 育
きょういく

は大 学
だいがく

では受 講
じゅこう

できない。このため、先進地
せんしんち

の障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

の相 談
そうだん

現場
げんば

を

見 学
けんがく

し、数 年
すうねん

にわたって実 習
じっしゅう

させてもらうなどの方 法
ほうほう

が必 要
ひつよう

となる。その際
さい

、介護
かいご

の 必 要
ひつよう

な 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

は、 見 学
けんがく

を受
う

け入
い

れてくれる 団 体
だんたい

の 近 所
きんじょ

に住
す

むことが

体 力 的
たいりょくてき

にも 必 要
ひつよう

で、 見 学
けんがく

を受
う

け入
い

れる 団 体
だんたい

の 所 在
しょざい

する 市 町 村
しちょうそん

にそういった

障 害 者
しょうがいしゃ

が集 中
しゅうちゅう

すると、特 定
とくてい

の市 町 村
しちょうそん

に負担
ふたん

が集 中
しゅうちゅう

してしまう。このため、大 学 生
だいがくせい

と同 様
どうよう

に、仕送
しおく

りがあり、帰
かえ

る意思
い し

がある場合
ばあい

は、出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

が全 額
ぜんがく

負担
ふたん

すべきであ

る。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 
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ｐ２３ ４行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

…現 行
げんこう

の国庫
こっこ

負担率
ふたんりつ

以 上
いじょう

は… 

↓ 

…現 行
げんこう

の国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

以 上
いじょう

は… 

≪理由
りゆう

≫ 

誤記
ご き

？ 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２３ １１行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

…使
つか

うようにする案
あん

を提示
ていじ

した。… 

↓ 

…使
つか

うようにすべきである。… 

≪理由
りゆう

≫ 

左記
さ き

のように結論付
けつろんづ

けるべきである。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２３ 下
した

から５行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

１字
じ

下
さ

げ 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２３ 最後
さいご

の２行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

ｐ２２ 下
した

から７行 目
ぎょうめ

に移
うつり

記
き

。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２４ 図 表
ずひょう
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≪内 容
ないよう

≫ 

ｐ２２の下
した

から５行 目
ぎょうめ

に移
うつり

記
き

 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

22ページ
ぺ ー じ

以降
いこう

 

（1）難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の医療費
いりょうひ

の公 的
こうてき

支援
しえん

を大 幅
おおはば

に拡 大
かくだい

するための応 急
おうきゅう

の財 源 的
ざいげんてき

措置
そ ち

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（1）難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の医療費
いりょうひ

の公 的
こうてき

支援
しえん

を大 幅
おおはば

に拡 大
かくだい

するための応 急
おうきゅう

・臨時的
りんじてき

な

財 源
ざいげん

措置
そ ち

をとる 

≪理由
りゆう

≫ 

難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の多
おお

くが公 的
こうてき

支援
しえん

のないまま放置
ほうち

されている直 接 的 障 碍
ちょくせつてきしょうがい

は、難 病
なんびょう

施策
しさく

が「研 究
けんきゅう

事 業
じぎょう

」である政 策 的
せいさくてき

医 療
いりょう

として行
おこな

われていることに起因
きいん

している。難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

による医療費
いりょうひ

の公費
こうひ

助 成
じょせい

を行
おこな

う財 源
ざいげん

を抜 本 的
ばっぽんてき

に拡 大
かくだい

しなければ、この

問 題
もんだい

は解
かい

決
けつ

しない。難 病
なんびょう

等
とう

の総 合 的
そうごうてき

施策
しさく

のあり方
かた

が、審
しん

議会
ぎかい

によって決
き

まるまでの

期間
きかん

の応 急 的
おうきゅうてき

臨時的
りんじてき

措置
そ ち

を行
おこな

うことが必 要
ひつよう

である 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

（2）本 稿
ほんこう

の表 題
ひょうだい

他
ほか

に、長 時 間
ちょうじかん

の「在 宅
ざいたく

看護
かんご

」支援
しえん

など 

22～23ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（2）次
つぎ

の文 言
もんごん

を挿 入
そうにゅう

又
また

は削
さく

除
じょ

する 

22ページ
ぺ ー じ

 

① 表 題
ひょうだい

 長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

や看護
かんご

などの… 

② 結 論
けつろん

 1行 目
ぎょうめ

 長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

や看護
かんご

など… 

③ 説 明
せつめい

 5行 目
ぎょうめ

 介護
かいご

や看護
かんご

内 容
ないよう

は… 

④ 説 明
せつめい

13行 目
ぎょうめ

 精 神
せいしん

病 院
びょういん

  を削 除
さくじょ

 

23ページ
ぺ ー じ

 

⑤ 下
した

から 2行 目
ぎょうめ

 精 神
せいしん

病 院
びょういん

  を削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 
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（1） 難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の 在 宅
ざいたく

療 養
りょうよう

は、介護
かいご

とともに 医 療
いりょう

ケア
け あ

を 必 要
ひつよう

とする看護
かんご

が

不可欠
ふかけつ

である 

（2） 長 期
ちょうき

入 院
にゅういん

が必 要
ひつよう

で地域
ちいき

移行
いこう

問 題
もんだい

を抱
かか

えているのは、ALSや ハンチントン病
はんちんとんびょう

、筋
すじ

ジス
じ す

などの内部
ないぶ

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

もかなりいる。精 神
せいしん

病 院
びょういん

に特 定
とくてい

する必 然 性
ひつぜんせい

はない 

 

【橋 本
はしもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

22ページ
ぺ ー じ

 下
した

から 7行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

が財 政
ざいせい

負担
ふたん

をした上
うえ

で、居 住
きょじゅう

自治体
じちたい

での支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行
おこな

う。」に変 更
へんこう

 

≪理由
りゆう

≫ 

出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

が負担
ふたん

するのは、一 定
いってい

期間
きかん

ではだめで、恒 久
こうきゅう

であるべき。 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】「地域
ちいき

における障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

を支
ささ

える医 療
いりょう

」の実 現
じつげん

に向
む

けた理念
りねん

と制度
せいど

基盤
きばん

の構 築
こうちく

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】理念
りねん

と制度
せいど

基盤
きばん

の構 築
こうちく

 

25ページ
ぺ ー じ

 

11行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

本 人
ほんにん

及
およ

び保護
ほ ご

にあたる者
もの

の希望
きぼう

 

≪理由
りゆう

≫ 

本 人
ほんにん

の意思
い し

表 示
ひょうじ

が難
むずか

しい場合
ばあい

、保護
ほ ご

にあたる者
もの

の意見
いけん

を勘 案
かんあん

するべき。本 人
ほんにん

の意思
い し

を

尊 重
そんちょう

するべき、だけでは難
むずか

しい。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】 

1行 目
ぎょうめ

他
ほか

 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

 

疾 病
しっぺい

に対
たい

する・・・生 活
せいかつ

の状 況
じょうきょう

を基盤
きばん

として、 

≪理由
りゆう

≫ 

現 在
げんざい

の障 害 者
しょうがいしゃ

医 療
いりょう

は多
おお

くが有機的
ゆうきてき

連 携
れんけい

を目指
め ざ

している。かなり以前
いぜん

の認 識
にんしき

に基
もと

づ

く(医 療
いりょう

モデル
も で る

)と言
い

う概 念
がいねん

は、結果
けっか

として医 療
いりょう

否定
ひてい

につながるものであり、障 害 者
しょうがいしゃ

の

医 療
いりょう

を受
う

ける権利
けんり

の充 実
じゅうじつ

を否定
ひてい

する。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「医 療
いりょう

モデル
も で る

」を「医学
いがく

モデル
も で る

」に統 一
とういつ

 

25ページ
ぺ ー じ
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≪内 容
ないよう

≫ 

9ページ
ぺ ー じ

には「医学
いがく

モデル
も で る

」、25ページ
ぺ ー じ

には「医 療
いりょう

モデル
も で る

」という表 現
ひょうげん

がある。同
おな

じ意味合
い み あ

いと思
おも

われるので、「医学
いがく

モデル
も で る

」に統 一
とういつ

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

どんな障 害
しょうがい

があっても「治
なお

す医 療
いりょう

」ことと「日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

や療 養
りょうよう

支
ささ

える医 療
いりょう

」が地域
ちいき

で保
たもつ

証
しょう

されなければならないが、これらは福祉
ふくし

と医 療
いりょう

が    

混 在
こんざい

し、「医学
いがく

モデル
も で る

」と「社 会
しゃかい

モデル
も で る

」がも同 様
どうよう

であることを確 認
かくにん

する必 要
ひつよう

がある 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

の医療費
いりょうひ

公費
こうひ

負担
ふたん

制度
せいど

の見直
みなお

し 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

のにない手
て

の確保
かくほ

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

26ページ
ぺ ー じ

 

 【結 論
けつろん

】 

○重度の障 害 者
しょうがいしゃ

の・・ 

○その際
さい

、・・ 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

・重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

の高齢化
こうれいか

に伴
ともな

い、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の中
なか

へ医 療
いりょう

関 連
かんれん

職 種
しょくしゅ

を増加
ぞうか

、増 員
ぞういん

す

る必 要
ひつよう

がある。 

・これらの医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

を過不足
かふそく

なく，かつ迅 速
じんそく

、適 切
てきせつ

に行
おこな

うためにも，対 象 者
たいしょうしゃ

へ誰
だれ

だどこまで実施
じっし

してもよいかという行為
こうい

の制 限
せいげん

と許可
きょか

を明 確
めいかく

にする必 要
ひつよう

がある。そのさ

い， 医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の 担
にな

い手
て

を「チーム
ち ー む

」として 考
かんが

え，その 責 任
せきにん

の 所 在
しょざい

と行為
こうい

の

マネージメント
ま ね ー じ め ん と

を明
あき

らかにするべきである。その意味
い み

で，その中 心
ちゅうしん

となる医師
い し

の養 成
ようせい

は

火 急
かきゅう

の課題
かだい

である。 

 

≪理由
りゆう

≫ 

・重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

の高齢化
こうれいか

に伴
ともな

い、専 門 的
せんもんてき

医 療
いりょう

ケア
け あ

を必 要
ひつよう

とする利用者
りようしゃ

が増加
ぞうか

してい

る。障 害
しょうがい

があっても、通 常
つうじょう

の医 療
いりょう

を受
う

けられるべきである 

 

・結果的
けっかてき

に医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の必 要
ひつよう

な方 々
かたがた

に，現場
げんば

は必 要
ひつよう

に迫
せま

られて特 定
とくてい

のケア
け あ

を行
おこな

っ

ているが，その許 容
きょよう

範囲
はんい

と責 任
せきにん

の所 在
しょざい

は，明 確
めいかく

に規定
きてい

されていない。そのため，施設
しせつ

，

地域
ちいき

などによって実施
じっし

されるケア
け あ

行為
こうい

に差違
さ い

が生
しょう

じているのが実 際
じっさい

である。医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の担
にな

い手
て

の確保
かくほ

として，介護
かいご

職 員
しょくいん

の質 量
しつりょう

の強 化
きょうか

は必須
ひっす

であるが，同時
どうじ

に調 整
ちょうせい

する医師
い し

の質 量
しつりょう

の確保
かくほ

も強 調
きょうちょう

しておく必 要
ひつよう

がある。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 
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ｐ２６【表 題
ひょうだい

】医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

のにない手
て

の確保
かくほ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

にない手
て

（３ヵ所
かしょ

） 

↓ 

担
にな

い手
て

（３ヵ所
かしょ

） 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２６【表 題
ひょうだい

】医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

のにない手
て

の確保
かくほ

 

【説 明
せつめい

】１行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

社 会
しゃかい

福祉士法
ふくししほう

、介護
かいご

福祉士法
ふくししほう

 

↓ 

社 会
しゃかい

福祉士
ふくしし

及
およ

び介護
かいご

福祉士法
ふくししほう

 

≪理由
りゆう

≫ 

誤記
ご き

。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２８【表 題
ひょうだい

】発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

【説 明
せつめい

】３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

括弧
かっこ

を半 角
はんかく

から全 角
ぜんかく

に修 正
しゅうせい

 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

26ページ
ぺ ー じ

 13行
ぎょう

～21行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

18行 目
ぎょうめ

から○の部分
ぶぶん

は、修 正
しゅうせい

又
また

は削
さく

除
じょ

すべきである。こと命
いのち

にかかわることなので、

柔 軟
じゅうなん

な実施
じっし

体 制
たいせい

などという表 現
ひょうげん

はよくない。 

≪理由
りゆう

≫ 

介護
かいご

職 員
しょくいん

に医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

を担
にな

わせることは、それでなくても定 着
ていちゃく

しないこの分野
ぶんや

に、

一 層
いっそう

の負担
ふたん

を担
にな

わせることになる。医 療
いりょう

分野
ぶんや

の専 門
せんもん

職
しょく

の育 成
いくせい

、増 員
ぞういん

が望
のぞ

まれる。 
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【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

26ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の実施
じっし

にあたっては、「医 療
いりょう

関 係 者
かんけいしゃ

との連 携
れんけい

の下
した

に実施
じっし

される」こと

を明記
めいき

すべきである。 

また、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の「不特定
ふとくてい

多数
たすう

の対 象 者
たいしょうしゃ

」と「特 定
とくてい

の対 象 者
たいしょうしゃ

」の区別
くべつ

の中
なか

の例示
れいじ

は、削 除
さくじょ

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の実施
じっし

にあたっては、安 全
あんぜん

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が行
おこな

われるよう、介護
かいご

職 員
しょくいん

等
とう

が、医 療
いりょう

関 係 者
かんけいしゃ

との連 携
れんけい

の下
した

に実施
じっし

することを明 確
めいかく

にすることが必 要
ひつよう

である。 

医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の「不特定
ふとくてい

多数
たすう

の対 象 者
たいしょうしゃ

」と「特 定
とくてい

の対 象 者
たいしょうしゃ

」の区別
くべつ

は、利用者
りようしゃ

の実 態
じったい

に応
おう

じて判 断
はんだん

されるべきであると考
かんが

えるため、単
たん

に「学 校
がっこう

や在 宅
ざいたく

」の場合
ばあい

は「特 定
とくてい

」、

「施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

」の場合
ばあい

は「不特定
ふとくてい

」ととらえかねないため、例示
れいじ

は明記
めいき

すべきではない。 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

27ページ
ぺ ー じ

 

同時
どうじ

に、ショートステイ
し ょ ー と す て い

も含
ふく

めた施設
しせつ

への入 院
にゅういん

・入 所
にゅうしょ

機能
きのう

の確保
かくほ

も重 要
じゅうよう

である 

≪内 容
ないよう

≫ 

【修 正
しゅうせい

】 

同時
どうじ

に、ショートステイ
し ょ ー と す て い

も含
ふく

めた施設
しせつ

への入 院
にゅういん

・入 所
にゅうしょ

機能
きのう

は，各自治体
かくじちたい

で正
ただ

しく確保
かくほ

す

る必 要
ひつよう

があり，そのため地域
ちいき

はどの程度
ていど

の活 用 者
かつようしゃ

がいるのかという数
かず

を明 確
めいかく

に把握
はあく

し，

その数
かず

に沿
そ

った施設
しせつ

を設 定
せってい

する使命
しめい

をもっている。定期
ていき

点 検
てんけん

時
とき

にその数
かず

が適 正
てきせい

に配置
はいち

されていない自治体
じちたい

は，注 意
ちゅうい

，勧 告
かんこく

などの罰 則
ばっそく

を規定
きてい

する必 要
ひつよう

もある。 

≪理由
りゆう

≫ 

この分野
ぶんや

におけるショートステイ
し ょ ー と す て い

などの確保
かくほ

は，要 望
ようぼう

程度
ていど

では弱
よわ

く，その分
ぶん

は家族
かぞく

の負担
ふたん

に関
かか

わる。ここは，罰 則
ばっそく

規定
きてい

も含
ふく

めて厳
きび

しく対 応
たいおう

してほしい。 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】難 病
なんびょう

等
とう

のある障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 



- 63 - 

 

Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

27ページ
ぺ ー じ

 

必 要
ひつよう

な通 院
つういん

医 療
いりょう

や訪 問
ほうもん

診 療
しんりょう

を受
う

けられる体 制
たいせい

が求
もと

められる。 

≪内 容
ないよう

≫ 

【修 正
しゅうせい

】 

必 要
ひつよう

な通 院
つういん

医 療
いりょう

や訪 問
ほうもん

医 療
いりょう

の実施
じっし

を可能
かのう

とするよう，適 正
てきせい

配置
はいち

を行
おこな

う責 任
せきにん

をもつ。

定期
ていき

点 検
てんけん

時
とき

に，その配置
はいち

が不適正
ふてきせい

であれば自治体
じちたい

は，注 意
ちゅうい

，勧 告
かんこく

などの罰 則
ばっそく

を規定
きてい

す

る必 要
ひつよう

もある， 

≪理由
りゆう

≫ 

上 記
じょうき

と同 様
どうよう

で，こうした切 実
せつじつ

なテーマ
て ー ま

は，【求
もと

められる】といった表 現
ひょうげん

では実 現
じつげん

不可能
ふかのう

であり，罰 則
ばっそく

規定
きてい

などの縛
しば

りが必 要
ひつよう

である。 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

27ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】6行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】 

○精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が調 子
ちょうし

を崩
くず

したとき、家族
かぞく

との関 係
かんけい

が一時的
いちじてき

に悪化
あっか

したとき等
とう

に、

入 所
にゅうしょ

、入 院
にゅういん

を防
ふせ

ぐあるいは再 発
さいはつ

予防
よぼう

のための精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

の選 択
せんたく

及
およ

び医学的
いがくてき

判 断
はんだん

で入 所
にゅうしょ

・入 院
にゅういん

を選 択
せんたく

せずに利用
りよう

可能
かのう

なドロップインセンタ
ど ろ っ ぷ い ん せ ん た

ーとして、必 要
ひつよう

時
じ

に

すぐに使
つか

えるレスパイト
れ す ぱ い と

やショートステイ
し ょ ー と す て い

が必 要
ひつよう

である。その際
さい

、障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に依
よ

ら

ず使
つか

える仕組
し く

みとすることが必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

が調 子
ちょうし

を崩
くず

し、疾 病
しっぺい

の悪化
あっか

により家族
かぞく

との関 係
かんけい

が悪化
あっか

したとき、その病 態
びょうたい

に

より通 院
つういん

、あるいは入 院
にゅういん

を選 択
せんたく

するのは障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

であり、また判 断
はんだん

は医学的
いがくてき

、



- 64 - 

 

社 会 的
しゃかいてき

に下
おろ

されるべきことである。医 療
いりょう

を受
う

ける機会
きかい

が損
そこ

なわれないような配 慮
はいりょ

が

必 要
ひつよう

である。 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

 28ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】3行 目
ぎょうめ

  

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

○体制の整備
せいび

→体 制
たいせい

の確 立
かくりつ

・整備
せいび

 

≪理由
りゆう

≫ 

体 制
たいせい

がほとんど存 在
そんざい

していないのが現 状
げんじょう

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

28ページ
ぺ ー じ

 

【説 明
せつめい

】2～3行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

増
ふ

やすことにより→増
ふ

やすとともに専 門 性
せんもんせい

の高
たか

い医 療
いりょう

施設
しせつ

の設 立
せつりつ

が求
もと

められる 

≪理由
りゆう

≫ 

不適切
ふてきせつ

な医 療
いりょう

がみられるのは、専 門 性
せんもんせい

の高
たか

い発 達
はったつ

障 害
しょうがい

医 療
いりょう

施設
しせつ

が極
きわ

めて尐
すく

ないた

めである。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

にとって・・ 

≪内 容
ないよう

≫ 

・・身近
みぢか

なところで専 門 的
せんもんてき

な治 療
ちりょう

や療 育
りょういく

をうけられる体 制
たいせい

を整備
せいび

するため，障 害
しょうがい

医 療
いりょう

を実施
じっし

する医 療 者
いりょうしゃ

，特
とく

に医師
い し

を要 請
ようせい

する必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

(発 達
はったつ

)障 害
しょうがい

医 療
いりょう

という新
あたら

しい分野
ぶんや

を確 立
かくりつ

し，その専 門
せんもん

医師
い し

を養 成
ようせい

する必 要
ひつよう

がある。 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

に係
かかわ

る非自発的
ひじはつてき

入 院
にゅういん

や入 院 中
にゅういんちゅう

の行 動
こうどう

制 限
せいげん

 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

に係
かかわ

る非自発的
ひじはつてき

入 院
にゅういん

や入 院 中
にゅういんちゅう

の行 動
こうどう

制 限
せいげん

の【説 明
せつめい

】の箇所
かしょ

 

28ページ
ぺ ー じ

 

下
した

から 12行
ぎょう

～7行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【説 明
せつめい

】の 2項 目
こうもく

(精神科
せいしんか

病 床
びょうしょう

の削 減
さくげん

と精神科
せいしんか

特 例
とくれい

)はきちんと【表 題
ひょうだい

】としての扱
あつか

いにすべきである。説 明
せつめい

書
か

きの中
なか

で「関 連
かんれん

して～」とか「同時
どうじ

に～」という形
かたち

で表
あらわ

す

ことではない、極
きわ

めて重 要
じゅうよう

なテーマ
て ー ま

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

○我
わ

が国
くに

の異 常
いじょう

なまでの精 神
せいしん

病 床 数
びょうしょうすう

(全世界
ぜんせかい

の 2割
わり

強
きょう

の約
やく

35万
まん

床
しょう

)は、適 正
てきせい

な

配置
はいち

(人 口
じんこう

万 対
まんつい

5と言
い

われている。我
わ

が国
くに

は 28)へと大 胆
だいたん

な削 減
さくげん

計 画
けいかく

が実施
じっし

されなけ

ればならない。まさに「特 定
とくてい

の生 活
せいかつ

様 式
ようしき

の強 要
きょうよう

」であり、権利
けんり

条 約
じょうやく

批 准
ひじゅん

の大
おお

きな壁
かべ

である。 

○精神科
せいしんか

医師
い し

や看護
かんご

の配置
はいち

基 準
きじゅん

は 一 般
いっぱん

医 療
いりょう

を 大
おお

きく 下 回
したまわ

るものであり、この

「精神科
せいしんか

特 例
とくれい

」を廃止
はいし

しなければ、精神科
せいしんか

の質
しつ

の向 上
こうじょう

はあり得
え

ない。7月
がつ

6日
か

、厚 労 相
こうろうしょう

の諮問
しもん

機関
きかん

・社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

医 療
いりょう

部会
ぶかい

は、都道府県
とどうふけん

が作 成
さくせい

する地域
ちいき

保健
ほけん

医 療
いりょう

計 画
けいかく

で

「4大 疾 病
だいしっぺい

」とされてきたがん、脳
のう

卒 中
そっちゅう

、急 性
きゅうせい

心 筋
しんきん

梗 塞
こうそく

、糖 尿 病
とうにょうびょう

に精 神
せいしん

疾 患
しっかん

を

追加
ついか

して「5大 疾 患
だいしっかん

」とする方 針
ほうしん

を示
しめ

した。医 療
いりょう

計 画
けいかく

をめぐっては、平 成
へいせい

19年
ねん

に施行
しこう

された改正医
かいせいい

療 法
りょうほう

により、4大 疾 病
おおしっぺい

と 5事 業
じぎょう

（救 急
きゅうきゅう

医 療
いりょう

、災 害
さいがい

医 療
いりょう

、僻地
へきち

医 療
いりょう

、

周 産 期
しゅうさんき

医 療
いりょう

、小 児
しょうに

医 療
いりょう

）ごとに、医 療
いりょう

連 携
れんけい

体 制
たいせい

を構 築
こうちく

。必 要
ひつよう

な医 療
いりょう

機能
きのう

を担
にな

う医 療
いりょう

機関
きかん

の名 称
めいしょう

や数値
すうち

目 標
もくひょう

、予防
よぼう

対 策
たいさく

などが記載
きさい

される新
あたら

しい医 療
いりょう

計 画
けいかく

が作 成
さくせい

されていた。 しかし、精 神
せいしん

疾 患
しっかん

の増加
ぞうか

を受
う

け医 療
いりょう

政 策
せいさく

基本
きほん

指針
ししん

に精 神
せいしん

疾 患
しっかん

を加
くわ

え、

都道府県
とどうふけん

の医 療
いりょう

計 画
けいかく

に反 映
はんえい

させる方 針
ほうしん

を決
き

めた。 糖 尿 病
とうにょうびょう

237万 人
まんにん

、がん 152万 人
まんにん

などに対
たい

し、精 神
せいしん

疾 患
しっかん

は 323万 人
まんにん

とその発 症 率
はっしょうりつ

は高
たか

い。都道府県
とどうふけん

医 療
いりょう

計 画
けいかく

にしっ

かり位置
い ち

づかせ、精神科
せいしんか

医 療
いりょう

の質
しつ

の担保
たんぽ

が大
おお

きく進
すす

むことを願
ねが

う。 
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【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

28ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】3～4行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

・いわゆる社 会 的
しゃかいてき

入 院
にゅういん

を解
かい

消
け

し、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

社 会
しゃかい

で自立
じりつ

（自律
じりつ

）した生 活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、権利
けんり

の保 障
ほしょう

を踏
ふ

まえた規定
きてい

を整備
せいび

することにより、いわゆる

社 会 的
しゃかいてき

入 院
にゅういん

を解 消
かいしょう

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

社 会 的
しゃかいてき

入 院
にゅういん

は立
た

ち遅
おく

れた施策
しさく

の結果
けっか

として生
しょう

じたものであり、まず第 一
だいいち

になすべき

事
こと

は、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

社 会
しゃかい

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

むことが出来
で き

るような規程
きてい

を整備
せいび

することである。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

28ページ
ぺ ー じ

 

【説 明
せつめい

】2行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

 関 連
かんれん

して、精 神
せいしん

疾 患
しっかん

の入 院
にゅういん

ニーズ
に ー ず

を精査
せいさ

し、国
くに

並
なら

びに都道府県
とどうふけん

は精神科
せいしんか

病 床 数
びょうしょうすう

の削 減
さくげん

適正化
てきせいか

計 画
けいかく

を立
た

て、入 院
にゅういん

に代
か

わる地域
ちいき

での医 療
いりょう

体 制
たいせい

を構 築
こうちく

することが必 要
ひつよう

である。これは、地域
ちいき

移行
いこう

、資源
しげん

整備
せいび

の項
こう

における計 画
けいかく

とも密 接
みっせつ

に関 連
かんれん

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

精神科
せいしんか

病 床
びょうしょう

の必 要 数
ひつようすう

は、入 院
にゅういん

ニーズ
に ー ず

の精査
せいさ

により明 確
めいかく

となる。そのことにより精神科
せいしんか

病 床 数
びょうしょうすう

の適正化
てきせいか

が図
はか

られる。 

 

【山
やま

本
ほん

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

２８ページ
ぺ ー じ

 

医 療
いりょう

 

非自発的
ひじはつてき

な入 院
にゅういん

や入 院 中
にゅういんちゅう

の行 動
こうどう

制 限
せいげん

については、人 権
じんけん

制 約
せいやく

を伴
ともな

うものであるこ

とから、本 人
ほんにん

の意
い

に反
かえ

した又
また

は本 人
ほんにん

の意思
い し

を確 認
かくにん

することができない状 況 下
じょうきょうか

での

適 正
てきせい

な手 続
てつづき

に係
かかわ

る規定
きてい

とともに、人 権
じんけん

保 障
ほしょう

の観 点
かんてん

から第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

による監視
かんし

を含
ふく
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む適 切
てきせつ

な運 用
うんよう

がなされることを担保
たんぽ

する規定
きてい

を整備
せいび

すること 

・その際
さい

、第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

の必 要
ひつよう

経費
けいひ

は、国庫
こっこ

が負担
ふたん

すること 

≪内 容
ないよう

≫ 

・第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

の役 割
やくわり

として監視
かんし

のみならず、入 院 中
にゅういんちゅう

の本 人
ほんにん

および代理人
だいりにん

（あらかじ

め委任
いにん

を受
う

けた弁護士
べんごし

以外
いがい

のものも含
ふく

む）による個別
こべつ

救 済
きゅうさい

も行
おこな

うべき 

・なお拷 問
ごうもん

等
とう

禁止
きんし

条 約
じょうやく

選 択
せんたく

議定書
ぎていしょ

採 択
さいたく

と、それに伴
ともな

う国 内
こくない

帽子
ぼうし

機関
きかん

設置
せっち

は必須
ひっす

 

≪理由
りゆう

≫ 

・救 済
きゅうさい

の手続
てつづ

きがなければ、実 効 性
じっこうせい

がない 

・抜
ぬ

き打
う

ちでどこでもいつでも調 査
ちょうさ

に入
い

れる国 内
こくない

防止
ぼうし

基幹
きかん

が拘 禁
こうきん

施設
しせつ

での人 権
じんけん

侵 害
しんがい

防止
ぼうし

には必須
ひっす

であるから 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】保護者
ほごしゃ

制度
せいど

 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

28～29ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】1行 目
ぎょうめ

 

【説 明
せつめい

】3～4行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】 

保護者
ほごしゃ

制度
せいど

は見
み

直
なお

廃止
はいし

し、これに代
か

わる公 的
こうてき

制度
せいど

を確 立
かくりつ

するべきである。 

【説 明
せつめい

】 

医 療
いりょう

保護
ほ ご

入 院
にゅういん

に係
かかわ

る同意
どうい

を含
ふく

む「保護者
ほごしゃ

制度
せいど

」の問 題 点
もんだいてん

を解
かい

消
しょう

するために、自
みずか

ら

の 判 断
はんだん

と 選 択
せんたく

による 医 療
いりょう

の利用
りよう

が 保 障
ほしょう

されるべきことを 確 認
かくにん

するとともに、

非自発的
ひじはつてき

な入 院
にゅういん

等
とう

の際
さい

に公 的
こうてき

機関
きかん

がその責 任
せきにん

を果
は

たす制度
せいど

を構 築
こうちく

すべきである。し、

その導 入
どうにゅう

に伴
ともな

い保護者
ほごしゃ

制度
せいど

は廃止
はいし

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

この問 題
もんだい

は現 在
げんざい

、厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

の新
あら

たな地域
ちいき

精 神
せいしん

保健
ほけん

医 療
いりょう

体 制
たいせい

の構 築
こうちく

に向
む

けた

検 討
けんとう

チーム
ち ー む

において検 討
けんとう

されている。公 的
こうてき

機関
きかん

が責 任
せきにん

を果
は

たす制度
せいど

の構 築
こうちく

は重 要
じゅうよう

と

考
かんが

えるが、全
すべ

ての家族
かぞく

が保護者
ほごしゃ

制度
せいど

に否定的
ひていてき

ではない現 状
げんじょう

では、単
たん

に「保護者
ほごしゃ

制度
せいど

の

廃止
はいし

」ではなく、家族
かぞく

が保護者
ほごしゃ

としての役 割
やくわり

を行
おこ

ないたい際
さい

の権利
けんり

を保
ほ

証
しょう

する規程
きてい

も

同時
どうじ

に検 討
けんとう

すべきである。 

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

保護者
ほごしゃ

制度
せいど

は廃
はい

止
よ

し、これに代
か

わる公 的
こうてき

制度
せいど

を確 立
かくりつ

するべきである。 

≪内 容
ないよう

≫ 

保護者
ほごしゃ

制度
せいど

の廃止
はいし

は同意
どうい

するが、それに変
か

わる公 的
こうてき

制度
せいど

確 立
かくりつ

には反 対
はんたい

 

≪理由
りゆう

≫ 

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

は例 外
れいがい

なく精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉法下
ふくしほうした

では「保護者
ほごしゃ

」が付
つ

けられていることにな
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っているが、これに代
か

わって公 的
こうてき

機関
きかん

が保護者
ほごしゃ

となるとすれば、すべての精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

は

その基幹
きかん

によって地域
ちいき

での暮
く

らしを管理
かんり

監視
かんし

されることになる。 

こうした体 制
たいせい

は精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

そのものであり、条 約
じょうやく

の下
もと

では許
ゆる

されない 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の入 院
にゅういん

に係
かかわ

る病 室
びょうしつ

の規定
きてい

の見直
みなお

し 

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

29ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】【結 論
けつろん

】【説 明
せつめい

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

【表 題
ひょうだい

】【結 論
けつろん

】【説 明
せつめい

】を削 除
さくじょ

。 

≪理由
りゆう

≫ 

【説 明
せつめい

】で記載
きさい

されている問 題 点
もんだいてん

は医 療 法
いりょうほう

施行
しこう

規則
きそく

第
だい

10条
じょう

3項
こう

が存 在
そんざい

するためでは

なく、精 神
せいしん

障 害
しょうがい

に対
たい

する一 般
いっぱん

医 療
いりょう

従 事 者
じゅうじしゃ

や市民
しみん

の抱
だ

く偏
へん

見
けん

や抵 抗 感
ていこうかん

に根
ね

ざして

いるものが多
おお

い。現 状
げんじょう

の法
ほう

制度
せいど

においても、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の身 体
しんたい

疾 患
しっかん

合 併 症
がっぺいしょう

に対
たい

し

ては一 般
いっぱん

病 院
びょういん

において入 院
にゅういん

治 療
ちりょう

は可能
かのう

あるにもかかわらず、実 際
じっさい

の医 療
いりょう

現場
げんば

では

「精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

である」との理由
りゆう

で身 体 的
しんたいてき

治 療
ちりょう

を拒否
きょひ

されることが重 要
じゅうよう

な問 題
もんだい

であ

る。よって全
すべ

ての障 害 者
しょうがいしゃ

を対 象
たいしょう

とした「障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とした医 療
いりょう

提 供
ていきょう

の拒
こば

否
いな

」を禁
きん

ずる事項
じこう

を盛
も

り込
こ

むべきである。因
ちな

みに外 来
がいらい

・在 宅
ざいたく

医 療
いりょう

は現 在
げんざい

でも一 般
いっぱん

医 療
いりょう

の

サービス
さ ー び す

が受
う

けられ、特
とく

にうつ病
やまい

や認 知 症
にんちしょう

、神 経 症
しんけいしょう

については多
おお

くの患 者
かんじゃ

が一 般
いっぱん

身体科
しんたいか

で治 療
ちりょう

されている。このことも問 題
もんだい

ではあるが、尐
すく

なくとも精 神 病
せいしんびょう

患 者
かんじゃ

の

入 院
にゅういん

治 療
ちりょう

は精神科医
せいしんかい

等
とう

の精神科
せいしんか

専 門
せんもん

治 療
ちりょう

を提 供
ていきょう

できる人 員
じんいん

が配置
はいち

された 治 療
ちりょう

環 境
かんきょう

が不可欠
ふかけつ

である。 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する歯科
し か

保健
ほけん

・歯科
し か

医 療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ２９【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する歯科
し か

保険
ほけん

・歯科
し か

医 療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

【結 論
けつろん

】３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

医師
い し

 

↓ 

歯科
し か

医師
い し

 

≪理由
りゆう

≫ 

誤記
ご き

。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

全 般
ぜんぱん

 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

総 論
そうろん

として、障 害
しょうがい

のある子
こ

どもが利用
りよう

する福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

に関
かん

する記 述
きじゅつ

が見当
み あ

たら

ない。障 害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
しえん

を完 全
かんぜん

に児童
じどう

福祉法
ふくしほう

において対 応
たいおう

するのか、改 正
かいせい

自立
じりつ

支援法
しえんほう

のように児者
じしゃ

共 通
きょうつう

のサービス
さ ー び す

は総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

で対 応
たいおう

するのか、明確化
めいかくか

する

必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の骨 格
こっかく

案
あん

にも、障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の骨 格
こっかく

案
あん

にも、障 害
しょうがい

のある子
こ

どもが利用
りよう

す

る福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

に関
かん

する記 述
きじゅつ

が見当
み あ

たらない。これでは障 害 児
しょうがいじ

の保護者
ほごしゃ

の不安
ふあん

を

いたずらに煽
あお

るだけである。法 律 上
ほうりつじょう

の切
き

り分
わ

けはともかくとして、障 害
しょうがい

のある子
こ

どもが

利用
りよう

する福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

を明確化
めいかくか

すべきと考
かんが

える。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】権利
けんり

擁護
ようご

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

30ページ
ぺ ー じ

 

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

・早期
そうき

の発 見
はっけん

・支援
しえん

については診 断
しんだん

できる医師
い し

を確保
かくほ

するとともに、診断後
しんだんご

のきめ細
こま

か

い支援
しえん

が継 続
けいぞく

できる支援
しえん

システム
し す て む

を確 立
かくりつ

すること。その際
さい

、親
おや

の障 害
しょうがい

の理解
りかい

のための

支援
しえん

に配 慮
はいりょ

すること。 

・早期
そうき

の支援
しえん

においては、エビデンス
え び で ん す

を基礎
き そ

とした個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

による支援
しえん

を行
おこな

うととも

に、それを担
にな

う心理
しんり

、ＯＴ，ＰＴ，ＳＴなどの専 門
せんもん

職
しょく

の確保
かくほ

を行
おこな

うこと。 

 

≪理由
りゆう

≫ 

・障 害 児
しょうがいじ

の早期
そうき

発 見
はっけん

・支援
しえん

について医師
い し

の診 断
しんだん

は､その後
ご

の支援
しえん

の方 向 性
ほうこうせい

を定
さだ

める

ためには重 要
じゅうよう

なことであり、診 断
しんだん

から継 続 的
けいぞくてき

な支援
しえん

につなげるシステム
し す て む

の確 立
かくりつ

が求
もと

まられているから。その際
さい

、障 害 児
しょうがいじ

本 人
ほんにん

への支援
しえん

のみならず親
おや

が障 害
しょうがい

をいかに受
う

け入
い

れるかの支援
しえん

が重 要
じゅうよう

である。 

・早期
そうき

の発 達
はったつ

支援
しえん

については、エビデンス
え び で ん す

ベース
べ ー す

に基
もと

づいた支援
しえん

を、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

に則
のっと

って実施
じっし

することが重 要
じゅうよう

である。その際
さい

、専門家
せんもんか

によるチームアプローチ
ち ー む あ ぷ ろ ー ち

による支援
しえん

が

求
もと

められている。 

 

【柏 女
かしわめ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

[結 論
けつろん

] 

≪内 容
ないよう

≫ 

障 害 児
しょうがいじ

を含
ふくみ

むすべての子
こ

どもの基本的
きほんてき

権利
けんり

を保 障
ほしょう

する仕組
し く

みの創 設
そうせつ

が望
のぞ

まれること

から、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

でオンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

を制度化
せいどか

を検 討
けんとう

するべきである。そのために、
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現 行 法
げんこうほう

に基
もと

づく権利
けんり

擁護
ようご

システム
し す て む

の検 証
けんしょう

を引
ひ

き続
つづ

き進
すす

めるとともに、社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

児童
じどう

部会
ぶかい

に検 討
けんとう

の場
ば

を設
もう

け、制度
せいど

の是非
ぜ ひ

と方 法
ほうほう

について検 討
けんとう

を進
すす

めること。 

≪理由
りゆう

≫ 

児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に規定
きてい

した場合
ばあい

、教 育
きょういく

関 係
かんけい

に権 限
けんげん

が及
およ

ばない可能性
かのうせい

があるため、包 括 的
ほうかつてき

な視点
してん

で対 応
たいおう

できる体 制
たいせい

を作
つく

ることが必 要
ひつよう

である。 

また、現 行
げんこう

社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

の苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

制度
せいど

の検 証
けんしょう

や児童
じどう

福祉法
ふくしほう

、児童
じどう

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

に基
もと

づく被
ひ

措置
そ ち

児童
じどう

等
とう

虐 待
ぎゃくたい

対 応
たいおう

システム
し す て む

の検 証
けんしょう

をふまえた上
うえ

で検 討
けんとう

の是非
ぜ ひ

を判 断
はんだん

する

ことが必 要
ひつよう

と考
かんが

える。 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３０ページ
ぺ ー じ

 

 【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

さらに、子
こ

どもの権利
けんり

条 約
じょうやく

では、子
こ

どもは家庭
かてい

から分離
ぶんり

されない権利
けんり

があるという観 点
かんてん

から、子
こ

どもが家庭
かてい

から分離
ぶんり

される場合
ばあい

は原 則
げんそく

として職 権
しょっけん

による保護
ほ ご

とし、自治体
じちたい

が子
こ

ど

もを護
まも

る権利
けんり

擁護
ようご

制度
せいど

を構 築
こうちく

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

親
おや

を相手
あいて

にすることになることから、オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

だけではなく、自治体
じちたい

も含
ふく

めた

子
こ

どもの権利
けんり

擁護
ようご

制度
せいど

を構 築
こうちく

する必 要
ひつよう

があるため。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】早期
そうき

支援
しえん

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

30ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

早期
そうき

診 断
しんだん

により障 害
しょうがい

が発 見
はっけん

された場合
ばあい

、親
おや

へのピアカンセリング
ぴ あ か ん せ り ん ぐ

を用意
ようい

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

発 達
はったつ

障 害
しょうがい

と 診 断
しんだん

された 直 後
ちょくご

の 親
おや

の 精 神 的
せいしんてき

落
お

ち込
こ

みは 大
おお

きく、 最 近
さいきん

でも親子
おやこ

心 中
しんじゅう

（未遂
みすい

）の報 道
ほうどう

も続
つづ

いている。障 害
しょうがい

認知
にんち

と受 容
じゅよう

を手助
てだす

けする親
おや

による親
おや

のた

めの寄
よ

り添
そ

い支援
しえん

も必 要
ひつよう

である。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】早期
そうき

支援
しえん

 

30ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

〇早期
そ う き

の発見
はっけん

・支援
し え ん

については診断
しんだん

できる医師
い し

を確保
か く ほ

するとともに、診断後
しん だんご

のきめ細
こま

かい支援
し え ん

が継続
けいぞく

で

きる支援
し え ん

システム
し す て む

を確立
かくりつ

すること。その際
さい

、親
おや

の障害
しょうがい

の理解
り か い

のための支援
し え ん

に配慮
はいりょ

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 児
しょうがいじ

の早期
そうき

発 見
はっけん

・支援
しえん

について医師
い し

の診 断
しんだん

は､その後
ご

の支援
しえん

の方 向 性
ほうこうせい

を定
さだ

める

ためには重 要
じゅうよう

なことであり、診 断
しんだん

から継 続 的
けいぞくてき

な支援
しえん

につなげるシステム
し す て む

の確 立
かくりつ

が求
もと

まられているから。その際
さい

、障 害 児
しょうがいじ

本 人
ほんにん

への支援
しえん

のみならず親
おや

が障 害
しょうがい

をいかに受
う

け入
い

れるかの支援
しえん

が重 要
じゅうよう

である。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】早期
そうき

支援
しえん
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30ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

○早期
そ う き

の支援
し え ん

においては、エビデンス
え び で ん す

を基礎
き そ

とした個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

による支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、それを担
にな

う

心理
し ん り

、ＯＴ，ＰＴ，ＳＴなどの専門
せんもん

職
しょく

の確保
か く ほ

を行
おこな

うこと。 

≪理由
りゆう

≫ 

早期
そうき

の発 達
はったつ

支援
しえん

については、エビデンス
え び で ん す

 

ベース
べ ー す

に基
もと

づいた支援
しえん

を、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

に則
のっと

って実施
じっし

することが重 要
じゅうよう

である。その際
さい

、

専門家
せんもんか

によるチームアプローチ
ち ー む あ ぷ ろ ー ち

による支援
しえん

が求
もと

められている。 

【柏 女
かしわめ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

[結 論
けつろん

] 

≪内 容
ないよう

≫ 

健康診査
けんこうしんさ

等
とう

による要支援児
ようしえんじ

に対
たい

しては、家庭
かてい

への訪 問
ほうもん

・巡 回
じゅんかい

等
とう

、家庭
かてい

での育児
いくじ

支援
しえん

や

児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

の活 用
かつよう

を基本的
きほんてき

な在
あ

り方
かた

とし、児童
じどう

及
およ

び保護者
ほごしゃ

の意思
い し

に基
もと

づいて、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー、医 療
いりょう

機関
きかん

、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

等
とう

を活 用
かつよう

できるようにすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

の活 用
かつよう

を追加
ついか

。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３０ページ
ぺ ー じ

 

 【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

 障 害 児
しょうがいじ

を持
も

つ親
おや

に対
たい

する子育
こそだ

て相 談
そうだん

・療 育
りょういく

支援
しえん

等
とう

を早期
そうき

に実施
じっし

することにより、

家庭
かてい

崩 壊
ほうかい

、２次的
じてき

障 害
しょうがい

の発 生
はっせい

を予防
よぼう

することが必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 児
しょうがいじ

に対
たい

する早期
そうき

の支援
しえん

は当 然
とうぜん

必 要
ひつよう

であり、と同時
どうじ

にそうした障 害 児
しょうがいじ

を養 育
よういく

する親
おや

に対
たい

する支援
しえん

も車
くるま

の両 輪
りょうりん

として必 要
ひつよう

不可欠
ふかけつ

のものである。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 
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≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

P30 

≪内 容
ないよう

≫ 

２つ目
め

の○ 

「健康診査
けんこうしんさ

等
とう

による要支援児
ようしえんじ

に対
たい

しては･･･、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー、医 療
いりょう

機関
きかん

、特 定
とくてい

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

、等
とう

を活 用
かつよう

できるようにすること」 

※特 定
とくてい

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーを追加
ついか

。 

≪理由
りゆう

≫ 

児童
じどう

支援
しえん

、医 療
いりょう

支援
しえん

に加
くわ

えて、成 人
せいじん

障 害 者
しょうがいしゃ

からの情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

と支援
しえん

を受
う

けられるよう、

都道府県
とどうふけん

単位
たんい

で設置
せっち

するとある「特 定
とくてい

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー」（聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

施設
しせつ

）も入
い

れるべきである。 

 

 



- 79 - 

 

Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】一 般
いっぱん

児童
じどう

施策
しさく

の利用
りよう

が障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に制 限
せいげん

されないこと 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

31ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

・一 般
いっぱん

児童
じどう

施策
しさく

を利用
りよう

する場合
ばあい

は、個々
こ こ

の障 害
しょうがい

が配 慮
はいりょ

され、障 害 児
しょうがいじ

が混 乱
こんらん

なく受
う

け

入
い

れられるよう支援
しえん

が行
おこな

われること。 

≪理由
りゆう

≫ 

・一 般
いっぱん

施策
しさく

を利用
りよう

する際
さい

には、その利用
りよう

が障 害 児
しょうがいじ

にとつて最 善
さいぜん

の利益
りえき

であるような

環 境
かんきょう

が提
てい

供
きょう

される必 要
ひつよう

がある。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ３１【表 題
ひょうだい

】一 般
いっぱん

児童
じどう

施策
しさく

の利用
りよう

が障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に制 限
せいげん

されないこと 

≪内 容
ないよう

≫ 

子
こ

ども園
えん

（３ヵ所
かしょ

） 

↓ 

こども園
えん

（３ヵ所
かしょ

） 

≪理由
りゆう

≫ 

誤記
ご き

。 

 

【柏 女
かしわめ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

[結 論
けつろん

] 

≪内 容
ないよう

≫ 

児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の保育所
ほいくじょ

の入 所
にゅうしょ

要 件
ようけん

には、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に利用
りよう

を制 限
せいげん

する規定
きてい

がないこと

を踏
ふ

まえ、今後
こんご

の「こども園
えん

給 付
きゅうふ

」（仮 称
かしょう

）の制度化
せいどか

において、障 害 児
しょうがいじ

の入 園
にゅうえん

が拒否
きょひ
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されないように応 諾
おうだく

義務
ぎ む

を課
か

すこと。また、必 要
ひつよう

な支援
しえん

を確保
かくほ

するよう、必 要
ひつよう

な規定
きてい

を

児童
じどう

福祉法
ふくしほう

並
なら

びに総 合
そうごう

施設法
しせつほう

(仮 称
かしょう

)もしくは「子
こ

ども園
えん

」に係
かかわ

る新 法
しんぽう

に設
もう

けること。 

≪理由
りゆう

≫ 

最 新
さいしん

の動 向
どうこう

をふまえて 修
しゅう

文
ぶん

。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】療 育
りょういく

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

31ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

・療 育
りょういく

の中
なか

に家族
かぞく

支援
しえん

をいれること。 

≪理由
りゆう

≫ 

・障 害 児
しょうがいじ

本 人
ほんにん

の療 育
りょういく

が最 大 限
さいだいげん

保 障
ほしょう

されるために、家庭
かてい

での療 育
りょういく

を担
にな

う家族
かぞく

への

支援
しえん

を適
てき

切
きり

に行
おこな

う必 要
ひつよう

がある。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】通 所
つうしょ

支援
しえん

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

32ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

・児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは､地域
ちいき

の障 害 児
しょうがいじ

を受
う

け入
い

れ、専 門 的
せんもんてき

療 育
りょういく

を行
おこな

うのみなら

ず、 

積 極 的
せっきょくてき

に地域
ちいき

に出向
で む

いて、家庭
かてい

、保育所
ほいくじょ

、幼稚園
ようちえん

、児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

の障 害 児
しょうがいじ

を支援
しえん

するこ

と。 

≪理由
りゆう

≫ 

児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの 役 割
やくわり

は、 障 害 児
しょうがいじ

を 特 定
とくてい

の場
ば

で受
う

け入
い

れるのみならず、

アウトリーチ
あ う と り ー ち

の機能
きのう

により地域
ちいき

に出向
で む

いていって、生 活
せいかつ

の場
ば

で支援
しえん

することが求
もと

められて

いる。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

） 

【結 論
けつろん

】の最後
さいご

に「○障 害 児
しょうがいじ

の放課後
ほうかご

や長 期
ちょうき

休 暇 中
きゅうかちゅう

の活 動
かつどう

を支援
しえん

する事 業 所
じぎょうしょ

を

全 国
ぜんこく

に配置
はいち

すること。」と追加
ついか

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 児
しょうがいじ

の通 所
つうじょ

支援
しえん

には、学齢期
がくれいき

の対 応
たいおう

も含
ふく

まれるべきと考
かんが

える。 
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【柏 女
かしわめ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

[結 論
けつろん

] 

≪内 容
ないよう

≫ 

保育所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

や巡 回
じゅんかい

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

整備
せいび

事 業
じぎょう

、障 害 児
しょうがいじ

等
とう

療 育
りょういく

支援
しえん

事 業
じぎょう

の

拡 充
かくじゅう

を図
はか

るとともに、保育所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の対 象
たいしょう

に児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

もセンタ
せ ん た

ーもその対 象
たいしょう

に加
くわ

えること。 

児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは、様 々
さまざま

なニーズ
に ー ず

のある障 害 児
しょうがいじ

に対 応
たいおう

できる職 員
しょくいん

配置
はいち

基 準
きじゅん

が必 要
ひつよう

であるため、保育士
ほいくし

及
およ

び児童
じどう

指導員
しどういん

に加
くわ

え、看護師
かんごし

や各 種
かくしゅ

療 法 士
りょうほうし

等
とう

の専 門
せんもん

職
しょく

を適 正
てきせい

に配置
はいち

し、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

等
とう

の後 方
こうほう

支援
しえん

ができるようにすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

論旨
ろんし

を明 確
めいかく

にするための 修
しゅう

文
ぶん

。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

32ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

に追加
ついか

に 

・障 害 児
しょうがいじ

の居 住
きょじゅう

の場
ば

としてグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

を創 設
そうせつ

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 児
しょうがいじ

についても、成 人
せいじん

同 様
どうよう

、地域
ちいき

における小規模
しょうきぼ

な家庭的
かていてき

な居 住
きょじゅう

・生 活
せいかつ

環 境
かんきょう

を

必 要
ひつよう

としている。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

での相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

33ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

・障 害 児
しょうがいじ

の相 談
そうだん

支援
しえん

については、障 害 児
しょうがいじ

の発 達
はったつ

や家族
かぞく

支援
しえん

の観 点
かんてん

から、専 門 的
せんもんてき

な

相 談
そうだん

支援員
しえんいん

を確保
かくほ

すること。専門医
せんもんい

の養 成
ようせい

研 修
けんしゅう

においても、これらの知識
ちしき

と技 術
ぎじゅつ

が

習
ならい

得
とく

できるものとすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

・障 害 児
しょうがいじ

の相 談
そうだん

支援
しえん

については、成 人
せいじん

の場合
ばあい

と共 通
きょうつう

なところと、異
こと

なるところがあ

り、異
こと

なりを理解
りかい

した専 門 的
せんもんてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

が求
もと

められているところ。そのためには、研 修
けんしゅう

のシステム
し す て む

も変
か

える必 要
ひつよう

がある。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ３３【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

での相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

 

【結 論
けつろん

】３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

利用
りよう

する事 業
じぎょう

の代理
だいり

申 請
しんせい

を可能
かのう

にすること。 

↓ 

利用
りよう

する福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の代理
だいり

申 請
しんせい

を可能
かのう

にすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

事 業 所
じぎょうしょ

指定
してい

を申 請
しんせい

するように聞
き

こえてしまうため。 

 

【柏 女
かしわめ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

[結 論
けつろん

] 
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≪内 容
ないよう

≫ 

相 談
そうだん

支援
しえん

は、障 害
しょうがい

が特 定
とくてい

されない時期
じ き

から、身近
みぢか

な地域
ちいき

の通
かよ

いやすい場
ば

で提
てい

供
きょう

される

こと。障 害 児
しょうがいじ

に固有
こゆう

のサービス
さ ー び す

と児童
じどう

一 般
いっぱん

サービス
さ ー び す

との並 行
へいこう

利用
りよう

に当
あ

たって 相 談
そうだん

支援事
しえんこと

業 者
ぎょうしゃ

でのサービス
さ ー び す

利用
りよう

の手 続
てつづき

を簡素化
かんそか

し、本 人
ほんにん

・保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

に基
もと

づいて利用
りよう

する事 業
じぎょう

の代理
だいり

申 請
しんせい

を可能
かのう

にするなど障 害 児
しょうがいじ

の家族
かぞく

の利便
りべん

のためのワンストップ化
わ ん す と っ ぷ か

を

進
すす

めること。 

≪理由
りゆう

≫ 

論旨
ろんし

を明確化
めいかくか

するための 修
しゅう

文
ぶん

。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

と「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

33ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

。 

障 害 児
しょうがいじ

の支援
しえん

については、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

につながる情 報
じょうほう

のファイリングシステム
ふ ぁ い り ん ぐ し す て む

を

個人
こじん

情 報
じょうほう

の管理
かんり

に配 慮
はいりょ

しながら普 及
ふきゅう

させること。 

≪理由
りゆう

≫ 

家族
かぞく

や 関 係 者
かんけいしゃ

に よ る 継 続 的
けいぞくてき

な 支援
しえん

の た め に 、 情 報
じょうほう

の 共 有
きょうゆう

を 目指
め ざ

し た

ファイリングシステム
ふ ぁ い り ん ぐ し す て む

は有 効
ゆうこう

であり、それが個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

に繋
つな

がると考
かんが

える。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

33ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

については、異
こと

なる分野
ぶんや

の､特
とく

に福祉
ふくし

（個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

）と教 育
きょういく

（個別
こべつ

の

教 育
きょういく

支援
しえん

計 画
けいかく

）の計 画
けいかく

が有機的
ゆうきてき

・一 体 的
いったいてき

に作 成
さくせい

されるよう法 的
ほうてき

に規定
きてい

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

については、ひとりの障 害 児
しょうがいじ

について異
こと

なる分野
ぶんや

の計 画
けいかく

が関 係
かんけい

なく作
つく

られることなく、一
ひと

つの計 画
けいかく

のもとで、家族
かぞく

や関 係 者
かんけいしゃ

が、同
おな

じ目 標
もくひょう

を目指
め ざ

し共
とも

通
とお

し

た認 識
にんしき

のもとで協 働
きょうどう

することを可能
かのう

にするため。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

33ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

は、障 害 児
しょうがいじ

・家族
かぞく

にとって、支援
しえん

の短期
たんき

・中 期
ちゅうき

・長 期 的
ちょうきてき

な見通
みとお

しと、身近
みぢか

な地域
ちいき

における・・ 
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≪理由
りゆう

≫ 

今
いま

あるサービス
さ ー び す

の紹 介
しょうかい

（開始
かいし

と終 了
しゅうりょう

）だけではなく、その次
つぎ

・先
さき

に必 要
ひつよう

になることが

予想
よそう

される支援
しえん

の情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

も重 要
じゅうよう

となる。 

 

【柏 女
かしわめ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

[結 論
けつろん

] 

≪内 容
ないよう

≫ 

障 害 児
しょうがいじ

が支援
しえん

を受
う

けつつ意思
い し

を表 明
ひょうめい

し、その意向
いこう

に沿
そ

った計 画
けいかく

を策 定
さくてい

できるように、

計 画
けいかく

に意見
いけん

表 明
ひょうめい

の欄
らん

を設
もう

けること。子
こ

どもの最 善
さいぜん

の利益
りえき

を損
そこ

なわない限
かぎ

りにおいて、

保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

なくしては履行
りこう

できない仕組
し く

みにすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

虐 待
ぎゃくたい

、ネグレクト
ね ぐ れ く と

事例
じれい

への対 応
たいおう

に配 慮
はいりょ

することが必 要
ひつよう

とされる。 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

33ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

本 項
ほんこう

で示
しめ

される「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」と、Ｐ32 の障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

で義務化
ぎ む か

する意見
いけん

の

「自立
じりつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」とは、内 容
ないよう

に違
ちが

いがあって、今後
こんご

も使
つか

い分
わ

けする必 要
ひつよう

があるか？

（質 問
しつもん

） 

≪理由
りゆう

≫ 

内 容
ないよう

に違
ちが

いがあるならば、使
つか

い分
わ

けする必 要
ひつよう

があるが、個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

（ケアプラン
け あ ぷ ら ん

）

を様 々
さまざま

に表 記
ひょうき

している状 況
じょうきょう

も見
み

られるので、確 認
かくにん

をさせていただきたい。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

33ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

なくしては履行
りこう

できない仕組
し く

みにすること」への確 認
かくにん

 

≪理由
りゆう

≫ 

例
たと

えば、保護者
ほごしゃ

からの虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けた（虐 待
ぎゃくたい

が疑
うたが

われる）児童
じどう

の支援
しえん

計 画
けいかく

において、そ
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の保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

なくしては計 画
けいかく

を履行
りこう

できない仕組
し く

みにすべきではないと考
かんが

えるため。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の連 携
れんけい

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

34ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

、特 別
とくべつ

支援
しえん

連 携 協
れんけいきょう

議会
ぎかい

の連 携
れんけい

を

もつごとができるようにすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

○児童
じ ど う

については、要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

（児童
じどう

）と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

（福祉
ふくし

）、

特 別
とくべつ

支援
しえん

連 携 協
れんけいきょう

議会
ぎかい

（教 育
きょういく

）の連 携
れんけい

が不可欠
ふかけつ

である。 

 

【柏 女
かしわめ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

[結 論
けつろん

] 

≪内 容
ないよう

≫ 

要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

とで検 討
けんとう

が重
かさ

なる子
こ

どもについ

ては、保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

の下
した

に合 同
ごうどう

で協
きょう

議会
ぎかい

を持
も

つことができるようにすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

虐 待
ぎゃくたい

、ネグレクト
ね ぐ れ く と

事例
じれい

への対 応
たいおう

に配 慮
はいりょ

することが必 要
ひつよう

とされる。 

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３４ページ
ぺ ー じ

 

 【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

 要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

（ 仮 称
かしょう

児童
じどう

部会
ぶかい

）とで 検 討
けんとう
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が・・・・ 

≪理由
りゆう

≫ 

地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

には障 害 児
しょうがいじ

を理解
りかい

している委員
いいん

が入
はい

っていないところが多
おお

く、

いくら連 携
れんけい

を強 化
きょうか

しても対 応
たいおう

できないと考
かんが

えられ、敢
あ

えてこういう記 述
きじゅつ

をすることに

より、障 害 児
しょうがいじ

を理解
りかい

している委員
いいん

等
とう

の参加
さんか

を促 進
そくしん

するため。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】家族
かぞく

支援
しえん

ときょうだい支援
しえん

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

２．学 校
がっこう

教 育 法
きょういくほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】寄 宿 舎
きしゅくしゃ

 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

P34 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】「特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

の寄 宿 舎
きしゅくしゃ

の本 来
ほんらい

の目 的
もくてき

は通 学
つうがく

を保 障
ほしょう

することにあり、

自宅
じたく

のある地域
ちいき

社 会
しゃかい

から分離
ぶんり

されないよう運 用
うんよう

されること。」の考
かんが

え方
かた

について 

≪理由
りゆう

≫ 

寄 宿 舎
きしゅくしゃ

の本 来
ほんらい

の目 的
もくてき

は通 学
つうがく

を保 障
ほしょう

することにあることは異論
いろん

はないが、同
おな

じ

障 害 者
しょうがいしゃ

が集 団 的
しゅうだんてき

に活 動
かつどう

することにより、障 害
しょうがい

に対
たい

する意欲
いよく

、前向
まえむ

きの考
かんが

えを培
つちか

う

ことも大 切
たいせつ

である。同
おな

じ障 害 者
しょうがいしゃ

が一 緒
いっしょ

に生 活
せいかつ

する場
ば

を提 供
ていきょう

できる機能
きのう

を活 用
かつよう

する

ことも大 切
たいせつ

ではないか。行
い

き過
す

ぎた地域
ちいき

移行
いこう

が、障 害 児
しょうがいじ

・者
しゃ

を一人一人
ひとりひとり

ばらばらにする

施策
しさく

であってはならない。 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

34ページ
ぺ ー じ

 32行
ぎょう

から 35ページ
ぺ ー じ

 2行
ぎょう

まで 

≪内 容
ないよう

≫ 

寄 宿 舎
きしゅくしゃ

を必 要
ひつよう

としている子
こ

どもたちはたくさんいて、通 学
つうがく

保 障
ほしょう

だけでなく、子育
こそだ

て

支援
しえん

、生 活
せいかつ

支援
しえん

という役 割
やくわり

や、子
こ

どもたちの成 長
せいちょう

、発 達
はったつ

を促
うなが

す教 育 的
きょういくてき

な役 割
やくわり

もま

すます重 要
じゅうよう

になっている。 

希望
きぼう

する子
こ

どもが 入
にゅう

舎
しゃ

できるように寄 宿 舎
きしゅくしゃ

指導員
しどういん

の増 員
ぞういん

、施設
しせつ

整備
せいび

の改 善
かいぜん

など

条 件
じょうけん

整備
せいび

を図
はか

るべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 状
げんじょう

をしっかり調 査
ちょうさ

して、入 舎
いりしゃ

基 準
きじゅん

が通 学
つうがく

困 難
こんなん

に限 定
げんてい

されたことにより条 件
じょうけん

が

狭
せば

まり、入
はい

りたくても入
い

れない状 況
じょうきょう

が生
う

まれてきていることをはっきりつかみ、打開
だかい

し

ていく方 向
ほうこう

を示
しめ

すべきです。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】雇用
こよう

の質
しつ

を確保
かくほ

するための法
ほう

改 正
かいせい

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

36ページ
ぺ ー じ

 

20行
ぎょう

～26行 目
ぎょうめ

  

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】 

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

第
だい

27条
じょう

[労 働
ろうどう

及
およ

び雇用
こよう

]で求
もと

められる労 働
ろうどう

への権利
けんり

、障 害
しょうがい

に基
もと

づ

く差別
さべつ

の禁止
きんし

の規定
きてい

を設
もう

ける。その際
さい

、職 場
しょくば

での合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

がなされないこと

も差別
さべつ

にあたることを規定
きてい

する。 

【説 明
せつめい

】 

 大 企 業
だいきぎょう

に限
かぎ

らず中 小
ちゅうしょう

の企 業
きぎょう

においても、障 害 者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の者
もの

と 平 等
びょうどう

な雇用
こよう

条 件
じょうけん

や昇 給
しょうきゅう

・昇 進
しょうしん

、希望
きぼう

職 種
しょくしゅ

・業 務
ぎょうむ

の充 足
じゅうそく

といった雇用
こよう

の質
しつ

が確保
かくほ

できるようにするた

めに、労 働
ろうどう

の権利
けんり

、障 害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

の禁止
きんし

、職 場
しょくば

における合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

の義務
ぎ む

確保
かくほ

等
とう

に関
かん

する必 要
ひつよう

な規定
きてい

を設
もう

けるべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

がされないことが、差別
さべつ

にあたることが案
あん

では不明確
ふめいかく

である。 

合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

がなされないことも差別
さべつ

にあたることを規定
きてい

してこそ実 効 性
じっこうせい

を持
も

つ。 

権利
けんり

条 約
じょうやく

の根 幹
こんかん

部分
ぶぶん

であり、合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

がされて初
はじ

めて平 等
びょうどう

になるという

障 害
しょうがい

問 題
もんだい

における平 等
びょうどう

の本 質
ほんしつ

こそ、今 回
こんかい

の案
あん

に織
お

り込
こ

まれなければならない。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

36ページ
ぺ ー じ

 

22行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【説 明
せつめい

】大 企 業
だいきぎょう

に限
かぎ

らず中 小
ちゅうしょう

企 業
きぎょう

及
およ

び公 的
こうてき

機関
きかん

においても、･･･合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の
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提 供
ていきょう

の確保
かくほ

等
とう

に関
かん

する必 要
ひつよう

な規定
きてい

を設
もう

けるべきである。 

※「公 的
こうてき

機関
きかん

」を追加
ついか

。 

≪理由
りゆう

≫ 

○障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

にも「公 的
こうてき

部門
ぶもん

において障 害 者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

すること」と掲 載
けいさい

されてお

り、公 的
こうてき

部門
ぶもん

も対 象
たいしょう

とすべき。 

・聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

公務員
こうむいん

の場合
ばあい

は、情 報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保 障
ほしょう

がなく、劣 悪
れつあく

な労 働
ろうどう

環 境
かんきょう

を強
し

いられている。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】の２項 目
こうもく

として追加
ついか

 

36ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

現 行 法
げんこうほう

の性 格 上
せいかくじょう

、これらの規定
きてい

を明記
めいき

することに無理
む り

がある場合
ばあい

は、これに代
か

わる新 法
しんぽう

（労 働 法
ろうどうほう

）で規定
きてい

する 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

は、法
ほう

の性 格
せいかく

が事 業
じぎょう

主
しゅ

への障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を奨 励
しょうれい

・促 進
そくしん

したも

のであり、法
ほう

の理念
りねん

として障 害 者
しょうがいしゃ

の労 働 権
ろうどうけん

等
とう

を規定
きてい

したものではない。これらを後付
あとづ

け

で規定
きてい

することにはそもそも無理
む り

があるのではないかと思
おも

う。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】雇用
こよう

施策
しさく

の対 象
たいしょう

とする障 害 者
しょうがいしゃ

に就 業 上
しゅうぎょうじょう

必 要
ひつよう

な支援
しえん

を認 定
にんてい

する仕組
し く

み 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

36ページ
ぺ ー じ

27行 目
ぎょうめ

～37ページ
ぺ ー じ

5行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

１．【表 題
ひょうだい

】【説 明
せつめい

】の中
なか

の「支援
しえん

」を｢配 慮
はいりょ

」に変
か

える 

２．【結 論
けつろん

】消
け

し線部
せんぶ

を削 除
さくじょ

と赤字
あかじ

挿 入
そうにゅう

。 

○障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

に基
もと

づく雇用
こよう

義務
ぎ む

の対 象
たいしょう

を、あらゆる種 類
しゅるい

の障 害 者
しょうがいしゃ

に広
ひろ

げる

と共
とも

に、雇用率
こようりつ

達 成
たっせい

のため事 業
じぎょう

主
しゅ

への支援
しえん

を拡 充
かくじゅう

する必 要
ひつよう

がある。また障 害 者
しょうがいしゃ

に

とって就 業 上
しゅうぎょうじょう

必 要
ひつよう

な支援
しえん

合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の内 容
ないよう

を明
あき

らかにする総 合 的
そうごうてき

なアセスメント
あ せ す め ん と

を整備
せいび

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

１．合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

が雇用側
こようがわ

の義務
ぎ む

としたうえで、配 慮
はいりょ

を受
う

ける権利
けんり

を持
も

つ対 象 者
たいしょうしゃ

の規定
きてい

、配 慮
はいりょ

の内 容
ないよう

と合理性
ごうりせい

を認 定
にんてい

する仕組
し く

みがこの項 目
こうもく

の対 象
たいしょう

。 

２．「雇用率
こようりつ

達 成
たっせい

のための雇用
こよう

主 側
しゅがわ

への施策
しさく

」ではなく、雇用側
こようがわ

にとってもまた、障 害 者
しょうがいしゃ

にとっても合理性
ごうりせい

を有
ゆう

する必 要
ひつよう

な配 慮
はいりょ

ができる仕組
し く

みの整備
せいび

である。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

36ページ
ぺ ー じ

～37ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

就 業 上
しゅうぎょうじょう

必 要
ひつよう

な支援
しえん

を明
あき

らかにする総 合 的
そうごうてき

なアセスメント
あ せ す め ん と

を行
おこな

うにあたっては、

就 労
しゅうろう

支援
しえん

に向
む

けた客 観 的
きゃくかんてき

指 標
しひょう

の開 発
かいはつ

が必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

全
すべ

ての利害
りがい

関 係 者
かんけいしゃ

による 協 議
きょうぎ

・調 整
ちょうせい

にあたっては、一 定
いってい

の 判 断
はんだん

基 準
きじゅん

となる

客 観 的
きゃくかんてき

指 標
しひょう

が必 要
ひつよう

であると考
かんが

えられるため。 
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【福井
ふくい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

36ページ
ぺ ー じ

 27行
ぎょう

～34行
ぎょう

 

37ページ
ぺ ー じ

 1行
ぎょう

～5行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【説 明
せつめい

】に精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

について触
ふ

れているが、【結 論
けつろん

】の中
なか

にも明記
めいき

すべきである。

自治体
じちたい

などの公 的
こうてき

な雇用
こよう

でも、今
いま

や身 体
しんたい

が中 心
ちゅうしん

、知的
ちてき

や精 神
せいしん

は応募
おうぼ

さえしていないと

ころが多
おお

く、精 神
せいしん

はチャレンジ
ち ゃ れ ん じ

雇用
こよう

としての検 討
けんとう

が何 年
なんねん

も続
つづ

いている。こういう状 況
じょうきょう

をもっと鋭
するど

く告 発
こくはつ

して、雇用
こよう

義務
ぎ む

対 象
たいしょう

を明 確
めいかく

にすることが求
もと

められます。 

法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

のアップ
あ っ ぷ

も諸 外 国
しょがいこく

の例
れい

などをひいて、もっと具体的
ぐたいてき

な提示
ていじ

をすべきです。 

≪理由
りゆう

≫ 

てんかん患 者
かんじゃ

の雇用
こよう

をめぐって、ここ数 年
すうねん

、自治体
じちたい

と交 渉
こうしょう

を続
つづ

けていますが、いっこ

うに前 進
ぜんしん

がみられません。他
ほか

の府県
ふけん

でもこうしたことがあり、放置
ほうち

できません。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】の修 正
しゅうせい

 

 36ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

については」を削 除
さくじょ

 

上 記
じょうき

結 論
けつろん

と併
あわ

せて（と続
つづ

ける） 

≪理由
りゆう

≫ 

安 定
あんてい

就 業
しゅうぎょう

のための配 慮
はいりょ

や職 場
しょくば

環 境
かんきょう

の整備
せいび

は障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

に関
かか

わりなく必 要
ひつよう

である。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

および納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

の見直
みなお

し 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

37ページ
ぺ ー じ

 

１、２．9行 目
ぎょうめ

～20行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

１．【結 論
けつろん

】の冒 頭
ぼうとう

に、「障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

の量 的
りょうてき

促 進
そくしん

において、障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

は引
ひ

き続
つづ

き有 効
ゆうこう

な政 策
せいさく

である。」の挿 入
そうにゅう

。 

２．【結 論
けつろん

】の二番目
にばんめ

に「法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の大 幅
おおはば

な引
ひ

き上
あ

げが求
もと

められる。」を挿 入
そうにゅう

。 

≪理由
りゆう

≫ 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

の評 価
ひょうか

確 認
かくにん

は重 要
じゅうよう

。ただし、これが量 的
りょうてき

な制度
せいど

であり、「質
しつ

」

の確保
かくほ

も必 要
ひつよう

だからこそ、最 初
さいしょ

の「【表 題
ひょうだい

】雇用
こよう

の質
しつ

を確保
かくほ

するための法
ほう

改 正
かいせい

」の意味
い み

がでてくる。 

２．【説 明
せつめい

】にではなく【結 論
けつろん

】に書
か

かねばならない。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３．18行
ぎょう

～20行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

３．【結 論
けつろん

】の、「法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

および納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

は、調 査
ちょうさ

に基
もと

づいて課題
かだい

と限 界
げんかい

を検
けん

証
あか

し、」の削 除
さくじょ

 

４．【説 明
せつめい

】消
け

し線部
せんぶ

削 除
さくじょ

と赤字
あかじ

挿 入
そうにゅう

 

･･有 効
ゆうこう

に活 用
かつよう

されていないとの指摘
してき

があり、障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

が申 請
しんせい

できるようにする

必 要
ひつよう

がある。前 述
ぜんじゅつ

のチーム
ち ー む

・アセスメント
あ せ す め ん と

による申 請
しんせい

や判 断
はんだん

を取
と

り入
い

れた制度
せいど

にする

必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

3. 【説 明
せつめい

】にはまったく、課題
かだい

と限 界
げんかい

が触
ふ

れられていない。【説 明
せつめい

】の内 容
ないよう

からは「必 要
ひつよう

な見直
みなお

し」で十 分
じゅうぶん

である。 

4.知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

、発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

も念 頭
ねんとう

に置
お

くなら、障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

に限 定
げんてい

するのは適 切
てきせつ

で
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はない。当事者
とうじしゃ

も含
ふく

む利害
りがい

関 係 者
かんけいしゃ

による合意
ごうい

形 成
けいせい

が重 要
じゅうよう

。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ３７【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

および納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

の見直
みなお

し 

【結 論
けつろん

】追加
ついか

 

≪内 容
ないよう

≫ 

○障 害 者
しょうがいしゃ

介 助
かいじょ

等
とう

助 成 金
じょせいきん

、職 場
しょくば

適 応
てきおう

援 助 者
えんじょしゃ

助 成 金
じょせいきん

、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

通 勤
つうきん

対 策
たいさく

助 成 金
じょせいきん

などを使
つか

わずに、職 場
しょくば

介 助
かいじょ

や通 勤
つうきん

介 助
かいじょ

としてパーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

制度
せいど

を

利用
りよう

する場合
ばあい

、障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

納付
のうふ

金
きん

勘 定
かんじょう

から市 町 村
しちょうそん

の障 害
しょうがい

福祉
ふくし

会 計
かいけい

へ資金
しきん

移動
いどう

する

財 政
ざいせい

措置
そ ち

を講
こう

ずるべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

シームレス
し ー む れ す

なパーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

制度
せいど

との整 合 性
せいごうせい

を図
はか

るため。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

37ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

は、「デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ー」における「作 業
さぎょう

活 動
かつどう

支援
しえん

部門
ぶもん

」での

職 業
しょくぎょう

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

にも活 用
かつよう

できるようにすべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 行
げんこう

の就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

事 業
じぎょう

Ａ型
がた

では、納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

に基
もと

づく助 成
じょせい

事 業
じぎょう

が活 用
かつよう

され

ている。 

「障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ー」において活 用
かつよう

することはもちろん、「作 業
さぎょう

活 動
かつどう

支援
しえん

部門
ぶもん

」

も対 象
たいしょう

に含
ふく

むことが必 要
ひつよう

である。 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

37ページ
ぺ ー じ

 

18行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 
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【説 明
せつめい

】また、助 成 金
じょせいきん

は事 業
じぎょう

主
しゅ

の申 請
しんせい

により給 付
きゅうふ

されるため 必
かなら

ずしも障 害 者
しょうがいしゃ

の

雇用
こよう

を支
ささ

えるために有 効
ゆうこう

に活 用
かつよう

されていないとの指摘
してき

があり、障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

が申 請
しんせい

で

きるようにする必 要
ひつよう

がある。 

→また、 障 害 者
しょうがいしゃ

の権利性
けんりせい

を確 立
かくりつ

するために 障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

も申 請
しんせい

できるようにする

必 要
ひつよう

がある。 

※「障 害 者
しょうがいしゃ

の権利性
けんりせい

を確 立
かくりつ

するために」を追加
ついか

 

≪理由
りゆう

≫納付
のうふ

金
きん

が財 源
ざいげん

だから企 業
きぎょう

が助 成
じょせい

金
きん

申 請
しんせい

しなければならないという考
かんが

え方
かた

を改
あらた

める必 要
ひつよう

がある。片 方
かたほう

（企 業 側
きぎょうがわ

）の助 成
じょせい

金
きん

申 請
しんせい

だけで障 害 者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

しても

職 場
しょくば

改 善
かいぜん

に繋
つな

がらない。 

・ 助 成 金
じょせいきん

制度
せいど

そのものが 有 効
ゆうこう

に 活 用
かつよう

されていないという理由
りゆう

が受身的
うけみてき

で 弱
よわ

い。

障 害 者
しょうがいしゃ

の権利性
けんりせい

を強 調
きょうちょう

してもよいのではないかと考
かんが

える。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

37ページ
ぺ ー じ

 

【説 明
せつめい

】の最 終
さいしゅう

行
ぎょう

 

  37ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

・障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

の対 象 者
たいしょうしゃ

の拡
かく

大
だい

に関 連
かんれん

して、法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

および納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

は、

法
ほう

改 正
かいせい

、または、新 法
しんぽう

の制 定
せいてい

を踏
ふ

まえ、調 査
ちょうさ

に基
もと

づいて課題
かだい

と限 界
げんかい

を検
けん

証
あか

し、必 要
ひつよう

な見直
みなお

しを行
おこな

うべきである。 

・障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

が、制度
せいど

の主 体 的
しゅたいてき

利用者
りようしゃ

として、申 請
しんせい

できるようにする必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

や納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

は、すべて障 害 者
しょうがいしゃ

の労 働 権
ろうどうけん

等
とう

の規定
きてい

という視点
してん

を踏
ふ

まえ、

制度
せいど

の内 容
ないよう

や運 用
うんよう

が見直
みなお

されるべきである。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】職 場
しょくば

における合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

提 供
ていきょう

の確保
かくほ

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

に関
かん

する試行
しこう

事 業
じぎょう

（パイロット
ぱ い ろ っ と

・スタディ
す た で ぃ

）の実施
じっし

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

38ページ
ぺ ー じ

 6行 目
ぎょうめ

～8行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

１．【結 論
けつろん

】消
け

し線部
せんぶ

の削 除
さくじょ

 

○安 定
あんてい

した雇用
こよう

・就 労
しゅうろう

に結
むす

びついていない障 害 者
しょうがいしゃ

に適 切
てきせつ

な就 業
しゅうぎょう

の機会
きかい

を確保
かくほ

するた

め、試行
しこう

事 業
じぎょう

（パイロット
ぱ い ろ っ と

・スタディ
す た で ぃ

）として賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

等
とう

の他
ほか

、多様
たよう

な働
はたら

き方
かた

の就 業
しゅうぎょう

系
けい

事 業
じぎょう

を実施
じっし

する。 

2.【説 明
せつめい

】消
け

し線部
せんぶ

の削 除
さくじょ

 

全 国
ぜんこく

で 80ヵ所
かしょ

程度
ていど

を指定
してい

し、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

（使途
し と

に規制
きせい

がなく、障 害
しょうがい

従 業 員
じゅうぎょういん

の賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

にも充 当
じゅうとう

しうる、柔 軟
じゅうなん

な助 成
じょせい

措置
そ ち

を含
ふく

む。）、 

≪理由
りゆう

≫ 

１．雇用側
こようがわ

に使途
し と

の自由
じゆう

がある助 成
じょせい

を「賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

」という表 現
ひょうげん

はおかしい。たんに

事 業 側
じぎょうがわ

に対
たい

する「助 成
じょせい

措置
そ ち

」である。 

次
つぎ

の【表 題
ひょうだい

】で使
つか

われている賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の意味
い み

とは異
こと

なるため、誤解
ごかい

が生
しょう

じる。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】 

安 定
あんてい

した雇用
こよう

・就 労
しゅうろう

に結
むす

びついていない障 害 者
しょうがいしゃ

に適 切
てきせつ

な就 業
しゅうぎょう

の機会
きかい

を確保
かくほ

するため、

試行
しこう

事 業
じぎょう

（パイロット
ぱ い ろ っ と

・スタディ
す た で ぃ

）として賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

等
とう

の他
ほか

、多様
たよう

な働
はたら

き方
かた

の就 業
しゅうぎょう

系
けい

事 業
じぎょう

を実施
じっし

する。 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

【結 論
けつろん

】 

○安 定
あんてい

した雇用
こよう

・就 労
しゅうろう

に結
むす

びついていない障 害 者
しょうがいしゃ

に適 切
てきせつ

な就 業
しゅうぎょう

の機会
きかい

を確保
かくほ

するた

め、試行
しこう

事 業
じぎょう

（パイロット
ぱ い ろ っ と

・スタディ
す た で ぃ

）として賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

等
とう

の他
ほか

、多様
たよう

な働
はたら

き方
かた

の就 業
しゅうぎょう
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系
けい

事 業
じぎょう

を実施
じっし

する。 

↓ 

【結 論
けつろん

】 

○安 定
あんてい

した雇用
こよう

・就 労
しゅうろう

に結
むす

びついていない障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に適 切
てきせつ

な就 業
しゅうぎょう

の機会
きかい

を確保
かくほ

す

るため、試行
しこう

事 業
じぎょう

（パイロット
ぱ い ろ っ と

・スタディ
す た で ぃ

）として賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

等
とう

の他
ほか

、多様
たよう

な働
はたら

き方
かた

の

就 業
しゅうぎょう

系
けい

事 業
じぎょう

を実施
じっし

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

社 会 的
しゃかいてき

事 業 所
じぎょうしょ

は、障 害 者
しょうがいしゃ

だけでなく、外 国 人
がいこくじん

や母子
ぼ し

家庭
かてい

など「働
はたら

きにくさ」を抱
かか

え

る人
ひと

全 般
ぜんぱん

を包 含
ほうがん

した制度
せいど

とする必 要
ひつよう

がある。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の調 整
ちょうせい

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

38ページ
ぺ ー じ

30行
ぎょう

～39ページ
ぺ ー じ

21行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

１．この【表 題
ひょうだい

】全 体
ぜんたい

の削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

１．【結 論
けつろん

】に問 題 点
もんだいてん

を指摘
してき

して、さらに【説 明
せつめい

】でももっぱら本 質 的
ほんしつてき

問 題
もんだい

を指摘
してき

し

ており、検 討
けんとう

不足
ふそく

である。 

2.前
まえ

【表 題
ひょうだい

】とも関 係
かんけい

して「賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

」の定義
ていぎ

が不明確
ふめいかく

である。雇用側
こようがわ

に対
たい

する助 成
じょせい

であるから、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

にからめてはならない。働
はたら

けば収 入
しゅうにゅう

が増
ふ

えると

いう仕組
し く

みを維持
い じ

するためには、基本的
きほんてき

には現 行
げんこう

どおり所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

を生 活
せいかつ

の基礎
き そ

と

して位置付
い ち づ

け、労 働
ろうどう

による収 入
しゅうにゅう

がそれに上乗
うわの

せされる方 式
ほうしき

が適 切
てきせつ

である。 

労 働
ろうどう

の価値
か ち

は市 場
しじょう

価値
か ち

に応
おう

じたものにしなければならない。そうしなければ、労 働
ろうどう

の

成果物
せいかぶつ

が市 場
しじょう

で取 引
とりひき

される以 上
いじょう

、必
かなら

ず矛 盾
むじゅん

が生
しょう

じる。 

労 働 力
ろうどうりょく

としての活 用
かつよう

が難
むずか

しい労 働 力
ろうどうりょく

を使用
しよう

する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

への助 成
じょせい

は賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

方 式
ほうしき

ではなく、その難
むずか

しさに応
おう

じた雇用
こよう

助 成
じょせい

が適 切
てきせつ

である。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の調 整
ちょうせい

 

就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

に従 事
じゅうじ

する障 害 者
しょうがいしゃ

が賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を受
う

ける場合
ばあい

、原 則
げんそく

として年 金
ねんきん

支 給
しきゅう

は

一部
いちぶ

ないし全 額
ぜんがく

停止
ていし

することで、年 金
ねんきん

財 源
ざいげん

を賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

に振
ふ

り替
か

えうる仕組
し く

みをつくる。

そのためには、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の関 係
かんけい

について、障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

の支 給
しきゅう

調 整
ちょうせい

ライン
ら い ん

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。また、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の対 象
たいしょう

となる障 害 者
しょうがいしゃ

の認 定
にんてい

の仕組
し く

み

を検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を行
おこな

う場合
ばあい

の事
こと

業 者
ぎょうしゃ

のモラルハザード
も ら る は ざ ー ど

をどうする

かについても検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

という意見
いけん

もある。 

≪内 容
ないよう

≫ 
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（修 正
しゅうせい

） 

【表 題
ひょうだい

】賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の調 整
ちょうせい

 

○就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

に従 事
じゅうじ

する障 害 者
しょうがいしゃ

が賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を受
う

ける場合
ばあい

、原 則
げんそく

として年 金
ねんきん

支 給
しきゅう

は一部
いちぶ

ないし全 額
ぜんがく

停止
ていし

することで、年 金
ねんきん

財 源
ざいげん

を賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

に振
ふ

り替
か

えうる仕組
し く

みをつく

る。そのためには、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の関 係
かんけい

について、障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

の支 給
しきゅう

調 整
ちょうせい

ライン
ら い ん

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。また、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の対 象
たいしょう

となる障 害 者
しょうがいしゃ

の認 定
にんてい

の

仕組
し く

みを検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を行
おこな

う場合
ばあい

の事
こと

業 者
ぎょうしゃ

のモラルハザード
も ら る は ざ ー ど

をど

うするかについても検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

という意見
いけん

もある。 

↓ 

【表 題
ひょうだい

】所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）のあり方
かた

の検 討
けんとう

 

○就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

に従 事
じゅうじ

する障 害 者
しょうがいしゃ

への賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の導 入
どうにゅう

を考
かんが

える上
うえ

で、前 提
ぜんてい

となる

所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の考
かんが

え方
かた

やあり方
かた

の検 討
けんとう

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

については、障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

の性 格
せいかく

や諸手当
しょてあて

なども含
ふく

めて総 合 的
そうごうてき

に「所 得
しょとく

保 障
ほしょう

」をどう考
かんが

えるかということに結
むす

びつくと考
かんが

える。それについての十 分
じゅうぶん

な議論
ぎろん

が

前 提
ぜんてい

と考
かんが

える。 

また、「労 働 者 性
ろうどうしゃせい

」を中 心
ちゅうしん

とした「賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

」と真
まこと

の「社 会
しゃかい

参加
さんか

」、「働
はたら

くこと」や

「就 労
しゅうろう

意欲
いよく

」との関 係
かんけい

を十 分
じゅうぶん

議論
ぎろん

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。さらに、企 業
きぎょう

活 動
かつどう

の中
なか

で障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を進
すす

めてきた一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

推 進
すいしん

施策
しさく

との関 係
かんけい

も議論
ぎろん

する必 要
ひつよう

がある。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ３９ １２行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「なお」の前
まえ

で改 行
かいぎょう
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

・就 労
しゅうろう

にかかる労 働
ろうどう

施策
しさく

と福祉
ふくし

施策
しさく

を一 体 的
いったいてき

に展 開
てんかい

するため

の体 制
たいせい

の整備
せいび

 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

39ページ
ぺ ー じ

 

  22行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

総 合 的
そうごうてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

窓 口
まどぐち

（ワンストップサービス
わ ん す と っ ぷ さ ー び す

）を置
お

く。併
あわ

せてコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

のための人 的
じんてき

支援
しえん

も配 慮
はいりょ

する。 

※「併
あわ

せてコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

のための人 的
じんてき

支援
しえん

も配 慮
はいりょ

する。」を追加
ついか

。 

≪理由
りゆう

≫ 

聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

をはじめとするコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

に支援
しえん

が必 要
ひつよう

な障 害 者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

しやす

い仕組
し く

みを考
かんが

える必 要
ひつよう

がある。 

例
たと

えば聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

、現制度
げんせいど

では手話
しゅわ

協 力 員
きょうりょくいん

がハローワーク
は ろ ー わ ー く

に詰
つ

める時間
じかん

は月
つき

に 7時間
じかん

しかないため、相 談
そうだん

支援
しえん

窓 口
まどぐち

を設置
せっち

しても対 応
たいおう

できない。手話
しゅわ

協 力 員
きょうりょくいん

の

稼働時間増
かどうじかんぞう

が必須
ひっす

条 件
じょうけん

。 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】の修 正
しゅうせい

 

  39ページ
ぺ ー じ

、【説 明
せつめい

】の最 終
さいしゅう

行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

・・特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

などの関 係
かんけい

機関
きかん

の再 編 成
さいへんせい

、およびネットワーク
ね っ と わ ー く

が有 効
ゆうこう

に機能
きのう

する

仕組
し く

みを整備
せいび

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

中 央
ちゅうおう

レベル
れ べ る

の行 政
ぎょうせい

組織
そしき

を再 編
さいへん

成
しげる

するだけでなく、地域
ちいき

における関 係
かんけい

機関
きかん

の目 的
もくてき

、

役 割
やくわり

を再 検
さいけん

証
あか

し、シンプル
し ん ぷ る

で使
つか

いやすい組織
そしき

に再 編
さいへん

成
しげる

する。 
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【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

39ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

結 論
けつろん

への追加
ついか

 

常 時
じょうじ

介護
かいご

等
とう

を必 要
ひつよう

とする障 害
しょうがい

の重
おも

い人 々
ひとびと

も、能 力
のうりょく

を生
い

かして就 労
しゅうろう

できるような

就 労
しゅうろう

のバリエーション
ば り え ー し ょ ん

を検 討
けんとう

し、就 労
しゅうろう

ニーズ
に ー ず

に可能
かのう

な限
かぎ

り応
こた

える相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

づく

りを築
きず

く。 

≪理由
りゆう

≫ 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 支援
しえん

体 系
たいけい

素案
そあん

に 示
しめ

さ れ た 障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ー ま た は 、

デイアクティビィティセンタ
で い あ く て ぃ び ぃ て ぃ せ ん た

ーへ状 態
じょうたい

（障 害
しょうがい

の軽 重
けいちょう

）に応
おう

じて通
かよ

うイメージ
い め ー じ

では、

ニーズ
に ー ず

を起点
きてん

とする支援
しえん

の組
く

み立
た

て方
かた

とは呼
よ

べないのではないかと考
かんが

える。 

ケア
け あ

を伴
ともな

いながら、一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

して行
い

くニーズ
に ー ず

にも道 筋
みちすじ

をつくる支援
しえん

体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

であ

る。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の検 討
けんとう

課題
かだい

についてフォロ
ふ ぉ ろ

ーし、実現化
じつげんか

をめざすため

の検 討
けんとう

体 制
たいせい

の整備
せいび

 

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【結 論
けつろん

】の修 正
しゅうせい

 

40ページ
ぺ ー じ

、【結 論
けつろん

】の最 終
さいしゅう

行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

団 体
だんたい

、地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

および障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

等
とう

から構 成
こうせい

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

団 体
だんたい

の代 表
だいひょう

をメンバ
め ん ば

ーに加
くわ

え、当事者
とうじしゃ

の視点
してん

や意見
いけん

を踏
ふ

まえる。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】全 国 民
ぜんこくみん

のなかでの障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

実 態
じったい

等
とう

を明
あき

らかにする基礎
き そ

資 料
しりょう

の整備
せいび

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】 

原 案
げんあん

どおりで結 構
けっこう

ですので、よろしくお願
ねが

いします。 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

） 

【特 例
とくれい

子会社
こがいしゃ

の設置
せっち

促 進
そくしん

】という項 目
こうもく

を新 設
しんせつ

し、「特 例
とくれい

子会社
こがいしゃ

の現 状
げんじょう

と課題
かだい

の

把握
はあく

」「特 例
とくれい

子会社
こがいしゃ

の設置
せっち

にかかるインセンティブ
い ん せ ん て ぃ ぶ

の強 化
きょうか

」「特 例
とくれい

子会社
こがいしゃ

を設置
せっち

する

企 業
きぎょう

の業 績
ぎょうせき

推移
すいい

の研 究
けんきゅう

」などを盛
も

り込
こ

む。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 行
げんこう

制度
せいど

において、特 例
とくれい

子会社
こがいしゃ

はいくつかの課題
かだい

はあるものの、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の働
はたら

く

場
ば

として有 力
ゆうりょく

な選択肢
せんたくし

となっており、新
あら

たな法
ほう

体 系
たいけい

においても設置
せっち

を推 進
すいしん

すべきと

考
かんが

える。 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の雇用
こよう

について 

36ページ
ぺ ー じ

～ 

≪内 容
ないよう

≫ 

次
つぎ

の内 容
ないよう

を挿 入
そうにゅう

又
また

は項 目
こうもく

を立
た

てる 

（1） 難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

雇用
こよう

開 発
かいはつ

助 成 金
じょせいきん

（通 称
つうしょう

「難 開
なんかい

金
きん

」）による雇用
こよう

について、

法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

にカウント
か う ん と

する 

（2） 国
くに

や地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

は難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

の就 労
しゅうろう

について、社 会 的
しゃかいてき

理解
りかい

を促 進
そくしん

する

ための特 別
とくべつ

の努 力
どりょく

を行
おこな

う 

≪理由
りゆう

≫ 

（1） 現 状
げんじょう

は、カウント
か う ん と

されていない…こともあり、本制度
ほんせいど

利用者
りようしゃ

がきわめて尐
すく

ない 

（2） 症 状 安 定 期 の
しょうじょうあんていき  

難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

等
とう

は就 労
しゅうろう

が可能
かのう

である。しかし、社 会 的
しゃかいてき

な不理解
ふりかい

や制度
せいど

不備
ふ び

のために就 労
しゅうろう

できない患 者
かんじゃ

がかなりいる。就 労
しゅうろう

しても非正規
ひせいき

雇用
こよう

が

多
おお

いのが現 状
げんじょう

である 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅲ 関 連
かんれん

する他
ほか

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

 

全 般
ぜんぱん

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の範囲
はんい

を超
こ

えて検 討
けんとう

されてきた各 般
かくはん

の課題
かだい

については、

理念的
りねんてき

な整理
せいり

はもとより、実 体 的
じったいてき

にも関 係
かんけい

法 令
ほうれい

の改 正
かいせい

の見込
み こ

みが立
た

つまで調 整
ちょうせい

を

継 続
けいぞく

する。 

調 整
ちょうせい

が完
かん

了
りょう

するまでの間
あいだ

については、尐
すく

なくとも改 正
かいせい

された障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

や

児童
じどう

福祉法
ふくしほう

等
とう

と同 等
どうとう

のサービス
さ ー び す

が受
う

けられるよう、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）にお

いて「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」に関
かん

する必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を規定
きてい

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

この間
あいだ

、「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」については他
ほか

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わるところか

ら、切
き

り離
はな

して総 合 的
そうごうてき

な議論
ぎろん

が行
おこな

われた。しかし、現
げん

に総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

でさえ法案化
ほうあんか

さ

れていない状 況
じょうきょう

において、具体的
ぐたいてき

な法制度
ほうせいど

議論
ぎろん

すら行
おこな

われていない「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」

「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」各 法
かくほう

の改 正
かいせい

が相 当 先
そうとうさき

になるであろうことは想 像
そうぞう

に難
かた

くない。 

その際
さい

、仮
かり

に総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

が「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」の各分野
かくぶんや

を完 全
かんぜん

に切
き

り離
はな

して制度化
せいどか

された場合
ばあい

には、これらの分野
ぶんや

は（一時的
いちじてき

にせよ）根 拠 法
こんきょほう

を失
うしな

い、当 然
とうぜん

支援
しえん

サービス
さ ー び す

も途切
と ぎ

れることとなる。 

そのような状 況
じょうきょう

は看過
かんか

できないことから、「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」各 法
かくほう

の

改 正
かいせい

と総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の施行
しこう

を同
おな

じタイミング
た い み ん ぐ

とするか、尐
すく

なくとも改 正
かいせい

された障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

や児童
じどう

福祉法
ふくしほう

等
とう

と同 等
どうとう

のサービス
さ ー び す

が受
う

けられるよう、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

において

「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」に関
かん

する必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を規定
きてい

する必 要
ひつよう

があ

ると考
かんが

える。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉法
ふくしほう

等
とう

との関 連
かんれん

について

整理
せいり

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 行 法
げんこうほう

制度
せいど

では、措置
そ ち

の取
と

り扱
あつか

い等
とう

については身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ
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福祉法
ふくしほう

、精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉法
ふくしほう

、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に規定
きてい

されている。 

児童
じどう

福祉法
ふくしほう

との関 連
かんれん

については「障 害 児
しょうがいじ

」の項
こう

において言 及
げんきゅう

されているが、その他
た

の法
ほう

は現 行
げんこう

と同 様
どうよう

に残
のこ

すのか、それとも統 合
とうごう

するのかなど、整理
せいり

が必 要
ひつよう

である。 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

目 的
もくてき

より 

【「能 力
のうりょく

に応
おう

じ」という表 記
ひょうき

について】 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

41ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

(意見
いけん

) 

社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

は、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

分野
ぶんや

に限
かぎ

らないこ 

とから、多分野
たぶんや

との調 整
ちょうせい

を図
はか

る必 要
ひつよう

がる。 

≪理由
りゆう

≫ 

同 上
どうじょう

 



- 114 - 

 

Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

（社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

）について】 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

４１ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

・運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

への苦 情
くじょう

申
もう

し立
た

てがしやすくなるよう、アクセス
あ く せ す

の良
よ

い場所
ばしょ

に設置
せっち

し、申
もう

し立
た

てには様 々
さまざま

な方 法
ほうほう

を取
と

り入
い

れること。 

・そもそも設置
せっち

の理由
りゆう

は、措置
そ ち

から契 約
けいやく

になった時
とき

に、弱
よわ

い立場
たちば

の利用者
りようしゃ

の権利
けんり

を守
まも

る

ためであり、公 正
こうせい

中 立
ちゅうりつ

は勿 論
もちろん

のこと、更
さら

に踏
ふ

み込
こ

んで利用者側
りようしゃがわ

に立
た

つ必 要
ひつよう

もある。 

≪理由
りゆう

≫ 

・全 県
ぜんけん

で１ヶ所
かしょ

であるため、障 害
しょうがい

を持
も

つ人
ひと

の身近
みぢか

には無
な

く、なかなかアクセス
あ く せ す

できない

現 状
げんじょう

がある。また、音 声
おんせい

言語
げんご

を持
も

たない人
ひと

、文字
も じ

が書
か

けない人
ひと

など、苦 情
くじょう

があっても

訴
うった

えることができない人
ひと

たちもいる。 

・障 害
しょうがい

のある利用者
りようしゃ

が、運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

にまで苦 情
くじょう

の申
もう

し立
た

てをするには大 変
たいへん

な

勇気
ゆうき

がいることであり、よほどの権利
けんり

侵 害
しんがい

が無
な

ければ運 営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

まで行
い

かない。 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せいど

と虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

について】 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

について】 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ４２ １７行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

都道府県
とどうふけん

、市 町 村
しちょうそん

の地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

 

↓ 

都道府県
とどうふけん

、市 町 村
しちょうそん

の自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

 

≪理由
りゆう

≫ 

「地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

」は市 町 村
しちょうそん

設置
せっち

のものを指
さ

すため。 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【権利
けんり

擁護
ようご

と差別
さべつ

禁止
きんし

の普 及
ふきゅう

啓 発
けいはつ

について】 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

42ページ
ぺ ー じ

 

30行
ぎょう

～32行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正 後
しゅうせいご

） 

国
くに

においては、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や相 談
そうだん

対 応
たいおう

等
とう

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

から福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

利用
りよう

における不利益
ふりえき

取 扱
とりあつか

いを禁止
きんし

し、また権利
けんり

擁護
ようご

と差別
さべつ

禁止
きんし

を普 及
ふきゅう

啓 発
けいはつ

すること、

差別
さべつ

事案
じあん

が発 生
はっせい

したときのあっせん・調 整
ちょうせい

・相手方
あいてがた

への勧 告
かんこく

等
とう

の仕組
し く

みを盛
も

り込
こ

んだ

（法定化
ほうていか

した）差別
さべつ

禁止
きんし

法 制
ほうせい

の制 定
せいてい

が求
もと

められる。 

市 町 村
しちょうそん

、都道府県
とどうふけん

においても差別
さべつ

禁止
きんし

の普 及
ふきゅう

啓 発
けいはつ

が必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

案
あん

にある「差別
さべつ

事案
じあん

が発 生
はっせい

したときのあっせん・調 整
ちょうせい

・相手方
あいてがた

への勧 告
かんこく

等
とう

の仕組
し く

み」

は、条 例
じょうれい

ではなく、差別
さべつ

禁止
きんし

法 制
ほうせい

に盛
も

り込
こ

むべき内 容
ないよう

。 

 2段
だん

落目
らくめ

において、法
ほう

の目 的
もくてき

を「不利益
ふりえき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

と、権利
けんり

擁護
ようご

と差別
さべつ

禁止
きんし

を普 及
ふきゅう

啓 発
けいはつ

すること」に限 定
げんてい

し、「差別
さべつ

事案
じあん

の解 決
かいけつ

の仕組
し く

み」を地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

ごとに異
こと

な

る条 例
じょうれい

に委
ゆだ

ねては、障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

侵 害
しんがい

の救 済
きゅうさい

は進
すす

まない。人 権
じんけん

侵 害
しんがい

の救 済
きゅうさい

は、

閣議
かくぎ

決 定
けってい

（下記
か き

）のとおり全 国
ぜんこく

一 律
いちりつ

の法
ほう

で規定
きてい

するべきである。 

（参 考
さんこう

：閣議
かくぎ

決 定
けってい

文
ぶん

（抜 粋
ばっすい

）） 

(2)障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

に関
かん

する法 律
ほうりつ

の制 定
せいてい

等
とう

 

障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

を禁止
きんし

するとともに、差別
さべつ

による人 権
じんけん

被害
ひがい

を受
う

けた場合
ばあい

の救 済
きゅうさい

等
とう

を目 的
もくてき

とした法
ほう

制度
せいど

の在
あ

り方
かた

について、第一次
だいいちじ

意見
いけん

に沿
そ

って必 要
ひつよう

な検 討
けんとう

を行
おこな

い、

平 成
へいせい

25年
ねん

常 会
じょうかい

への法 案
ほうあん

提 出
ていしゅつ

を目指
め ざ

す。 

これに関 連
かんれん

し、現 在
げんざい

検 討 中
けんとうちゅう

の人 権
じんけん

救 済
きゅうさい

制度
せいど

に関
かん

する法 律
ほうりつ

案
あん

についても、早 急
さっきゅう

に

提
てい

出
しゅつ

ができるよう検 討
けんとう

を行
おこな

う。
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

 

【大久保
おおくぼ

委員
いいん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

） 

「Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より」の項 目
こうもく

の中
なか

に【成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の運 用
うんよう

改 善
かいぜん

と利用
りよう

促 進
そくしん

に

ついて】を新 設
しんせつ

し、「身 上
しんじょう

監護
かんご

を中 心
ちゅうしん

とした成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の運 用
うんよう

改 善
かいぜん

」「成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

」などを盛
も

り込
こ

む。 

≪理由
りゆう

≫ 

「Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

」の中
なか

には、他 法
ほかほう

との関 係
かんけい

も含
ふく

めて成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

のことが一 切
いっさい

触
ふ

れられていない。オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

などの 必 要 性
ひつようせい

を否定
ひてい

するものではないが、

現 行 法 上
げんこうほうじょう

、判 断 力
はんだんりょく

が不 十 分
ふじゅうぶん

な人
ひと

の法 律 的
ほうりつてき

視点
してん

からの権利
けんり

擁護
ようご

は成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の

利用
りよう

が第
だい

一義
いちぎ

であることを踏
ふ

まえると、項 目
こうもく

を新 設
しんせつ

すべきと考
かんが

える。 

なお、その際
さい

には、現 行
げんこう

の成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の課題
かだい

である「身 上
しんじょう

監護
かんご

」について重 点 化
じゅうてんか

するとともに、成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

を「障 害
しょうがい

ゆえに必 要
ひつよう

な個別
こべつ

支援
しえん

」と位置付
い ち づ

けて、個別
こべつ

給付化
きゅうふか

することが適 当
てきとう

と考
かんが

える。 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

） 

「Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より」の項 目
こうもく

の中
なか

に【障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

との連 携
れんけい

】を新 設
しんせつ

し、

「福祉
ふくし

事 業 所
じぎょうしょ

における虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

について」などの内 容
ないよう

を盛
も

り込
こ

む。 

≪理由
りゆう

≫ 

「Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より」の項 目
こうもく

の中
なか

で障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

との関 連
かんれん

が触
ふ

れられてい

るのは【オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せいど

と虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

について】のみである。しかし、同 法
どうほう

と総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

との整 合 性
せいごうせい

を図
はか

る部分
ぶぶん

はより多岐
た き

にわたる。そうした規定
きてい

を盛
も

り込
こ

むことが

適 当
てきとう

と考
かんが

える。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

が成 立
せいりつ

し、児童
じどう

、高 齢 者
こうれいしゃ

、ＤＶ法
ほう

と、虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する法 律
ほうりつ

が
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そろった。それぞれに虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する機関
きかん

ができているが、将 来 的
しょうらいてき

には統
おさむ

合
あわ

して身近
みぢか

な地域
ちいき

でシェルタ
し ぇ る た

ーを備
そな

えた「虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

センタ
せ ん た

ー」とする。 

≪理由
りゆう

≫ 

一
ひと

つの家族内
かぞくない

で、ＤＶ、児童
じどう

虐 待
ぎゃくたい

など複 数
ふくすう

の虐 待
ぎゃくたい

が絡
から

んでいることも多
おお

い。また、

それぞれに作
つく

るよりも効 率 的
こうりつてき

である。 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

より 

【公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

や民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

について】 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

5行 目
ぎょうめ

から 9行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

住 宅
じゅうたく

については、まず公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

、その中
なか

での障 害 者 向
しょうがいしゃむ

け住 宅
じゅうたく

の増 設
ぞうせつ

を真
ま

っ先
さき

に

掲
かか

げるべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

住 宅
じゅうたく

こそは暮
く

らしの基礎
き そ

であるべきなのに、公 的
こうてき

な増 設
ぞうせつ

計 画
けいかく

はないに等
ひと

しく、バリア
ば り あ

のある住
す

まいで、障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

は困 難
こんなん

をきわめているのが現 状
げんじょう

です。 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

より 

【一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

に住
す

む障 害 者
しょうがいしゃ

への家賃
やちん

補助
ほじょ

、住 宅
じゅうたく

手当
てあて

などについて】 

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

43ページ
ぺ ー じ

○4つ目 

≪内 容
ないよう

≫ 

免 除
めんじょ

)を設
もう

けるとともに、住 居
じゅうきょ

提 供 者
ていきょうしゃ

…に(太字
ふとじ

を加筆
かひつ

) 

≪理由
りゆう

≫ 

文 章
ぶんしょう

の前 段
ぜんだん

では「事
じ

業 者
ぎょうしゃ

」後 段
こうだん

では「住 居
じゅうきょ

提 供 者
ていきょうしゃ

」への優 遇
ゆうぐう

策
さく

を屠
と

なえており、

繋
つな

ぎの言葉
ことば

がないと文 章 的
ぶんしょうてき

に変
へん

である。 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ-10 地域
ちいき

移行
いこう

より 

【地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

に欠
か

かせない住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

の施策
しさく

について】 

 

【朝比奈
あさひな

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

43ページ
ぺ ー じ

 Ⅰ－10 地域
ちいき

移行
いこう

より 

≪内 容
ないよう

≫ 

「公 的
こうてき

保 証 人
ほしょうにん

制度
せいど

は必 要
ひつよう

である」という記 述
きじゅつ

にとどめ、自治体
じちたい

が保
ほ

証 人
しょうにん

となるべき

であるという部分
ぶぶん

は削
さく

除
じょ

したらどうか。 

≪理由
りゆう

≫ 

保 証 人
ほしょうにん

が 求
もと

められる具体的
ぐたいてき

な責務
せきむ

を 誰
だれ

がどのように果
は

たすのかということは地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

と密 接
みっせつ

にかかわるが、自治体
じちたい

が保
ほ

証 人
しょうにん

となることを指向
しこう

することでかえって

中身
なかみ

の検 討
けんとう

がなされない危険性
きけんせい

がある。伊賀市
い が し

社 会
しゃかい

福 祉 協
ふくしきょう

議会
ぎかい

のような先 進 的
せんしんてき

な取
と

り組
く

みを参 考
さんこう

に、必 要
ひつよう

な仕組
し く

みの検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

ｐ４３ Ⅰ－１０ 地域
ちいき

移行
いこう

より 

【地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

に欠
か

かせない住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

の施策
しさく

について】 

追加
ついか

 

≪内 容
ないよう

≫ 

賃 貸
ちんたい

アパート
あ ぱ ー と

やマンション
ま ん し ょ ん

などの集 合
しゅうごう

住 宅
じゅうたく

で、道路
どうろ

から共 用
きょうよう

廊下
ろうか

までの間
あいだ

に段差
だんさ

があ

ることで、車椅子
くるまいす

利用者
りようしゃ

が 入
にゅう

居
きょ

できない設備
せつび

の問 題
もんだい

がある。集 合
しゅうごう

住 宅
じゅうたく

の共 用
きょうよう

廊下
ろうか

部分
ぶぶん

のスロープ
す ろ ー ぷ

改 造
かいぞう

などの費用
ひよう

を行 政
ぎょうせい

が助 成
じょせい

する制度
せいど

を設
もう

けると共
とも

に、集 合
しゅうごう

住 宅
じゅうたく

を

新 設
しんせつ

する場合
ばあい

には、小規模
しょうきぼ

なものも含
ふく

めて、車椅子
くるまいす

で道路
どうろ

から共 用
きょうよう

廊下
ろうか

を経
へ

て各戸
かっこ

玄 関 内
げんかんない

まで段差
だんさ

なしにアクセス
あ く せ す

できるような設 計
せっけい

を義務化
ぎ む か

するなどが必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

左記
さ き

の民 間
みんかん

集 合
しゅうごう

住 宅
じゅうたく

の問 題
もんだい

が解
かい

消
しょう

すれば、車椅子
くるまいす

利用者用
りようしゃよう

の公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

を確保
かくほ

す

る必 要
ひつよう

がなくなるため。 
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【山
やま

本
ほん

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

地域
ちいき

移行
いこう

 

○ 保 証 人
ほしょうにん

がいないために 住 居
じゅうきょ

が確保
かくほ

できない 入 所 者
にゅうしょしゃ

・ 入 院 者
にゅういんしゃ

にとって、 公 的
こうてき

保 証 人
ほしょうにん

制度
せいど

は必 要
ひつよう

であり、自治体
じちたい

が保
ほ

証 人
しょうにん

となるべきである。 

≪内 容
ないよう

≫ 

保 証 人
ほしょうにん

だけではなく、緊 急
きんきゅう

連 絡 先
れんらくさき

を求
もと

められるので、これも自治体
じちたい

が引
ひ

き受
う

けるべき

である 

 

地方
ちほう

分権化
ぶんけんか

により、障 害 者
しょうがいしゃ

の公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

に妻子
さいし

、「居 住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事 業
じぎょう

」を受
う

けることを要 件
ようけん

としているところが出
で

てきているので、こうした差別
さべつ

条 項
じょうこう

を撤 廃
てっぱい

すべき

である 

≪理由
りゆう

≫４３ページ
ぺ ー じ

 

民 間
みんかん

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

には緊
きん

急 連 絡 先
きゅうれんらくさき

が求
もと

められる場合
ばあい

が多
おお

く、保 証 人
ほしょうにん

のみでは

解 決
かいけつ

できない 

公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

への障 害 者
しょうがいしゃ

の 入
にゅう

居
きょ

は権利
けんり

であり、何
なん

らかの条 件
じょうけん

制 限
せいげん

はあってはらない 
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Ⅲ－４．その他
た

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

・施設
しせつ

利用
りよう

する重 度
じゅうど

の知的
ちてき

・発 達
はったつ

障 害 児
しょうがいじ

の多
おお

くは、思春期
ししゅんき

の通過
つうか

が重 要
じゅうよう

であり、児者
じしゃ

一 貫
いっかん

の適 切
てきせつ

な療 育
りょういく

が確保
かくほ

されるようにすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

児童
じどう

はすぐに 18歳
さい

以 上
いじょう

の成 人
せいじん

になる。18歳
さい

で制度
せいど

を区切
く ぎ

るのは支援側
しえんがわ

の論理
ろんり

であって、

本 人 側
ほんにんがわ

に立
た

っていない。 

行 動
こうどう

障 害
しょうがい

のある重 度
じゅうど

の知的
ちてき

・発 達
はったつ

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

のためには、20歳 代
さいだい

後 半
こうはん

までの一 貫
いっかん

した環 境
かんきょう

と支援
しえん

が有 効
ゆうこう

であることがこれまでの多
おお

くの実 践
じっせん

の結 論
けつろん

である。 

結 論
けつろん

が前 提
ぜんてい

としている障 害 児
しょうがいじ

は主
しゅ

に家庭
かてい

に原 因
げんいん

があって入 所
にゅうしょ

している場合
ばあい

と思
おも

わ

れるが、そのような児童
じどう

のほかに、常 時
じょうじ

二人
ふたり

以 上
いじょう

の見守
みまも

りを必 要
ひつよう

とする知的
ちてき

・発 達
はったつ

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

が存
ありや

在
ざい

し、他
ほか

の児童
じどう

と生 活
せいかつ

することで、身 辺
しんぺん

自立
じりつ

が効果
こうか

をあげるのである。

児童
じどう

精神科医
せいしんかい

や病 院
びょういん

から入 所
にゅうしょ

を勧
すす

められるケース
け ー す

である。 

この部分
ぶぶん

の内 容
ないよう

は、てんかん、自 傷
じしょう

、他 害
ほかがい

などのある重
おも

い障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の現 実
げんじつ

が反 映
はんえい

されていない 
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おわりに 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

おわりに 

４４ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「ある社 会
しゃかい

がその構 成 員
こうせいいん

のいくらかの人 々
ひとびと

を閉
し

め出
だ

すような場合
ばあい

、それは弱
よわ

くもろい

社 会
しゃかい

である」。 

これは、1979年
ねん

の国 際
こくさい

障 害 者
しょうがいしゃ

年
とし

行 動
こうどう

計 画
けいかく

の一 文
かずふみ

です。この歴史的
れきしてき

課題
かだい

の解 決
かいけつ

が

なされないまま、30余年
よねん

を経
へ

た今
いま

、社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

・社 会
しゃかい

福祉
ふくし

をはじめとする制度
せいど

のほころ

びが各 方 面
かくほうめん

から指摘
してき

され、「無縁
むえん

社 会
しゃかい

」と称
しょう

されるまでになっています。 

 「推 進
すいしん

会議
かいぎ

」と「部会
ぶかい

」は、「障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず国 民
こくみん

が分
わ

け隔
へだ

てられることの

ない共 生
きょうせい

社 会
しゃかい

」の実 現
じつげん

とそのための制度
せいど

改 革
かいかく

を目指
め ざ

しています。それは、とりもなお

さず、「弱
よわ

くもろい社 会
しゃかい

」から、誰
だれ

もが排
はい

除
じょ

されることなく一人
ひとり

ひとりの存 在
そんざい

が心
こころ

よ

り大 切
たいせつ

にされ社 会 的
しゃかいてき

に包 摂
ほうせつ

される、本 当
ほんとう

にゆたかな社 会
しゃかい

づくりに寄与
き よ

するものであ

ると確 信
かくしん

しています。 

 


